
平
成

２
９

年
度
（

平
成
２

８
年

度
か
ら
の

繰
越
分

）
要
綱
 

平
成
２

８
年

度
要

綱
 

別
紙
 

平
成
２
９

年
度
（

平
成

２
８

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
次
世

代
育
成

支
援
対

策
施
設

 

整
備
交
付

金
（

児
童
虐

待
防
止

対
策
等

に
係
る
分

）
交
付

要
綱
 

 （
通

則
）

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
１
 
（

略
）

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
の

目
的

）
 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
２
 
（

略
）

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

（
交

付
の

対
象

）
 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
３
 
（

略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
定
 
 

義
）

  
 

４
 

（
略

）
 

区
分
 

大
分

類
 

中
分

類
 

小
分

類
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
）
第

７
条
に

基

づ
く

児
童

福
祉

施
設

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

年

８
月

７
日

厚
生

省
発

児
第

１
２

３
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

児
童
館

の
設
置

運

営
要

綱
」
の

第
２
か

ら

第
４

に
定

め
る

小
型

児
童

福
祉

施
設
 

           

助
産
施
設

 

 乳
児
院
 

母
子
生
活

支
援
施

設
 

児
童
厚
生

施
設
 

児
童
養
護

施
設
 

児
童
心
理

治
療
施

設
 

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

 

第
一

種
助

産
施
設
 

第
二

種
助

産
施
設
 

別
紙
 

 
 
平
成

２
８

年
度
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備
交

付
金

 

（
児

童
虐

待
防
止

対
策
等

に
係
る

分
）

交
付

要
綱

 

 （
通

則
）

 
  

 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
１
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
の

目
的
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
２
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
の

対
象
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
３
 
（

略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
定
 
 

義
）

  
 

４
 

（
略

）
 

区
分
 

大
分

類
 

中
分

類
 

小
分

類
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
）
第

７
条

に
基

づ
く

児
童

福
祉

施
設

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
２
年

８
月

７
日

厚
生

省
発

児
第

１
２

３
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

児
童
館

の
設

置
運

営
要

綱
」
の

第
２

か
ら

第
４

に
定

め
る

小
型

児
童
福

祉
施
設

 

           

助
産
施

設
 

 乳
児
院

 

母
子
生

活
支
援

施
設
 

児
童
厚

生
施
設

 

児
童
養

護
施
設

 

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施
設

 

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー
 

第
一
種

助
産
施

設
 

第
二
種

助
産
施

設
 

平
成

２
８

年
度

次
世

代
育

成
支

援
対
策

施
設

整
備

交
付

金
(児

童
虐
待

防
止

対
策

等
に

係
る

分
)交

付
要
綱

と
の

比
較

表
 

1

KKRMR
スタンプ



児
童

館
、
児

童
セ
ン

タ

ー
（

大
型
児

童
セ
ン

タ

ー
を

含
む

。
）

及
び

大

型
児

童
館

（
「

C
型

児

童
館

」
を

除
く

。
）

と

す
る

。
）
、
同

法
第
１

２

条
の

４
に

基
づ

く
児

童
を

一
時

保
護

す
る

一
時

保
護

施
設

、
同

法

第
３

５
条

第
１

０
項

に
基

づ
く

職
員

養
成

施
設

、
同
法

第
６
条

の

３
第

１
項

に
基

づ
く

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

を
行

う
事

業
所
、

同
条

第
６

項
に

基
づ

く
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
、
同

条
第

８
項

に
基

づ
く

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

を
行

う
事

業
所
、

子
ど

も
・
子

育
て
支

援

法
（

平
成
２

４
年
法

律

第
６

５
号

）
第

５
９

条

第
１

号
に

基
づ

く
利

用
者

支
援

事
業

所
、
平

成
１

１
年

１
月

７
日

児
発

第
１

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

子
育
て

支
援
の

た

     一
時

保
護

施
設
 

 児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所
 

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

 

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所
 

利
用

者
支

援
事
業

所
 

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
 

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
 

  

児
童

館
、
児

童
セ

ン
タ

ー
（

大
型
児

童
セ

ン
タ

ー
を

含
む

。
）

及
び

大

型
児

童
館

（
「

C
型

児

童
館

」
を

除
く

。
）

と

す
る

。
）
、
同

法
第

１
２

条
の

４
に

基
づ

く
児

童
を

一
時

保
護

す
る

一
時

保
護

施
設

、
同
法

第
３

５
条

第
１

０
項

に
基

づ
く

職
員

養
成

施
設

、
同
法

第
６

条
の

３
第

１
項

に
基

づ
く

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

を
行

う
事
業

所
、

同
条

第
６

項
に

基
づ

く
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
、
同

条
第

８
項

に
基

づ
く

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

を
行

う
事
業

所
、

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

法
（

平
成
２

４
年

法
律

第
６

５
号

）
第

５
９
条

第
１

号
に

基
づ

く
利

用
者

支
援

事
業
所

、
平

成
１

１
年

１
月

７
日

児
発

第
１

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

子
育
て

支
援

の
た

     一
時
保

護
施
設

 

 児
童

自
立

生
活

援
助

事
業
所

 

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事
業

所
 

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育
事

業
所

 

利
用
者

支
援
事

業
所

 

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠
点

施
設

 

児
童

等
に

対
す

る
必

要
な

支
援

を
行

う
た

め
の
拠

点
 

 

2



め
の

拠
点

施
設

の
設

置
に

つ
い

て
」
に
基

づ

く
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

及
び

平
成

※
年

※
月

※
日

雇
児

発
第

※
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「
市

区
町

村
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
整

備
に

つ
い

て
」
に
基
づ

く
拠

点
 

    (
2
) 

 （
略
）

  
（

略
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

(
3
) 

 （
略
）
 

（
略

）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 ５
 
３
に

お
い
て

「
施
設

整
備
」

と
は

、
次

の
表

の
種

類
ご

と
に

掲
げ

る
整
備
内

容
を
い

う
。

 

種
 
 
類
 

整
 
備

 
区

 
分

 
整

 
備
 

内
 
容
 

         
 

新
 
 
設
 

（
略

）
 

（
略

）
 

修
 
 

理
 

（
略

）
 

（
略

）
 

改
 
 

造
 

（
略

）
 

（
略

）
 

拡
 
 

張
 

（
略

）
 

（
略

）
 

整
 
 

備
 

    

老
朽

民
間

児
童
 

福
祉

施
設

整
備
 

   

（
略

）
 

    

め
の

拠
点

施
設

の
設

置
に

つ
い

て
」
に

基
づ

く
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

及
び

平
成

２
８

年
１

２
月

１
６

日
雇

児
発

第
３

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児
童

家
庭

局
長

通
知
「

市
町

村
に

お
け

る
児

童
等

に
対

す
る

必
要

な
支

援
を

行
う

た
め

の
拠

点
の

整
備

に
つ

い
て

」
に

基
づ
く

拠
点

 

  (
2
) 

 （
略

）
  

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

(
3
) 

 （
略

）
 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

 ５
 
３
に

お
い
て

「
施

設
整

備
」

と
は

、
次

の
表

の
種

類
ご

と
に

掲
げ

る
整

備
内

容
を
い

う
。

 

種
 
 
類
 

整
 

備
 

区
 

分
 

整
 

備
 

内
 
容

 
         
 

新
 
 
設
 

（
略
）

 
（

略
）

 

修
 
 

理
 

（
略
）

 
（

略
）

 

改
 
 

造
 

（
略
）

 
（

略
）

 

拡
 
 

張
 

（
略
）

 
（

略
）

 

整
 
 

備
 

    

老
朽
民

間
児
童

 

福
祉
施

設
整
備

 

   

（
略
）

 

    

3



  
 防

犯
対

策
強
化

 

  
 に

係
る

整
備

 

   

平
成

※
年

※
月
※

日
雇
児

発
※
※

第
※

号

厚
生

労
働

省
雇
用

均
等
・
児
童

家
庭
局

長
通

知
「
児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
防
犯

対
策

強
化

に
係

る
整
備

に
つ
い

て
」
に

よ
り

整
備

を
す

る
こ

と
。
 

 

  
 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  

（
事

業
の

種
類

）
 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
６
 
 

（
１
）
（
略
）
 

①
事
業
の

種
類
 

②
対

象
施

設
 

③
整

備
内

容
等
 

④
設

置
主

体
 

(
1
)一

時
保

護
施
設

に

お
け

る
環

境
改

善
等

事
業
 

  

 

（
略
）

 

平
成

※
年

※
月
※

日

雇
児

発
※

第
※
号

厚

生
労

働
省

雇
用
均

等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
一

時
保

護
さ
れ

た

子
ど

も
の

処
遇
向

上

の
た

め
の

環
境
整

備

に
つ

い
て

」
 

 

 

（
略

）
 

  

(
2
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

委
託

一
時

保
護

児
童

の
受

入
機

能
強

化
の

た
め

の
整

備
事

業
 

    

乳
児

院
、
児
童

養
護
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
、
児

童
心

理
治

療
施

設
 

    

平
成

※
年

※
月

※
日

雇
児

発
※

第
※

号
厚

生
労

働
省

雇
用
均

等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
一

時
保

護
さ
れ

た

子
ど

も
の

処
遇
向

上

の
た

め
の

環
境
整

備

に
つ

い
て

」
 

  

都
道

府
県

又
は
指

定

都
市

、
中

核
市

若
し
く

は
市

町
村

 

     

  
 防

犯
対

策
強
化

 

  
 に

係
る

整
備
 

    

平
成

２
８

年
１

２
月

１
６

日
雇
児

発
１

２

１
６
第

４
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

児
童

養
護
施

設
等
に

お
け

る
防
犯

対
策
強

化
に
係

る
整
備

に
つ
い

て
」

に
よ
り

整
備
を

す
る
こ

と
。
 

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 

（
事

業
の

種
類
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
６
 
 

（
１

）
（

略
）
 

①
事

業
の

種
類

 
②

対
象

施
設
 

③
整
備

内
容
等

 
④

設
置

主
体
 

(
1
)一

時
保
護

施
設
に

お
け

る
環

境
改
善

等

事
業

 

  

 

（
略
）

 

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

１
号
厚

生
労

働
省
雇

用
均
等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

一
時

保
護
さ

れ
た
子

ど
も

の
処
遇

向
上
の

た
め

の
環
境

整
備
に

つ
い

て
」
 

 

（
略
）

 

  

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

委
託
一

時

保
護

児
童

の
受
入

機

能
強

化
の

た
め
の

整

備
事

業
 

    

乳
児
院

、
児
童

養
護
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
、
情

緒
障

害
児
短

期

治
療
施

設
 

    

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

１
号
厚

生
労

働
省
雇

用
均
等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

一
時

保
護
さ

れ
た
子

ど
も

の
処
遇

向
上
の

た
め

の
環
境

整
備
に

つ
い

て
」

 
 

都
道
府

県
又
は

指
定

都
市
、
中

核
市

若
し
く

は
市
町

村
 

     

4



(
3
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

小
規

模
化

等
の

た
め

の
整

備
 

   

乳
児

院
、
児
童

養
護
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
 、

児
童
心

理
治

療

施
設

 

  

 

（
略

）
 

 

（
略

）
 

  

(
4
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

自
立

生
活

支
援

室
（

ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム

）
の

整
備

 

     

母
子

生
活

支
援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童

心
理

治
療

施
設

、
児

童

自
立

支
援

施
設

、
児
童

自
立

生
活

援
助
事

業

所
、

婦
人

保
護
施

設
 

  

平
成

※
年

※
月
※

日

雇
児

発
※

第
※
号

厚

生
労

働
省

雇
用
均

等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

自
立
生

活

支
援

室
（

ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム

）
の

整
備

に
つ
い

て
」

 

 

（
略

）
 

  

(
5
)児

童
自

立
生
活

援

助
事

業
所

の
整

備
 

  

 

（
略
）

 

 

（
略

）
 

  

 

（
略

）
 

  

(
6
)市

区
町

村
子
ど
も

家
庭
総

合
支
援

拠
点

の
整

備
 

    

市
区

町
村

子
ど
も

家

庭
総

合
支

援
拠

点
 

    

平
成

※
年

※
月
※

日

雇
児

発
第

※
号
厚

生

労
働

省
雇

用
均
等
・
児

童
家

庭
局

長
通
知
「
市

区
町

村
子

ど
も
家

庭

総
合

支
援

拠
点

の
整

備
に

つ
い

て
」

 

  

指
定

都
市

、
中
核

市
、

市
町

村
若

し
く
は

一

部
事

務
組

合
 

     

(
7
)防

犯
対

策
強
化

整

備
事

業
 

  

助
産

施
設

、
乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援
施

設
、

児
童

厚
生

施
設

、
児
童

養
護

施
設

、
児

童
心

理

平
成

※
年

※
月
※

日

雇
児

発
※

第
※
号

厚

生
労

働
省

雇
用
均

等
・
児

童
家
庭

局
長
通

（
略

）
 

(
3
)児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

小
規
模

化

等
の

た
め

の
整
備
 

   

乳
児
院

、
児
童

養
護
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
  
情

緒
障

害
児

短

期
治
療

施
設
 

  

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

  

(
4
)児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

自
立
生

活

支
援

室
（

ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム

）
の

整
備
 

     

母
子
生

活
支
援

施
設
、

児
童
養

護
施
設

、
情

緒

障
害
児

短
期
治

療
施

設
、
児

童
自
立

支
援

施

設
、
児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
、
婦

人
保
護

施
設
 

  

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

２
号
厚

生
労

働
省
雇

用
均
等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

児
童

養
護
施

設
等
に

お
け

る
自
立

生
活
支

援
室

（
ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム
）

の
整
備

に
つ
い

て
」
 

 

（
略
）

 

  

(
5
)児

童
自
立

生
活
援

助
事

業
所

の
整
備
 

  

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

  

 

（
略
）

 

  

(
6
)市

町
村
に

お
け
る

児
童

等
に

対
す
る

必

要
な

支
援

を
行
う

た

め
の

拠
点

の
整
備
 

    

児
童
等

に
対
す

る
必

要
な
支

援
を
行

う
た

め
の
拠

点
 

      

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

第
３

号
厚

生
労

働
省
雇

用

均
等
・
児

童
家

庭
局
長

通
知
「

市
町
村

に
お
け

る
児
童

等
に
対

す
る

必
要
な

支
援
を

行
う

た
め
の

拠
点
の

整
備

に
つ
い

て
」

 

指
定
都

市
、
中

核
市
、

市
町
村

若
し
く

は
一

部
事
務

組
合
 

     

(
7
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事

業
 

  

助
産
施

設
、
乳

児
院
、

母
子
生

活
支
援

施
設
、

児
童
厚

生
施
設

、
児
童

養
護
施

設
、
情

緒
障

害

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

４
号
厚

生
労

働
省
雇

用
均
等
・
児
童

（
略
）
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治
療

施
設

、
児

童
自
立

支
援

施
設

、
児

童
相
談

所
一

時
保

護
施
設

、
児

童
自

立
生

活
援
助

事

業
所

、
地

域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
所

、
小
規

模
住

居
型

児
童
養

育

事
業

所
、
利
用

者
支
援

事
業

所
、
子
育

て
支
援

の
た

め
の

拠
点
施

設
、

婦
人

相
談

所
一
時

保

護
施

設
、
婦
人

保
護
施

設
、
児

童
家
庭

支
援
セ

ン
タ

ー
 

 

知
「
児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

防
犯
対

策

強
化

に
係

る
整
備

に

つ
い

て
」

 

 

（
２
）
（
略
）

 

 

（
３
）
次

の
表

の
①
欄

に
定

め
る

施
設

の
種
類

ご
と
に

、
②
欄

に
定
め

る
設

置
根

拠
等

に
よ

り
③

欄

に
定
め
る

設
置
主

体
が

設
置

す
る

施
設

に
係
る

耐
震
化

等
整
備

事
業
 

①
施

設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設

置
主

体
 

         
 

(
1
)児

童
福

祉
法
に

基
づ
く

施

設
等
 

 
 
ｱ
 児

童
福

祉
施

設
（
助

産
施

 
 
設

、
乳

児
院

、
母
子

生
活

 
 
支

援
施

設
、

児
童
養

護
施

 
 
設

、
児
童
心

理
治
療

施
設

 
 
、

児
童

自
立

支
援

施
設

に

 
 
限

る
。

）
 

  
ｲ
 児

童
相

談
所

一
時
保

護
施

 
 
設

 

 

  児
童

福
祉

法
第
３

５
条
第

２
項
又

は

第
３

項
 

     

（
略

）
 

  

  都
道

府
県

又
は
指

定

都
市

、
中

核
市
若

し
く

は
市

町
村
 

    

（
略

）
 

 

               

児
短
期

治
療
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
、
児

童
相
談

所
一
時

保
護

施
設
、
児

童
自

立
生
活

援
助
事

業
所
、
地

域
子

育
て
支

援
拠
点

事
業

所
、
小

規
模
住

居
型
児

童
養
育

事
業
所

、
利
用

者
支
援

事
業
所

、
子
育

て
支
援

の
た
め

の
拠

点
施
設

、
婦
人

相
談
所

一
時
保

護
施
設

、
婦
人

保
護
施

設
、
児

童
家
庭

支
援
セ

ン
タ
ー

 

 

家
庭
局

長
通
知
「

児
童

養
護
施

設
等
に

お
け

る
防
犯

対
策
強

化
に

係
る
整

備
に
つ

い
て
」
 

 

（
２

）
（

略
）
 

 

（
３

）
（
３

）
次
の

表
の

①
欄

に
定
め

る
施

設
の

種
類
ご

と
に
、
②
欄

に
定
め

る
設
置

根
拠
等

に
よ

り
③

欄
に

定
め
る

設
置

主
体
が

設
置
す

る
施
設

に
係
る

耐
震
化

等
整

備
事

業
 

①
施

設
の

種
類
 

②
設
置

根
拠
等

 
③

設
置

主
体
 

         
 

(
1
)児

童
福
祉

法
に
基

づ
く

施

設
等

 

 
 
ｱ
 児

童
福
祉
施

設
（
助

産
施

 
 

設
、

乳
児
院

、
母
子

生
活

 
 

支
援

施
設
、

児
童
養

護
施

 
 

設
、

情
緒
障

害
児
短

期
治

 
 

療
施

設
、
児

童
自
立

支
援

 
 

施
設

に
限
る

。
）
 

  
ｲ
 児

童
相
談
所

一
時
保

護
施

 
 

設
 

 

  児
童
福

祉
法
第

３
５
条

第
２
項

又
は

第
３
項

 

     

（
略
）

 

  

  都
道
府

県
又
は

指
定

都
市
、
中

核
市
若

し
く

は
市
町

村
 

    

（
略
）
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(
2
)売

春
防

止
法
に

基
づ
く

施

設
 

 
 
ｱ
 婦

人
相

談
所

一
時
保

護
施

 
 
設

 

  
 
ｲ
 婦

人
保

護
施

設
 

 

  

（
略

）
 

 

  

（
略

）
 

 

   
（
４
）
次

の
表

の
①
欄

に
定
め

る
事
業

の
種
類

ご
と
に

、
③
欄

に
定
め

る
整

備
内

容
等

に
よ

り
④

欄

に
定
め

る
社
会

福
祉
法

人
そ
の

他
の
地

方
公
共

団
体
以

外
の
設

置
主
体
（
以

下
「

社
会

福
祉

法
人

等
」
と
い

う
。
）
が

設
置
す

る
施

設
に

係
る
施

設
整
備

事
業
に

対
し
、
都

道
府
県

又
は
指

定
都
市

、

中
核
市

若
し
く

は
市
町

村
が
行

う
補
助

事
業
（

（
５
）

に
掲
げ

る
事
業
を

除
く
。

）
 

 

①
事
業
の

種
類
 

 

②
対
象

施
設
 

 

③
整

備
内

容
等
 

 

④
設

置
主

体
 

 

(
1
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

委
託

一
時
保

護
児

童
の

受
入

機
能
強

化
の

た
め

の
整

備
事
業

 

 

乳
児
院

、
児

童
養
護

施

設
、
児

童
心

理
治
療

施

設
、
児

童
自

立
支

援
施

 

   

平
成

※
年

※
月

※
日

雇
児

発
※

第
※

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
一

時
保

護
さ

れ
た

子
ど

も
の

処
遇

向
上

の
た

め
の

環
境

整
備

に
つ
い

て
」

 

 

 

（
略

）
 

  

(
2
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

小
規

模
化
等

の
た

め
の

整
備

 

児
童
養

護
施
設

、
乳

児

院
、
児

童
心

理
治
療

施

設
、
児

童
自

立
支

援
施

設
 

  

（
略

）
 

（
略

）
 

  

  

(
2
)売

春
防
止

法
に
基

づ
く

施

設
 

 
 
ｱ
 婦

人
相
談
所

一
時
保

護
施

 
 

設
 

  
 
ｲ
 婦

人
保
護
施

設
 

  

（
略
）

 

  

  

（
略
）

 

  

  （
４

）
次
の
表

の
①

欄
に

定
め

る
施
設

の
種
類

ご
と
に

、
②

欄
に

定
め
る

設
置
根

拠
等
に

よ
り
③
欄

に
 

 
 

 
定

め
る
社

会
福
祉

法
人

そ
の
他

の
地
方

公
共
団

体
以
外

の
設
置

者
（

以
下
「

社
会

福
祉

法
人

等
」 

 
 

 
と

い
う
。

）
が
設

置
す

る
施
設

に
係
る

施
設
整

備
事
業

に
対
し

、
都

道
府

県
又
は

指
定
都

市
、

中
核

市
若

し
く
は

市
町

村
が
行

う
補
助

事
業
（

（
５
）

に
掲
げ

る
事

業
を

除
く
。

）
 

 

①
事

業
の

種
類
 

 

②
対
象

施
設

 

 

③
整
備

内
容
等

 

 

④
設
置

主
体

 

 

(
1
)
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

委
託

一
時

保

護
児

童
の

受
入

機
能

強

化
の

た
め

の
整
備

事
業

 

  

乳
児
院

、
児

童
養
護

施

設
、
情

緒
障

害
児
短

期

治
療
施

設
、
児

童
自

立

支
援
施

設
 

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

１
号

厚
生

労

働
省
雇

用
均
等
・
児

童

家
庭
局

長
通
知
「
一

時

保
護
さ

れ
た
子

ど
も

の
処
遇

向
上
の

た
め

の
環
境

整
備
に

つ
い

て
」

 

 

（
略
）

 

  

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

小
規
模

化
等

の
た

め
の

整
備
 

 

児
童
養

護
施
設

、
乳

児

院
、
情

緒
障

害
児
短

期

治
療
施

設
、
児

童
自

立

支
援
施

設
 

  

（
略
）

 
（

略
）
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(
3
)児

童
養

護
施
設

等

に
お

け
る

自
立

生
活
支

援
室

（
ス

テ
ッ

プ
ル
ー

ム
）

の
整

備
 

    

児
童
養

護
施
設

、
児

童

心
理
治

療
施
設

及
び

児
童
自

立
支
援

施
設
、

児
童
自

立
生
活

援
助

事
業
所

、
母

子
生
活

支

援
施
設

、
婦

人
保
護

施

設
 

 

平
成
※

年
※
月

※
日

雇
児
発

※
※
第

※
号

厚
生
労

働
省
雇

用
均

等
・
児
童

家
庭

局
長

通

知
「

児
童

養
護

施
設

等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援
室
（

ス
テ

ッ
プ

ル

ー
ム
）
の

整
備

に
つ

い

て
」

 

 

（
略

）
 

  

(
4
)児

童
自

立
生
活

援

助
事

業
所

の
整

備
 

 

（
略
）

 

 

 

（
略

）
 

 

（
略

）
 

 

(
5
)防

犯
対

策
強
化

整

備
事

業
 

   

助
産
施

設
、
乳

児
院
、

母
子
生

活
支
援

施
設
、

児
童
厚

生
施
設

、
児

童

養
護
施

設
、
児

童
心

理

治
療
施

設
、
児

童
自

立

支
援
施

設
、
児

童
自

立

生
活
援

助
事
業

所
、
地

域
子
育

て
支
援

拠
点

事
業
所

、
小

規
模
住

居

型
児
童

養
育
事

業
所
、

利
用
者

支
援
事

業
所
、

婦
人
保

護
施
設

、
児

童

家
庭
支

援
セ
ン

タ
ー

 

平
成
※

年
※
月

※
日

雇
児
発

※
第
※

号
厚

生
労
働

省
雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局
長

通
知

「
児
童

養
護
施

設
等

に
お
け

る
防
犯

対
策

強
化
に

係
る
整

備
に

つ
い
て

」
 

 

（
略

）
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
（
５

）
次
の

表
の

①
欄
に

定
め

る
施

設
の
種

類
ご
と

に
、
②

欄
に
定

め
る
設

置
根
拠

等
に
よ

り
③
欄
 

 
 

に
定
め

る
社
会

福
祉
法

人
そ
の

他
の
地

方
公
共

団
体
以

外
の
設

置
主
体
（
以

下
「

社
会

福
祉

法
人

等
」
と

い
う
。
）
が

設
置

す
る
施

設
に
係

る
耐
震

化
等
整

備
事
業

に
対
し

、
都

道
府

県
又
は

指
定

(
3
)児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

自
立
生

活
支

援
室

（
ス

テ
ッ
プ

ル
ー

ム
）

の
整

備
 

    

児
童
養

護
施
設

、
情

緒

障
害
児

短
期
治

療
施

設
及

び
児

童
自
立

支

援
施
設

、
児

童
自
立

生

活
援
助

事
業
所

、
母

子

生
活
支

援
施
設

、
婦

人

保
護
施

設
 

 

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

２
号

厚
生

労

働
省
雇

用
均
等
・
児

童

家
庭
局

長
通
知
「
児

童

養
護
施

設
等
に

お
け

る
自
立

生
活
支

援
室

（
ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム
）

の
整
備

に
つ
い

て
」

 

 

（
略
）

 

  

(
4
)児

童
自
立

生
活
援

助
事

業
所

の
整
備
 

 

（
略
）

 

 

 

（
略
）

 

 

（
略
）

 

 

(
5
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事

業
 

   

助
産
施

設
、
乳

児
院
、

母
子
生

活
支
援

施
設
、

児
童
厚

生
施
設

、
児

童

養
護
施

設
、
情

緒
障

害

児
短
期

治
療
施

設
、
児

童
自
立

支
援
施

設
、
児

童
自
立

生
活
援

助
事

業
所
、
地

域
子

育
て

支

援
拠
点

事
業
所

、
小

規

模
住
居

型
児
童

養
育

事
業
所

、
利

用
者
支

援

事
業
所

、
婦

人
保
護

施

設
、
児
童

家
庭

支
援

セ

ン
タ
ー

 

平
成
２

８
年
１

２
月

１
６
日

雇
児
発

１
２

１
６
第

１
号

厚
生

労

働
省
雇

用
均
等
・
児

童

家
庭
局

長
通
知
「
一

時

保
護
さ

れ
た
子

ど
も

の
処
遇

向
上
の

た
め

の
環
境

整
備
に

つ
い

て
」

 

 

（
略
）

 

  

 （
５

）
次

の
表

の
①

欄
に

定
め

る
施

設
の

種
類

ご
と

に
、

②
欄

に
定

め
る

設
置

根
拠

等
に

よ
り

③
欄

 
 
 

に
定

め
る

社
会
福

祉
法

人
そ
の

他
の
地

方
公
共

団
体
以

外
の
設

置
主
体
（
以

下
「

社
会

福
祉

法
人

等
」
と

い
う
。
）
が

設
置
す

る
施

設
に

係
る
耐

震
化
等

整
備
事

業
に

対
し

、
都

道
府

県
又
は

指
定

8



都
市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

が
行
う

補
助

事
業

 

 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設
置
主

体
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

        

(
1
)児

童
福

祉
施
設

（
助
産

施

設
、
乳
児

院
、
母

子
生

活
支

援
施
設
、

児
童
養

護
施

設
、

児
童
心
理

治
療
児

童
心

理

治
療
施
設

、
児

童
自
立

支
援

施
設
に
限

る
。
）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

(
2
) 

 
 

 （
略

）
 

（
略
）
 

（
略

）
 

 （
交

付
金

の
対

象
除
外

）
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
７
 
（

略
）

  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 

（
交

付
額

の
算

定
方
法

）
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
８
 
こ

の
交

付
金
は

、
都
道
府

県
又
は

指
定
都

市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

に
対
し

、
整

備
計

画

に
記
載

さ
れ
た

施
設
整

備
事
業

に
要
す

る
経
費

に
充
て

る
た
め

交
付
す
る

も
の
と

し
、
そ

の
交

付

額
は
次

に
よ
り

算
出
す

る
も
の

と
す
る

。
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 

 
た

だ
し
、

算
出

さ
れ

た
交

付
額

に
1
,
00

0
 
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

を
切

り
捨
て

る
も
の

と
す
る

。
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
 

 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
３

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
 

 
 
（
ア

）
交

付
金
の

交
付
の

対
象
と

な
る
施

設
整
備

事
業
に

つ
き
、
工

事
請

負
契
約

等
を
締

結
す
る

単
位
ご

と
に
、
別

表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１
－

３
又
は

別
表

１
－

４
で

定
め

る
基

準
に
 
 
 

 

よ
り
算

出
し
た

合
計
基

礎
点
数

に
1
,0

00
円

を
乗

じ
た
額

を
交
付

基
礎
額

と
す
る

。
 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ
）
（

ア
）

に
よ
り

算
出

し
た

交
付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表

１
－
１

、
別

表
１
－

２
、
別

表
１

－
３
又

は
別
表

１
－
４

に
定
め

る
国

の
負

担
割

合
を

乗
じ

た
額

都
市

、
中

核
市
若

し
く

は
市
町

村
が
行

う
補
助

事
業

 

 

①
施
設
の

種
類
 

②
設

置
根

拠
等

 
③

設
置
主

体
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

        

(
1
)児

童
福
祉

施
設
（

助
産
施

設
、
乳
児

院
、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短
期

治
療

施

設
、
児

童
自
立

支
援

施
設

に

限
る

。
）
 

（
略
）

 
（

略
）

 

(
2
) 

 
 

 （
略

）
 

（
略
）

 
（

略
）

 

 （
交

付
金

の
対
象

除
外
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
７
 
（

略
）
 

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

（
交

付
額

の
算
定

方
法
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
８
 
こ

の
交
付

金
は
、
都

道
府

県
又
は

指
定
都

市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

に
対
し

、
整

備
計

画

に
記

載
さ

れ
た
施

設
整

備
事
業

に
要
す

る
経
費

に
充
て

る
た
め

交
付
す

る
も

の
と

し
、
そ

の
交

付

額
は

次
に

よ
り
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 

 
た

だ
し
、

算
出

さ
れ

た
交

付
額

に
1
,
00

0
 
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の
と

す
る

。
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
３

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
ア

）
交

付
金
の

交
付
の

対
象
と

な
る
施

設
整
備

事
業
に

つ
き
、
工

事
請

負
契
約

等
を
締

結
す
る

単
位

ご
と

に
、
別

表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１
－

３
又
は

別
表

１
－

４
で

定
め

る
基

準
に

 
 
 

 

よ
り

算
出

し
た
合

計
基

礎
点
数

に
1
,0

00
円

を
乗

じ
た
額

を
交
付

基
礎
額

と
す
る

。
 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

２
分

の
１
（

児
童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は
３

分
の
１

、
平

成
２
８

年
１

２
月

１
６

日
雇

児
発

１
２

１
６

 
 
 

 

9



を
算
出

す
る
。

  

    
 
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
 （

ウ
）

 
 
工
事

請
負

契
約
等

を
締

結
す
る

単
位

ご
と

に
、
（

ア
）

に
よ
り

算
出

し
た

６
の
（

１
）

か
ら

（
３

）
の

額
と
、
（

イ
）
に

よ
り

算
出
し

た
６

の
（

１
）

か
ら

（
３

）
の

各
々

の
額

を
比

較

し
て
い

ず
れ
か

少
な
い

方
の
額

を
選
定

し
、
こ

の
額
の

合
計
額

を
交
付
額

と
す
る

。
 
 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
  

 
 

 
 
イ
 

６
の
（

４
）
及

び
（
５

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 
（
ア

）
交

付
金
の

交
付

の
対

象
と
な

る
施
設

整
備
事

業
に
つ

き
、
工

事
請
負

契
約
等

を
締
結

す
る

単
位
ご

と
に
、
別

表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１
－

３
又
は

別
表

１
－

４
で

定
め

る
基

準
に
 
 
 

 

よ
り
算

出
し
た

合
計
基

礎
点
数

に
1
,0

00
円

を
乗

じ
た
額

を
交
付

基
礎
額

と
す
る

。
 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ
）
（

ア
）

に
よ
り

算
出

し
た

交
付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業
費

か
ら
寄

付
金
そ

の
他
の

収
入
額
（
社

会
福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄
付
金

収
入

額
を
除

く
。）
 

 
 
を
控

除
し
た

額
と
を

比
較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表
１
－

１
、
別

表
１

－
２

、
別

表
１
－

３
又

は
別
表

１
－
４

に
定
め

る
国
の

負
担
割

合
を
乗

じ
た
額

を
算
出

す
る
。

  

 
 

  
 
 
 （

ウ
）

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る
単

位
ご

と
に

、
（
ア

）
に

よ
り
算

出
し

た
６

の
（

４
）

及

び
（

５
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し
た

６
の

（
４

）
及

び
（

５
）

の
各

々
の

額
と

、
都

道

府
県
又

は
指
定

都
市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

が
社
会

福
祉
施

設
等

に
対

し
て

補
助

し
た

額
を

比
較
し

て
少
な

い
方
の

額
を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を

交
付

額
と
す

る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。
 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

（
交

付
金

の
概

算
払
）

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 

 
９
 
（

略
）

  

第
１

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

一
時

保
護

さ
れ

た
子

ど
も

の
処

遇
向

 
 
 

 

上
の

た
め

の
環

境
整

備
に

つ
い

て
」
（

以
下

「
一

時
保

護
環

境
整

備
実

施
通

知
」

と
い

う
。
）

に
 

 
 

 

よ
り

整
備

す
る

施
設

等
及

び
別

表
１

－
３

に
定

め
る

耐
震

化
等

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
３

分
の

 
 
 

 

２
）

を
乗

じ
た
額

を
算

出
す
る

。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 
 
 （

ウ
）（

ア
）
に

よ
り

算
出

し
た
額

の
６
の
（

１
）
か

ら
（

３
）
の

す
べ
て

の
事
業

の
合
計

額
と

、 

 
 
（
イ

）
に

よ
り
算

出
し

た
額

の
６

の
（

１
）
か
ら
（
３

）
の

す
べ
て

の
事

業
の

合
計

額
と

を
比

較

し
て

少
な

い
方
の

額
を

選
定
し

、
交
付

額
と
す

る
。

 
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
イ
 

６
の
（

４
）
及

び
（
５

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 
（
ア

）
交

付
金
の

交
付
の

対
象
と

な
る
施

設
整
備

事
業
に

つ
き
、
工

事
請

負
契
約

等
を
締

結
す
る

単
位

ご
と

に
、
別

表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１
－

３
又
は

別
表

１
－

４
で

定
め

る
基

準
に

 
 
 

 

よ
り

算
出

し
た
合

計
基

礎
点
数

に
1
,0

00
円

を
乗

じ
た
額

を
交
付

基
礎
額

と
す
る

。
 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄
付

金
そ

の
他
の

収
入
額
（

社
会

福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄
付

金
収
入

額
を
除

く
。）
 

 
 
を
控

除
し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

２
分
の

１
（

児
童

厚
生

施
設

つ
い

て
は
３

分
の

１
、

一
時

保
護

環
境

整
備

実
施

通
知

に
よ

り
整

備
し

た
施

設
等

及
び

別
表

１
－

３
に

定
め

る
 

 
 

 

耐
震

化
等

整
備
事

業
に

つ
い
て

は
３
分

の
２
）

を
乗
じ

た
額
を

算
出
す

る
。
 
 
  

  
 
 
 （

ウ
）（

ア
）
に

よ
り

算
出

し
た
額

の
６
の
（

４
）
及

び
（

５
）
の

す
べ
て

の
事
業

の
合
計

額
と

、

（
イ

）
に
よ

り
算
出

し
た
額

の
６

の
（
４

）
及

び
（

５
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計
額

と
、
都

道

府
県

又
は

指
定
都

市
、
中

核
市

若
し

く
は

市
町
村

が
社
会

福
祉
施

設
等

に
対

し
て

補
助

し
た

額
の

合
計

額
を

比
較
し

て
少

な
い
方

の
額
を

選
定
し

、
交
付

額
と
す

る
。

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。
 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

（
交

付
金

の
概
算

払
）

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 

 
９
 
（

略
）
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 （
交

付
の

条
件

）
 

 
1
0 

（
略
）

 

 
（
１

）（
略

）
 

（
２
）
ア

 
（
略

）
 

 
 
 
イ

 
都
道

府
県

、
指

定
都

市
、
中
核

市
又
は

市
町
村

は
社

会
福
祉

法
人
等

に
対
し

て
こ
の

交

付
金
を
財

源
の

一
部

と
し

て
補

助
金
を

交
付
す

る
場
合

に
は
、
次

の
条
件

を
付
さ

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

  
  

（
ア
）

 （
略

）
 

（
イ
）

 （
略

）
 

（
ウ
）

 （
略

）
 

 
 

 
 

 
（

エ
）
事
業

完
了
後

に
消
費

税
及
び

地
方
消

費
税
の

申
告
に

よ
り
こ

の
補
助

金
に
係

る
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る
仕

入
控

除
税

額
が

確
定

し
た

場
合

（
仕

入
控

除
税
額

が
0
円
の

場
合
を

含
む

。）
は
、
別

紙
７

の
様
式

に
よ
り

速
や
か

に
、
遅

く
と
も

補
助

事
業
の
完

了
日
の

属
す
る

年
度
の

翌
々

年
度

6
月

30
日
ま
で

に
都
道
府

県
知
事

、
指

定
都
市
市

長
、
中

核
市
市

長
又
は

市
町

村
長
に

報
告
し

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
 

 
 
な

お
、

事
業

者
が

全
国

的
に

事
業

を
展

開
す

る
組

織
の

一
支

部
（

又
は

一
支

社
、

一
支

所
等

）
で

あ
っ

て
、

自
ら

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
を

行
わ

ず
、

本
部

（
又

は
本

社
、

本
所

等
）

で
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、
本
部

の
課

税
売
上

割
合
等

の
申
告

内
容
に

基
づ
き

報
告
を

行
う

こ
と

。
 
 
  

 
  

 
  

 

ま
た

、
補

助
金

に
か

か
る

仕
入

れ
控

除
税

額
が

あ
る

こ
と

が
確

定
し

た
場

合
に

は
、

当
該

仕
入

控
除

税
額

を
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

又
は

市
町

村
に

返
還

し
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。

 

ウ
 

（
略

）
 

エ
 

（
略

）
 

オ
 

（
略

）
 

 （
申

請
手

続
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
1 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

 （
交

付
の

条
件
）

 

 
1
0 

（
略

）
 

（
１

）
（

略
）
 

（
２

）
ア

 
（
略

）
 

イ
 

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
又

は
市

町
村

は
社

会
福

祉
法

人
等

に
対

し
て

こ
の

交
付

金
を

財
源

の
一

部
と

し
て

補
助

金
を

交
付

す
る

場
合

に
は

、
次

の
条

件
を

付
さ

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
  

 
（
ア

）
 
（

略
）

 

（
イ

）
 （

略
）

 

（
ウ

）
 （

略
）

 

 
 

 
 

 
（

エ
）
事
業

完
了

後
に

消
費

税
及
び

地
方
消

費
税
の

申
告
に

よ
り
こ

の
補
助

金
に
係

る
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
確

定
し

た
場

合
は

、
別

紙
７

の
様

式
に

準
じ

て
速

や
か

に
都

道
府
県

知
事

、
指

定
都
市

市
長

、
中
核

市
市

長
又

は
市
町

村
長

に
報

告
し

な
け
れ

ば
な
ら

な
い
。

 

 
 
な

お
、

事
業

者
が

全
国

的
に

事
業

を
展

開
す

る
組

織
の

一
支

部
（

又
は

一
支

社
、

一
支

所
等

）
で

あ
っ

て
、

自
ら

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
を

行
わ

ず
、

本
部

（
又

は
本

社
、

本
所

等
）

で
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

本
部

の
課

税
売
上

割
合
等

の
申
告

内
容
に

基
づ
き

報
告
を

行
う

こ
と

。
 
 
  

 
  

 
  

 

ま
た

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

市
長

、
中

核
市

市
長

又
は

市
町

村
長

に
報

告
が

あ
っ

た
場

合
は

、
当
該

仕
入

控
除

税
額
の

全
部

又
は
一

部
を

都
道

府
県
、
指

定
都

市
、

中
核

市
又

は
市

町
村
に

納
付
さ

せ
る
こ

と
が
あ

る
。

 

 

ウ
 
（
略

）
 

エ
 
（
略

）
 

オ
 
（
略

）
 

 （
申

請
手

続
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
1 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

11



（
変

更
申

請
手

続
）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
2 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 

（
交

付
決

定
ま

で
の
標

準
的
期

間
）
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
3 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
状

況
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
4 

（
略
）

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
実

績
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
5 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
金

の
返

還
）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
6 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
そ

の
他

）
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
1
7 

（
略
）

  

     

（
変

更
申

請
手
続

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
2 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
決

定
ま
で

の
標
準

的
期

間
）

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
3 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
状

況
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
4 

（
略

）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
実

績
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
5 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
金

の
返
還

）
 
 
  

 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
 

 
1
6 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
そ

の
他

）
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
7 

（
略

）
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別
表
１
－

１
 

算
定

基
準
 

（
耐
震

化
等
整

備
事
業

を
除
く
。

）
 

創
設
、
増

築
、

増
改
築

、
改
築

、
拡
張

、
老
朽

民
間
児

童
福
祉

施
設

整
備

、
 

一
時
保
護

施
設
に

お
け
る

環
境

改
善
事

業
、
児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

委
託
一

時
保
護

児
童
の

受
入

機
能
強
化

の
た
め

の
整
備

、
児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
小
規

模
化

等
の

た
め
の

整
備
、

児
童
養

護
施

設
等
に
お

け
る
自

立
生
活

支
援

室
（
ス

テ
ッ
プ

ル
ー
ム

）
の
整

備
、

児
童

自
立
生

活
援
助

事
業
所

の
整

備
、
市
区

町
村
子

ど
も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

整
備

 

 

１
 
区
分
 

２
 
種
目
 

３
 

基
 

 
 
 

 
 
準

 
４

 
対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備
 

 

本
体
工
事

費
 

一
時
保

護
施
設

に
お

け
る

環
境

改
善
事

業
は

別
表

２
、

児
童
養

護
施

設
等

に
お

け
る
委

託
一

時
保

護
児

童
の
受

入
機

能
強

化
の

た
め
の

整
備

は
別

表
４

、
児
童

養
護

施
設

等
に

お
け
る

小
規

模
化

等
の

た
め
の

整
備

は
別

表
５

、
児
童

養
護

施
設

等
に

お
け
る

自
立

生
活

支
援

室
（
ス

テ
ッ

プ
ル

ー
ム

）
の
整

備
は

別
表

６
、

児
童
自

立
生

活
援

助
事

業
所
の

整
備

は
別

表
７

、
市

区
町

村

子
ど

も
家

庭
総
合

支
援

拠
点

の
整

備
は

別
表

８

に
掲

げ
る

交
付
基

礎
点

（
略

）
 

別
表

１
－

５
の

通
り

 

                 

別
表

１
－

１
 

算
定

基
準
 

（
耐
震

化
等
整

備
事
業

を
除
く

。
）
 

創
設

、
増

築
、

増
改
築

、
改
築

、
拡
張

、
老
朽

民
間
児

童
福
祉

施
設
整

備
、

 

一
時

保
護

施
設
に

お
け
る

環
境

改
善
事

業
、
児

童
養
護

施
設
等

に
お

け
る

委
託
一

時
保
護

児
童
の

受

入
機

能
強

化
の
た

め
の
整

備
、

児
童
養

護
施
設

等
に
お

け
る
小

規
模

化
等

の
た
め

の
整
備

、
児
童

養

護
施

設
等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援
室

（
ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム
）

の
整

備
、

児
童
自

立
生
活

援
助
事

業

所
の

整
備

、
市
町

村
に

お
け

る
児

童
等

に
対

す
る

必
要

な
支

援
を

行
う

た
め

の
拠

点
の
整

備
 

 

１
 

区
分
 

２
 

種
目

 
３

 
 

基
準
 

４
 

対
象

経
費

 

施
設

整
備
 

 

本
体

工
事

費
 

一
時
保

護
施
設

に
お
け

る
環
境

改
善
事

業
は
別

表
２
、
児
童

養
護

施

設
等
に

お
け
る

委
託
一

時
保
護

児

童
の
受

入
機
能

強
化
の

た
め
の

整

備
は
別

表
４
、
児
童

養
護
施

設
等

に

お
け
る

小
規
模

化
等
の

た
め
の

整

備
は
別

表
５
、
児
童

養
護
施

設
等

に

お
け
る

自
立
生

活
支
援

室
（

ス
テ

ッ

プ
ル
ー

ム
）
の

整
備
は

別
表
６
、
児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
の
整

備

は
別
表

７
、
市

町
村

に
お
け

る
児

童

等
に
対

す
る
必

要
な
支

援
を
行

う

た
め
の

拠
点
の

整
備
は

別
表

８
に

掲
げ
る

交
付
基

礎
点
数

表
を
適

用

す
る
。

 

    

（
略
）
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数
表

を
適

用
す
る

。
 

 

ア
～

オ
 

（
略
）

 

 

カ
 

１
拠

点
当

た
り

交

付
基

礎
点

数
を
適

用
す

る
場

合
 

別
表

８
に

掲
げ
る

１
拠

点
当

た
り

交
付
基

礎
点

数
を

基
準

と
す
る

。
 

 

キ
 

（
略

）
 

 

ク
 

積
雪

寒
冷

地
域

（
寒

冷
地

手
当
支

給
規

則
（

昭
和

３
９
年

総
理

府
令

第
３

３
号
）

別
表

１
に

掲
げ

る
地
域

（
国

家
公

務
員

の
寒
冷

地
手

当
支

給
地

域
）
と

す

る
。

）
に

所
在
す

る
下

記
に

掲
げ

る
対
象

施
設

の
体

育
施

設
に
あ

っ
て

は
、
１

施
設

当
た
り

31
,

0
7
0点

数
を
基

準
と
す

る
。
 

 

〈
対

象
施

設
〉
婦

人
保

護
施

設
、

児
童
養

護
施

設
、
児

童
心

理
治

療
施

                             

  

ア
～
オ

 
（

略
）
 

 

カ
 
１

拠
点

当
た

り
交

付
基

礎
点

数
を
適

用
す
る

場
合
 

別
表
８

に
掲
げ

る
１
拠

点
当
た

り

交
付
基

礎
点
数

に
室
数

を
乗
じ

て

得
た
も

の
を

基
準

と
す

る
。

 

  

キ
 

（
略

）
 

 

ク
 
積

雪
寒

冷
地

域
（
寒

冷
地
手

当

支
給
規

則
（

昭
和
３

９
年
総

理
府

令

第
３
３

号
）
別

表
１

に
掲
げ

る
地

域

（
国
家

公
務
員

の
寒
冷

地
手
当

支

給
地
域

）
と

す
る
。
）
に
所

在
す

る

下
記
に

掲
げ
る

対
象
施

設
の
体

育

施
設
に

あ
っ
て

は
、
１

施
設

当
た

り

3
0
,
17
0点

数
を

基
準
と

す
る
。

 

〈
対

象
施

設
〉
婦
人

保
護
施

設
、
児

童
養
護

施
設
、
情

緒
障

害
児

短
期

治

療
施
設

、
児
童

自
立
支

援
施
設
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設
、

児
童

自
立
支

援
施

設
 

 ケ
 

（
略

）
 

  

        

特
殊
附
帯

工

事
費
 

（
略
）

 
（

略
）
 

解
体
撤
去

工

事
費
及
び

仮

設
施
設
整

備

工
事
費
 

 

（
略
）

 
（

略
）
 

                

   ケ
 
（

略
）

 

特
殊

附
帯

工
事

費
 

（
略
）

 
（

略
）

 

解
体

撤
去

工
事

費
及

び
仮
設

施

設
整

備
工

事
費

 

 

（
略
）

 
（

略
）
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別
表
１
－

２
 
 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準
 

（
別
表
１

－
１
、

別
表
１

－
３
及

び
別

表
１
－

４
に
掲

げ
る
整

備
以
外
の

事
業
）
 

 

１
 
区
分
 

２
 
種
目
 

３
 

基
 

 
 
 

 
 
準

 
４

 
対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備
 

                  

本
体
工
事

費
 

（
略
）

 

 

 

(
1
)
 公

的
機

関
（

都
道

府

県
又

は
市

町
村
の

建
築

課
等

）
の

見
積
 

(
2
)工

事
請
負

業
者
２

社

の
見

積
り

を
比
較

し
て

、

低
い

方
の

見
積
り
 

 

（
略

）
 

別
表

１
－

５
の

通
り

 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 

 
 （

略
）

 
（

略
）
 

     

別
表
１
－

２
 

 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準

 

（
別

表
１

－
１

、
別
表

１
－
３

及
び
別

表
１
－

４
に
掲

げ
る
整

備
以
外

の
事

業
）

 

 

１
 

区
分
 

２
 
種
目

 
３

 
基

 
 
 

 
 
 

準
 

４
 
対

象
経

費
 

施
設

整
備
 

                  

本
体

工
事

費
 

（
略
）

 

 

 

(
1
)
 公

的
機

関
（

都
道

府

県
又
は

市
町
村

の
建
築

課

等
）
の

見
積

 

(
2
)工

事
請

負
業
者

の
見

積
り

 

（
略
）

 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 

 
 
  

 
  

（
略
）

 
（

略
）
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別
表
１
－

３
 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準
 

（
耐
震

化
等
整

備
事
業
）

 

増
改
築

、
改
築

及
び
老

朽
民
間

児
童
福

祉
施
設

整
備
 

１
 
区
分
 

２
 
種
目
 

３
 

基
 

 
 
 

 
 
準

 
４

 
対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備
 

     

本
体
工
事

費
 

（
略

）
 

 

 

（
略

）
 

別
表

１
－

５
の

通
り

 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

   別
表
１
－

４
 
 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準
 

（
防

犯
対

策
強

化
整

備
事

業
）

 

１
 
区
分
 

２
 
種
目
 

３
 

基
 

 
 
 

 
 
準

 
４

 
対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備

 

 

本
体
工
事

費
 

（
略

）
 

 

  

 

（
略

）
 

別
表

１
－

５
の

通
り

 

    

別
表
１
－

３
 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準

 

（
耐
震

化
等
整

備
事
業

）
 

増
改
築

、
改
築

及
び
老

朽
民
間

児
童
福

祉
施
設

整
備
 

１
 

区
分
 

２
 
種
目

 
３

 
基

 
 
 

 
 
 

準
 

４
 
対

象
経

費
 

施
設

整
備
 

     

本
体

工
事

費
 

（
略
）

 

 

 

（
略
）

 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 

 
（

略
）
 

（
略
）

 

   別
表
１
－

４
 

 

算
 

 
定

 
 
基

 
 
準

 

（
防

犯
対

策
強

化
整

備
事

業
）

 

１
 

区
分
 

２
 
種
目

 
３

 
基

 
 
 

 
 
 

準
 

４
 
対

象
経

費
 

施
設

整
備
 

 

本
体

工
事

費
 

（
略
）

 

 

  

 

（
略
）
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別
表
１
－

５
 

次
世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に
お

け
る
施

設
整
備

 

事
業
の

国
、

都
道

府
県

、
市

区
町

村
、

設
置
主

体
の
負

担
割
合

 

 
 

１
．
施
設

の
設
置

主
体
が

都
道

府
県
等

の
場
合

 

事
業

の
種

類
 

国
 

都
道

 

府
県

 

市
区

 

町
村

 

市
区
町
村

が
申
請

す
る
 

(
1
)一

時
保
護

施
設
に

お
け
る

環
境
改

善
等

事
業
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
委
託

一
時

保
護

児
童

の
受

入
機
能
強

化
の
た

め
の
整

備
事
業
 

(
3
)耐

震
化
等

整
備
事

業
 

２
/３

 
１

/６
 

１
/６

 

都
道
府
県

が
申
請

す
る
 

(
1
)一

時
保
護

施
設
に

お
け
る

環
境
改

善
等

事
業
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
委
託

一
時

保
護

児
童

の
受

入
機
能
強

化
の
た

め
の
整

備
事
業
 

(
3
)耐

震
化
等

整
備
事

業
 

２
/３

 
１

/３
 

－
 

市
区
町
村

が
申
請

す
る
 

(
1
)児

童
養

護
施
設
等
に

お
け

る
小
規

模
化

等
の

た
め
の

整
備

 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援

室
（

ス
テ

ッ
プ
ル
ー

ム
）
の

整
備
 

(
3
)児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
の
整

備
 

(
4
)市

区
町
村

子
ど
も

家
庭
総

合
支
援

拠
点

の
整

備
 

(
5
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事
業
（

※
児
童
厚

生
施
設

の
場
合

） 

１
/２

 

     ※
１
/
３
 

１
/４

 

 

    ※
１
/
３
 

１
/４

 

 

    ※
１
/
３
 

都
道
府
県

が
申
請

す
る
 

(
1
)児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

小
規

模
化

等
の
た

め
の

整
備

 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援

室
（

ス
テ

ッ
プ
ル
ー

ム
）
の

整
備
 

(
3
)児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
の
整

備
 

１
/２

 

    

１
/２

 

    

－
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(
4
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事
業
（

※
児
童
厚

生
施
設

の
場
合

） 

 

※
１
/
３
 

※
２
/
３
 

 ２
．
施
設

の
設
置

主
体
が

民
間

（
法
人

等
）
の

場
合

 

区
分

 
国

 
都

道
 

府
県

 

市
区
 

町
村
 

設
置

 

主
体

 

市
区
町
村

が
申
請

す
る
場

合
 

(
1
)一

時
保
護

施
設
に

お
け
る

環
境
改

善
等

事
業
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
委
託

一
時

保
護

児
童
の
受

入
機
能

強
化
の

た
め
の

整
備

事
業
 

(
3
)耐

震
化
等

整
備
事

業
 

２
/３

 
－
 

１
/１

２
 

１
/４

 

都
道
府
県

が
申
請

す
る
場

合
 

(
1
)一

時
保
護

施
設
に

お
け
る

環
境
改

善
事

業
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
委
託

一
時

保
護

児
童
の
受

入
機
能

強
化
の

た
め
の

整
備

事
業
 

(
3
)耐

震
化
等

整
備
事

業
 

２
/３

 
１

/１
２
 

－
 

１
/４

 

市
区
町
村

が
申
請

す
る
場

合
 

(
1
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
小
規

模
化

等
の

た
め
の
整

備
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援

室
（
ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム
）

の
整
備
 

(
3
)児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
の
整

備
 

(
4
)市

区
町

村
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
整

備
 

(
5
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事
業
（

※
児
童

厚
生
施

設

の
場
合
）
 

１
/２

 

     

 ※
１

/
３

 

－
 

１
/４

 

      ※
１

/
３
 

１
/４

 

      ※
１

/３
 

都
道
府
県

が
申
請

す
る
場

合
 

(
1
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
小
規

模
化

等
の

た
め
の
整

備
 

(
2
)児

童
養
護

施
設
等

に
お
け

る
自
立

生
活

支
援

１
/２

 

   

１
/４

 

   

－
 

１
/４
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室
（
ス
テ

ッ
プ
ル

ー
ム
）

の
整
備
 

(
3
)児

童
自
立

生
活
援

助
事
業

所
の
整

備
 

(
4
)防

犯
対
策

強
化
整

備
事
業
（

※
児
童

厚
生
施

設

の
場
合
）
 

  

※
１

/
３

 

  

※
１

/
３
 

  

※
１

/３
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別
表

２

一
時

保
護

さ
れ

た
子

ど
も

の
処

遇
向

上
の

た
め

の
環

境
整

備
（一

時
保

護
施

設
に

お
け

る
環

境
改

善
事

業
）

１
人

当
た

り
3
,3

9
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

3
0

１
人

当
た

り
6
7

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
05

号
  

平
成

2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

交
付

基
礎

点
数

表

交
付

基
礎

点
数

単
位

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

別
表

２

一
時

保
護

さ
れ

た
子

ど
も

の
処

遇
向

上
の

た
め

の
環

境
整

備
（
一

時
保

護
施

設
に

お
け

る
環

境
改

善
事

業
）

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
3
,3

0
0

3
,1

4
0

2
,9

9
0

2
,8

3
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

2
0

3
,7

4
0

3
,5

5
0

3
,3

6
0

１
人

当
た

り

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

交
付

基
礎

点
数

表

単
位

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）
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別
表

３ ■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

単
位

標
準

１
人

当
た

り
9
9

１
人

当
た

り
1
6
0

１
人

当
た

り
9
3

１
世

帯
当

た
り

3
4
1

１
人

当
た

り
1
4
5

１
人

当
た

り
1
6
6

１
人

当
た

り
2
0
9

１
世

帯
当

た
り

9
3

１
世

帯
当

た
り

1
9
6

１
人

当
た

り
3
2
5

■
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

交
付

基
礎

点
数

表 単
位

標
準

１
人

当
た

り
1
7
9

１
人

当
た

り
3
0
0

１
人

当
た

り
1
6
6

１
世

帯
当

た
り

6
1
9

１
人

当
た

り
2
5
8

１
人

当
た

り
3
1
2

１
人

当
た

り
3
6
7

１
世

帯
当

た
り

1
7
7

１
世

帯
当

た
り

3
5
7

１
人

当
た

り
1
,3

4
7

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

助
産

施
設

乳
児

院

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

児
童

心
理

治
療

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

心
理

治
療

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童

養
護

施
設

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

乳
児

院

婦
人

保
護

施
設

助
産

施
設

婦
人

保
護

施
設

別
表

３ ■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

単
位

標
準

１
人

当
た

り
9
7

１
人

当
た

り
1
5
6

１
人

当
た

り
9
1

１
世

帯
当

た
り

3
3
2

１
人

当
た

り
1
4
1

１
人

当
た

り
1
6
2

１
人

当
た

り
2
0
3

１
世

帯
当

た
り

9
1

１
世

帯
当

た
り

1
9
1

１
人

当
た

り
3
1
6

■
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

交
付

基
礎

点
数

表 単
位

標
準

１
人

当
た

り
1
7
4

１
人

当
た

り
2
9
2

１
人

当
た

り
1
6
2

１
世

帯
当

た
り

6
0
1

１
人

当
た

り
2
5
1

１
人

当
た

り
3
0
3

１
人

当
た

り
3
5
7

１
世

帯
当

た
り

1
7
2

１
世

帯
当

た
り

3
4
7

１
人

当
た

り
1
,3

0
8

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

助
産

施
設

乳
児

院

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

児
童

自
立

支
援

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

児
童

自
立

支
援

施
設

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童

養
護

施
設

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

乳
児

院

婦
人

保
護

施
設

助
産

施
設

婦
人

保
護

施
設
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■
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
　

交
付

基
礎

点
数

表

防
災

拠
点

型

1
6
,0

5
0

1
,7

1
1

■
特

殊
附

帯
工

事
　

交
付

基
礎

点
数

表

標
　

　
　

　
　

準

3
1
,0

7
0

■
積

雪
寒

冷
地

域
体

育
施

設
　

交
付

基
礎

点
数

表

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設

本
体

点
数

初
度

設
備

相
当

加
算

標
　

　
　

　
　

準

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

助
産

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
心

理
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

1
2
,0

4
0

6
5
6

7
,7

2
0

■
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
　

交
付

基
礎

点
数

表

防
災

拠
点

型

15
,5

90

1,
66

2

■
特

殊
附

帯
工

事
　

交
付

基
礎

点
数

表

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

助
産

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

11
,6

90 63
7

7,
50

0

■
積

雪
寒

冷
地

域
体

育
施

設
　

交
付

基
礎

点
数

表

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

点
数

初
度

設
備

相
当

加
算

標
　

　
　

　
　

準

標
　

　
　

　
　

準

30
,1

70
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別
表

４

１
人

当
た

り
2
,6

0
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,5

2
0

１
人

当
た

り
3
,9

7
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,1

3
0

１
人

当
た

り
4
,6

7
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,6

6
0

１
人

当
た

り
5
,5

6
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,5

4
0

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

交
付

基
礎

点
数

表

交
付

基
礎

点
数

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

心
理

治
療

施
設

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

乳
児

院

単
位

一
時

保
護

さ
れ

た
子

ど
も

の
処

遇
向

上
の

た
め

の
環

境
整

備
（
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

委
託

一
時

保
護

児
童

の
受

入
機

能
強

化
の

た
め

の
整

備
事

業
）

別
表

４

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
2
,5

3
0

2
,4

1
0

2
,2

9
0

2
,1

7
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,4

5
0

2
,3

4
0

2
,2

2
0

2
,1

0
0

１
人

当
た

り
3
,8

6
0

3
,6

7
0

3
,4

9
0

3
,3

1
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,9

6
0

5
,6

8
0

5
,3

9
0

5
,1

1
0

１
人

当
た

り
4
,5

4
0

4
,3

3
0

4
,1

1
0

3
,8

9
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,5

0
0

5
,2

4
0

4
,9

8
0

4
,7

1
0

１
人

当
た

り
5
,4

0
0

5
,1

5
0

4
,8

9
0

4
,6

3
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,3

5
0

6
,0

5
0

5
,7

4
0

5
,4

4
0

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

乳
児

院

交
付

基
礎

点
数

表

単
位

一
時

保
護

さ
れ

た
子

ど
も

の
処

遇
向

上
の

た
め

の
環

境
整

備
（
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

委
託

一
時

保
護

児
童

の
受

入
機

能
強

化
の

た
め

の
整

備
事

業
）

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

児
童

自
立

支
援

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

6
6

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算
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別
表

５

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
小

規
模

化
等

の
た

め
の

整
備

１
人

当
た

り
2
,6

2
0

１
人

当
た

り
6
9

１
人

当
た

り
3
2

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,5

5
0

１
施

設
当

た
り

2
1
,2

3
0

１
人

当
た

り
7
3
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
6
0

１
人

当
た

り
6
3
0

１
人

当
た

り
9
1
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

9
0

１
人

当
た

り
4
,0

1
0

１
人

当
た

り
6
9

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,2

1
0

１
施

設
当

た
り

2
1
,2

3
0

１
人

当
た

り
1
,4

6
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
6
0

１
人

当
た

り
9
1
0

１
人

当
た

り
2
3
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

9
0

１
人

当
た

り
4
,7

3
0

１
人

当
た

り
6
9

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,7

2
0

１
施

設
当

た
り

3
2
,6

3
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

9
0

１
人

当
た

り
1
,9

8
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
7

１
人

当
た

り
5
,6

3
0

１
人

当
た

り
6
9

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,6

1
0

１
施

設
当

た
り

2
1
,2

3
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

9
0

１
人

当
た

り
1
,9

8
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
7

（
注

）

３
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

１
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

以
内

で
厚

生
労

働
大

臣
の

必
要

と
認

め
た

ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
こ

と
。

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

４
　

乳
児

院
、

児
童

養
護

施
設

、
児

童
心

理
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

で
一

時
保

護
委

託
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

整
備

を
す

る
場

合
に

は
、

当
該

本
体

及
び

初
度

設
備

相
当

加
算

（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
2
7
年

7
月

1
7
日

雇
児

発
0
7
1
7
第

1
2
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

対
応

型
及

び
病

後
児

対
応

型
を

実
施

す
る

た
め

の
保

育
室

等
を

整
備

す
る

場
合

に
限

る
。

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

心
理

治
療

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

単
位

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

交
付

基
礎

点
数

交
付

基
礎

点
数

表

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

通
所

部
門

整
備

加
算

別
表

５

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
小

規
模

化
等

の
た

め
の

整
備

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
2
,5

5
0

2
,4

3
0

2
,3

1
0

2
,1

8
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,4

8
0

2
,3

7
0

2
,2

5
0

2
,1

3
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,6

2
0

1
9
,6

4
0

1
8
,6

6
0

1
7
,6

7
0

１
人

当
た

り
7
1
0

6
8
0

6
5
0

6
1
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
6
2
0

5
9
0

5
6
0

5
3
0

１
人

当
た

り
8
9
0

8
4
0

8
0
0

7
6
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

8
0

3
,7

9
0

3
,6

0
0

3
,4

1
0

１
人

当
た

り
3
,9

0
0

3
,7

2
0

3
,5

3
0

3
,3

4
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,0

3
0

5
,7

4
0

5
,4

5
0

5
,1

6
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,6

2
0

1
9
,6

4
0

1
8
,6

6
0

1
7
,6

7
0

１
人

当
た

り
1
,4

2
0

1
,3

5
0

1
,2

9
0

1
,2

2
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
8
9
0

8
4
0

8
0
0

7
6
0

１
人

当
た

り
2
3
0

2
2
0

2
1
0

2
0
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

8
0

3
,7

9
0

3
,6

0
0

3
,4

1
0

１
人

当
た

り
4
,6

0
0

4
,3

8
0

4
,1

6
0

3
,9

4
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,5

6
0

5
,3

0
0

5
,0

3
0

4
,7

7
0

１
施

設
当

た
り

3
1
,6

8
0

3
0
,1

7
0

2
8
,6

7
0

2
7
,1

6
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

8
0

3
,7

9
0

3
,6

0
0

3
,4

1
0

１
人

当
た

り
1
,9

3
0

1
,8

3
0

1
,7

4
0

1
,6

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
5
,4

7
0

5
,2

1
0

4
,9

5
0

4
,6

9
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,4

2
0

6
,1

2
0

5
,8

1
0

5
,5

0
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,6

2
0

1
9
,6

4
0

1
8
,6

6
0

1
7
,6

7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

8
0

3
,7

9
0

3
,6

0
0

3
,4

1
0

１
人

当
た

り
1
,9

3
0

1
,8

3
0

1
,7

4
0

1
,6

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

３
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

5
9

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

6
7

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

6
7

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

5
6

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

6
7

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

6
7

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）
3
2

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

交
付

基
礎

点
数

表

単
位

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

5
9

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

４
　

乳
児

院
、

児
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

、
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
2
7
年

7
月

1
7
日

雇
児

発
0
7
1
7
第

1
2
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

対
応

型
及

び
病

後
児

対
応

型
を

実
施

す
る

た
め

の
保

育
室

等
を

整
備

す
る

場
合

に
限

る
。

通
所

部
門

整
備

加
算

5
6
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別
表

6

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
自

立
生

活
支

援
室

（
ス

テ
ッ

プ
ル

ー
ム

）
の

整
備

１
室

当
た

り
5
,0

4
0

１
室

当
た

り
6
9

１
室

当
た

り
9
,4

5
0

１
室

当
た

り
6
9

（
注

）
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

範
囲

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

交
付

基
礎

点
数

表

交
付

基
礎

点
数

単
位

初
度

設
備

相
当

加
算

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

、
婦

人
保

護
施

設
（
単

身
用

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。
）

初
度

設
備

相
当

加
算

母
子

生
活

支
援

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
（
世

帯
用

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。
）

別
表

6

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
自

立
生

活
支

援
室

（
ス

テ
ッ

プ
ル

ー
ム

）
の

整
備

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
室

当
た

り
4
,9

0
0

4
,6

7
0

4
,4

3
0

4
,2

0
0

１
室

当
た

り

１
室

当
た

り
9
,1

8
0

8
,7

4
0

8
,3

1
0

7
,8

7
0

１
室

当
た

り

（
注

）
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

範
囲

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

初
度

設
備

相
当

加
算

6
7

単
位

交
付

基
礎

点
数

表

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所
、

婦
人

保
護

施
設

（
単

身
用

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。
）

初
度

設
備

相
当

加
算

6
7

母
子

生
活

支
援

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
（
世

帯
用

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。
）

26



 
   

 
            

 

 

 

        

別
表

7

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所
の

整
備

１
人

当
た

り
5
,1

9
0

１
人

当
た

り
6
9

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

交
付

基
礎

点
数

表

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

交
付

基
礎

点
数

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

初
度

設
備

相
当

加
算

単
位

別
表

８

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

整
備

１
拠

点
当

た
り

7
,8

1
0

交
付

基
礎

点
数

表

交
付

基
礎

点
数

単
位

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点

別
表

7

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所
の

整
備

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
5
,0

4
0

4
,8

0
0

4
,5

6
0

4
,3

2
0

１
人

当
た

り

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

初
度

設
備

相
当

加
算

6
7

単
位

交
付

基
礎

点
数

表

別
表

８

市
町

村
に

お
け

る
児

童
等

に
対

す
る

必
要

な
支

援
を

行
う

た
め

の
拠

点
の

整
備

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・

島
根

県
・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
拠

点
当

た
り

7
,5

9
0

7
,2

3
0

6
,8

7
0

6
,5

1
0

単
位

児
童

等
に

対
す

る
必

要
な

支
援

を
行

う
た

め
の

拠
点

交
付

基
礎

点
数

表
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別
表

9

児
童

養
護

施
設

等
の

耐
震

化
整

備

１
人

当
た

り
3
,8

5
0

１
人

当
た

り
5
,7

7
0

１
人

当
た

り
4
,7

4
0

１
世

帯
当

た
り

1
4
,4

7
0

１
人

当
た

り
5
,9

4
0

１
人

当
た

り
7
,6

7
0

１
人

当
た

り
2
,6

5
0

１
人

当
た

り
8
,4

0
0

１
人

当
た

り
2
,6

5
0

１
世

帯
当

た
り

6
,0

1
0

１
世

帯
当

た
り

8
,0

8
0

交
付

基
礎

点
数

表

交
付

基
礎

点
数

児
童

心
理

治
療

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

婦
人

保
護

施
設

本
体

単
位

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

児
童

養
護

施
設

本
体

別
表

9

児
童

養
護

施
設

等
の

耐
震

化
整

備
Ａ

地
域

Ｂ
地

域
Ｃ

地
域

Ｄ
地

域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・
島

根
県

・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
3
,7

4
0

3
,5

6
0

3
,3

8
0

3
,2

0
0

１
人

当
た

り
5
,6

1
0

5
,3

4
0

5
,0

8
0

4
,8

1
0

１
人

当
た

り
4
,6

1
0

4
,4

0
0

4
,1
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合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
計
 

 
 

 ２
．

防
犯

対
策

強
化

に
係

る
整

備
の

概
要
（

防
犯

対
策

強
化

の
必
要

性
を

認
め

た
理

由
を

具
体

的
に
記

入
す

る
こ

と
）
 

施
 

設
 

名
 

防
犯

対
策

強
化

に
係

る
整

備
の

概
要
及

び
整

備
が

必
要

な
理

由
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
紙

 
１
 

 
様

式
 

１
－
３
 

平
成
２

８
年
度

防
犯

対
策
強

化
計

画
書
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
都
道
府

県
・

市
区
町

村
名
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 １
．

防
犯

計
画
の
概
要
 

施
設
 

種
別
 

施
設

名
 

設
置
主

体
 

所
 

在
 

地
 

整
 

備
 

区
 
分
 

対
象

経
費

の
実

支
出

（
予

定
）

額
 

交
付

金
 

申
請

額
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

合
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

計
 

 
 

 ２
．

防
犯

対
策
強
化

に
係

る
整
備

の
概

要
（
防
犯

対
策

強
化
の

必
要

性
を
認
め

た
理

由
を
具

体
的

に
記
入
す

る
こ

と
）
 

施
 
設
 

名
 

防
犯
対
策

強
化

に
係
る
整

備
の

概
要
及

び
整

備
が
必
要

な
理

由
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別
紙

１

　
様

式
　

１
－

４
　

　
　

児
童

入
所

等
施

設
（

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

を
含

む
）

を
整

備
す

る
場

合

都
道

府
県

・
市

区
町

村
名

：

部
（

局
）

課
名

：

担
当

者
：

連
絡

先
：

１
　

管
内

に
お

け
る

施
設

種
別

ご
と

の
定

員
、

現
員

、
入

所
率

（
単

位
：

人
、

％
）

平
成

　
　

年
度

 
＊
本

年
度

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　

乳
児

院
（

※
１

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

母
子

生
活

支
援

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

児
童

養
護

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

児
童

心
理

治
療

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

児
童

自
立

支
援

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

婦
人

保
護

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

（
注

）
定

員
（

暫
定

）
、

現
員

、
入

所
率

に
つ

い
て

は
、

年
間

平
均

入
所

率
を

記
入

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
前

年
度

に
つ

い
て

は
、

数
値

の
確

定
し

て
い

な
い

月
が

あ
る

場
合

に
は

、
確

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

里
親

委
託

率
（

１
の

表
中

（
※

１
）

の
施

設
の

整
備

を
行

う
場

合
）

（
単

位
：

％
）

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

　
　

【
里

親
委

託
率

算
出

方
法

】

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

現
在

）

３
　

そ
の

他
の

状
況

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

人
口

（
人

）
　

（
※

１
）

児
童

数
（

人
）

　
（

※
１

）

虐
待

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

非
行

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

母
子

家
庭

世
帯

数
（

世
帯

）
　

（
※

１
）

（
※

３
）

（
注

）
過

去
３

か
年

度
分

の
状

況
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
１

　
調

査
時

点
に

つ
い

て
は

、
各

年
度

と
も

同
一

月
日

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
備

考
欄

に
調

査
時

点
（

月
日

）
を

記
入

す
る

こ
と

※
２

　
3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
3
月

末
現

在
の

数
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
見

込
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
３

　
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

を
整

備
す

る
場

合
に

記
入

す
る

こ
と

。

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
課

平
成

　
　

年
度

　
＊
3年

度
前
の
年
度

施
設

種
別

平
成

　
　

年
度

　
＊
2年

度
前

の
年
度

平
成

　
　

年
度

　
（

　
　

　
月

末
現

在
）

　
＊
前
年

度

　
　

里
親

委
託

率
（

％
）

＝
（

　
里

親
委

託
児

童
数

　
／

　
児

童
養

護
施

設
入

所
児

童
数

＋
乳

児
院

入
所

児
童

数
＋

里
親

委
託

児
童

数
）

　
×

１
０

０

　
　

　
過

去
３

か
年

度
分

の
里

親
委

託
率

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
３

月
末

日
現

在
、

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
数

値
の

確
定

し
て

い
る

範
囲

で
記

入
す

る
こ

と
。

別
紙

１
　
様

式
１
－

5

都
道

府
県
・

市
区
町

村
名
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　

　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府
県

交
付

金

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
(
指

定
都

市
等

)

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助
額

所
要

額

A
円

B
（

≦
A
）

円
C

円
D
（

=A
-C

）
円

Ｅ
円

Ｆ
Ｇ

点
Ｈ

(=
Ｆ

×
Ｇ

)
点

Ｉ
(=

Ｈ
×

8%
)
点

Ｊ
(=

Ｈ
+
Ｉ

)
×

1,
00

0

Ｋ
円

Ｌ
円

Ｍ
円

自
治

体

　
　

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（
注

）
(1

)
工

事
請

負
契

約
等

を
締

結
す

る
単

位
で

作
成

す
る

こ
と

。

(2
)
算

出
に

あ
た

っ
て

は
、

本
体

、
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
、

そ
の

他
工

事
別

と
し

、
小

計
を

設
け

る
こ

と
。

(3
)
C欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(4
)

(5
)
Ｌ

欄
に

つ
い

て
は

、
自

治
体

の
補

助
相

当
額

（
交

付
金

相
当

の
補

助
及

び
＋

α
）

を
計

上
す

る
こ

と
。

(6
)
Ｅ

欄
及

び
J欄

～
Ｌ

欄
の

小
計

及
び

計
の

欄
に

つ
い

て
は

、
内

訳
の

金
額

の
記

入
の

有
無

に
関

係
な

く
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

(7
)
Ｋ

欄
は

、
Ｅ

欄
の

額
と

Ｊ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

平
成
29

年
度

（
平

成
28

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設
整

備
交

付
金

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
申

請
額

内
訳

設
置

者
の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額

施
設

種
別

定
員

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数

計

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
、

「
一

時
保

護
さ

れ
た

子
ど

も
の

処
遇

向
上

の
た

め
の

環
境

整
備

に
つ

い
て

」
に

よ
り

整
備

す
る

施
設

及
び

耐
震

化
等

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
２

／
３

を
乗

じ
た

額
を

算
出

す
る

。
）

を
乗

じ
た

額
（

た
だ

し
、

千
円

未
満

は
切

捨
て

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

別
紙

１

　
様

式
　

１
－

４
　

　
　

児
童

入
所

等
施

設
（

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

を
含

む
）

を
整

備
す

る
場

合

都
道

府
県

・
市

区
町

村
名

：

部
（

局
）

課
名

：

担
当

者
：

連
絡

先
：

１
　

管
内

に
お

け
る

施
設

種
別

ご
と

の
定

員
、

現
員

、
入

所
率

（
単

位
：

人
、

％
）

平
成

　
　

年
度

 
＊

本
年

度

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　
Ａ

現
員

　
　

Ｂ
入

所
率

　
Ｂ

／
Ａ

定
員

（
暫

定
）

　

乳
児

院
（

※
１

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

母
子

生
活

支
援

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

児
童

養
護

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
（

※
１

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

児
童

自
立

支
援

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

婦
人

保
護

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（

　
　

　
　

）

（
注

）
定

員
（

暫
定

）
、

現
員

、
入

所
率

に
つ

い
て

は
、

年
間

平
均

入
所

率
を

記
入

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
前

年
度

に
つ

い
て

は
、

数
値

の
確

定
し

て
い

な
い

月
が

あ
る

場
合

に
は

、
確

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

里
親

委
託

率
（

１
の

表
中

（
※

１
）

の
施

設
の

整
備

を
行

う
場

合
）

（
単

位
：

％
）

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

　
　

【
里

親
委

託
率

算
出

方
法

】

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

現
在

）

３
　

そ
の

他
の

状
況

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

人
口

（
人

）
　

（
※

１
）

児
童

数
（

人
）

　
（

※
１

）

虐
待

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

非
行

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

母
子

家
庭

世
帯

数
（

世
帯

）
　

（
※

１
）

（
※

３
）

（
注

）
過

去
３

か
年

度
分

の
状

況
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
１

　
調

査
時

点
に

つ
い

て
は

、
各

年
度

と
も

同
一

月
日

と
す

る
こ

と
。

ま
た

、
備

考
欄

に
調

査
時

点
（

月
日

）
を

記
入

す
る

こ
と

※
２

　
3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
3
月

末
現

在
の

数
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
見

込
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
３

　
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

を
整

備
す

る
場

合
に

記
入

す
る

こ
と

。

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
課

平
成

　
　

年
度

　
＊
3
年

度
前

の
年
度

施
設

種
別

平
成

　
　

年
度

　
＊
2
年
度

前
の

年
度

平
成

　
　

年
度

　
（

　
　

　
月

末
現

在
）

　
＊
前

年
度

　
　

里
親

委
託

率
（

％
）

＝
（

　
里

親
委

託
児

童
数

　
／

　
児

童
養

護
施

設
入

所
児

童
数

＋
乳

児
院

入
所

児
童

数
＋

里
親

委
託

児
童

数
）

　
×

１
０

０

　
　

　
過

去
３

か
年

度
分

の
里

親
委

託
率

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
３

月
末

日
現

在
、

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
数

値
の

確
定

し
て

い
る

範
囲

で
記

入
す

る
こ

と
。

別
紙

１
　

様
式

１
－
5

都
道

府
県

・
市
区

町
村

名
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　

　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
(
指

定
都

市

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助

A
円

B
（

≦
A
）

円
C

円
D
（

=
A
-
C
）

円
Ｅ

円
Ｆ

Ｇ
点

Ｈ
(
=
Ｆ

×
Ｇ

)
点

Ｉ
(
=
Ｈ

×
8
%
)
点

Ｊ
(=

Ｈ
+
Ｉ

)
×

1,
00
0

Ｋ
円

Ｌ

自
治

体

　
　

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（
注

）
(
1
)

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

で
作

成
す

る
こ

と
。

(
2
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(
3
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(
4
)

(
5
)

Ｌ
欄

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
の

補
助

相
当

額
（

交
付

金
相

当
の

補
助

及
び

＋
α

）
を

計
上

す
る

こ
と

。

(
6
)

Ｅ
欄

及
び

J
欄

～
Ｌ

欄
の

小
計

及
び

計
の

欄
に

つ
い

て
は

、
内

訳
の

金
額

の
記

入
の

有
無

に
関

係
な

く
必

ず
記

入
す

る
こ

と
。

(
7
)

Ｋ
欄

は
、

Ｅ
欄

の
額

と
Ｊ

欄
の

額
を

比
較

し
て

少
な

い
ほ

う
の

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

定
員

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数

計

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
、

「
一

時
保

護
さ

れ
た

子
ど

も
の

処
遇

向
上

の
た

め
の

環
境

整
備

に
つ

い
て

」
に

よ
り

整
備

す
る

施
設

及
び

耐
震

化
等

整
備

事
業

に
つ

い
て

は
２

／
３

を
乗

じ
た

額
を

算
出

す
る

。
）

を
乗

じ
た

額
（

た
だ

し
、

千
円

未
満

は
切

捨
て

。
）

を
記

入
す

る
こ

と
。

平
成

２
８

年
度
次

世
代

育
成

支
援
対

策
施

設
整

備
交
付

金
（

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
に

係
る
分

）
申

請
額

内
訳

設
置

者
の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額

施
設

種
別
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平
成

２
９

年
度

（
平

成
２

８
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

次
世

代
育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
 

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
の

実
績

報
告

に
つ

い
て
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
平

成
 

 
年

 
月

 
 

日
第

 
 

 
号

で
交

付
決

定
を

受
け
た

平
成

２
９

年
度

（
平

成
２

８
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整
備

交
付

金
（

児
童

虐
待

防
止

対
策

等
に

係
る

分
）

に
係

る
事

業
実

績
に

つ
い

て
は

、
次

の
関

係
書

類
を

添
え

て
報

告
す

る
。
 

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
１

 
精

算
額
 

 
 

 
 

 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１

－
２

）
 
 

 
２

 
整

備
計

画
実

績
の

概
要

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－

２
）

 
 

 
３

 
防

犯
対

策
強

化
計

画
実

績
の

概
要
 

 
 

 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１

－
３

）
 
 

 
４

 
精

算
額

算
出

内
訳

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－

４
）

 
 

 
５

 
事

業
実

績
報

告
書

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－

５
）

 
 

 
６

 
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

町
村

及
び

設
置

主
体

の
歳

入
歳

出
決

算
書

 

 
（

見
込

書
）

抄
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年

度
次

世
代

育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
に

係
る

事
業

実
績

に

つ
い

て
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、
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の
関

係
書

類
を
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え

て
報
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る
。

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
１

 
精

算
額

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（
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）
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備
計

画
実

績
の

概
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紙
の

と
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り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－

２
）

 
 

 
３

 
防

犯
対

策
強

化
計

画
実

績
の

概
要
 

 
 

 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１

－
３

）
 
 

 
４

 
精

算
額

算
出

内
訳

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－

４
）

 
 

 
５
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業
実

績
報

告
書

 
 

 
 

 
 

 
別

紙
の

と
お

り
（

別
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２
 

様
式

１
－

５
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都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
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核
市

、
市

町
村

及
び

設
置

主
体

の
歳

入
歳

出
決

算
書

 

 
（

見
込

書
）

抄
本
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様
式
１
－
２
 

  
平
成

２
９

年
度
（
平
成

２
８

年
度

か
ら
の
繰
越

分
）
次
世
代
育
成

支
援
対

策
施
設

整
備
計

画
実
績

の
概

要
 

（
児
童
虐
待
防

止
対

策
等
に
係
る
分
）

 

（
 

通
常
整
備
事
業
分

 
・
 
耐
震
化
等
整
備
事
業
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。
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付
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付
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（
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計
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請
負
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等
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締
結

す
る

単
位

で
作

成
す

る
こ

と
。

(
2
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(
3
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め
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こ

と
。
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5
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に
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治
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補
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相
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付

金
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＋
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）
を

計
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す
る

こ
と

。

(
6
)

Ｅ
欄

及
び

J
欄

～
Ｌ

欄
の

小
計
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計
の

欄
に

つ
い

て
は

、
内

訳
の

金
額

の
記

入
の

有
無

に
関

係
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ず
記
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Ｊ
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を

比
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少
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い
ほ
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付
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点
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Ｂ
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／
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一
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ど

も
の

処
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環
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い
て

」
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よ
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設
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び
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震
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等
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事
業

に
つ

い
て

は
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／
３

を
乗

じ
た

額
を
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す
る

。
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、

千
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は
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。
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す
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付
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J
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計
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い
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Ｊ
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。
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Ｂ
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遇
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３
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平
成

２
９

年
度

（
平

成
２

８
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金
 

（
児
童

虐
待

防
止

対
策

等
に
係

る
分
）

に
よ

る
施

設
の
工

事
進

捗
状

況
報

告
 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
施
設

種
類
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
（
都
道
府
県

・
市
区
町
村
名

）
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
施

設
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
設

置
主

体
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 創
設
、
拡
張
 

 
 
 
 
 
 

等
の
別
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 交
 
付
 
金

 
額
 
 
 
 
 
 
 

 Ａ
 
 
 
 

 
 
円
 

 １
２
月
末
日

の
 

 
 
 
 
 

 
 

出
来
高
 
 

 
 

Ｂ
 
 
 
 

％
 

 ３
月

末
日
ま
で
 

 
 

 
 
 
 
 

の
出

来
高
見
込
 

Ｃ
 

 
 
 
％
 

  
 
 
 
 

 
 

繰
越
見
込
高

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ｄ
(1
0
0
-
C
)
 
％
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

繰
越

見
込

額
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ｅ
(
A
×

D)
 
  

 
円
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
備
考
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
合

計
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

別
紙

 
５

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

平
成

２
８

年
度

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

 

（
児
童

虐
待
防

止
対

策
等

に
係

る
分
）

に
よ
る

施
設

の
工
事

進
捗
状

況
報

告
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 
 
 
 

施
設

種
類
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
都
道
府
県

・
市
区
町
村
名
）

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
施

設
名
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
設

置
主

体
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 創
設
、
拡
張

 

 
 
 
 
 

 

等
の
別

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 交
 
付

 
金
 
額
 
 
 
 
 
 
 

 Ａ
 
 
 
 
 
 

円
 

 １
２
月
末
日
の

 

 
 
 
 
 
 

 

出
来
高

 
 
 

 

Ｂ
 
 
 
 

％
 

 ３
月
末
日
ま
で

 

 
 
 
 
 
 

 

の
出
来
高
見
込

 

Ｃ
 
 
 
 

％
 

  
 
 
 
 

 
 

繰
越
見
込
高

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ｄ
(
1
0
0
-C
) 
％
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

繰
越

見
込

額
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ｅ
(A
×

D)
  
 

 
円
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
備
考

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

合
計
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別
紙

 
６

 

 

番
 

 
 

 
 

号
 

年
月

日
 

   
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

都
道

府
県

知
事

 

指
定

都
市

の
長

 

中
 
核

 
市

 
の

 
長
 

 
 
印

 

市
 

町
 

村
 
の

 
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
９

年
度

（
平

成
２

８
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金
 

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
の

年
度

終
了

実
績

報
告

に
つ

い
て

 

  
 

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
 

 
法

律
第

１
７

９
号

）
第

１
４

条
後

段
の

規
定

に
よ

り
別

紙
の

と
お

り
報

告
す

る
。

  
  
 
  
  
 
 

 
別

紙
 

６
 

 

番
 

 
 

 
 

号
 

年
月

日
 

   
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

都
道

府
県

知
事

 

指
定

都
市

の
長

 

中
 
核

 
市

 
の

 
長
 

 
 
印

 

市
 

町
 

村
 
の

 
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成

２
８

年
度

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

 

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
の

年
度

終
了

実
績

報
告

に
つ

い
て

 

  
 

標
記

に
つ

い
て

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
 

 
法

律
第

１
７

９
号

）
第

１
４

条
後

段
の

規
定

に
よ

り
別

紙
の

と
お

り
報

告
す

る
。
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別
紙

 
７

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
番

 
 

 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
月

日
 

 
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

都
道

府
県

知
事

 
 

 
 

 
 

指
定

都
市

の
長

中
核

市
の

長
 

 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
町

村
長

 

  

平
成

 
 

年
度

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
報

告
書

 

 

 
平

成
 

年
 

月
 

日
第

 
 

号
で

交
付

決
定

を
受

け
た

平
成

２
９

年
度

（
平

成
2
8
年

度
か

ら
の

繰
越

分
）

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。
 

 
１

 
整

備
計

画
内

に
お

け
る

施
設

の
種

類
及

び
名

称
 

 
２

 
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
 

 
 

第
１

５
条

の
規

定
に

よ
る

確
定

額
又

は
事

業
実

績
報

告
に

よ
る

精
算

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
 
３

 
 
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

 

 
 

控
除

税
額

（
要

交
付

金
等

返
還

相
当

額
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
４

 
添

付
書

類
 

 
 

 
 

記
載

内
容

を
確

認
す

る
た

め
の

書
類

（
確

定
申

告
書

の
写

し
、

課
税

売
上

割
合

等
が

確
認

で

き
る

資
料

、
特

定
収

入
の

割
合

を
確

認
で

き
る

資
料

）
を

添
付

す
る

。
 

別
紙

 
７

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
番

 
 

 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
年

月
日

 

 
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

都
道

府
県

知
事

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定

都
市

の
長

 
 

 
 

 
 

 

中
核

市
の

長
 

 
 

 
印

 
 

市
町

村
長

 

  

平
成

 
 

年
度

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
報

告
書

 

 

 
平

成
 

年
 

月
 

日
第

 
 

号
で

交
付

決
定

を
受

け
た

平
成

2
8
年

度
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施

設
整

備
交

付
金

（
児

童
虐

待
防

止
対

策
等

に
係

る
分

）
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。
 

 
１

 
整

備
計

画
内

に
お

け
る

施
設

の
種

類
及

び
名

称
 

 
２

 
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
 

 
 

第
１

５
条

の
規

定
に

よ
る

確
定

額
又

は
事

業
実

績
報

告
に

よ
る

精
算

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
 
３

 
 
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

 

 
 

控
除

税
額

（
要

交
付

金
等

返
還

相
当

額
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
４

 
添

付
書

類
 

 
 

 
 

３
の

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
の

積
算

内
訳

等
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改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 
後
 

現
 

 
 

 
 
行

 

別
紙
 

次
世

代
育

成
支
援

対
策
施

設
整
備

交
付

金
交
付

要
綱
 

 （
通
則
）

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
１
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交
付
の

目
的
）

 
  

 
  
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
２
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交
付
の

対
象
）

 
  

 
  
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
３
 
（

略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
定
 
 

義
）

  
 

４
 
（
略

）
 

区
分
 

大
分

類
 

中
分

類
 

小
分

類
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４
号

）
第

７
条

に
基

づ
く

児
童

福
祉

施
設

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い
て
は

、
平

成
２
年

８
月

７
日

厚
生

省
発

児
第

１
２

３
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

児
童
館

の
設

置
運

営
要
綱

」
の

第
２

か
ら

第
４

に
定

め
る

小
型

児
童
館

、
児

童
セ

ン
タ

ー
（

大
型
児

童
セ

ン
タ

児
童
福

祉
施
設

 

             

助
産

施
設

 

 乳
児

院
 

母
子

生
活

支
援
施

設
 

児
童

厚
生

施
設

 

児
童

養
護

施
設

 

児
童

心
理

治
療
施

設
 

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

 

第
一

種
助

産
施
設

 

第
二

種
助

産
施
設

 

別
紙

 

次
世
代

育
成
支

援
対
策

施
設
整

備
交
付

金
交
付

要
綱
 

 （
通

則
）

 
  

 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
１
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
の

目
的
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
２
 
（

略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
の

対
象
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
３
 
（

略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
定

 
 

義
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

４
 
（
略

）
 

区
分
 

大
分

類
 

中
分

類
 

小
分

類
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

６
４

号
）
第

７
条
に

基

づ
く

児
童

福
祉

施
設

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
２

年

８
月

７
日

厚
生

省
発

児
第

１
２

３
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

の
別

紙
「

児
童
館

の
設
置

運

営
要

綱
」
の

第
２
か

ら

第
４

に
定

め
る

小
型

児
童

館
、
児

童
セ
ン

タ

ー
（

大
型
児

童
セ
ン

タ

児
童
福

祉
施
設

 

             

助
産
施

設
 

 乳
児
院

 

母
子
生

活
支
援

施
設

 

児
童
厚

生
施
設

 

児
童
養

護
施
設

 

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施
設

 

児
童

自
立

支
援

施
設

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

 

第
一
種

助
産
施

設
 

第
二
種

助
産
施

設
 

43

KKRMR
スタンプ



ー
を

含
む

。
）

及
び

大

型
児

童
館

（
「

C
型

児

童
館

」
を

除
く

。
）

と

す
る
。
）
、
同

法
第

１
２

条
の

４
に

基
づ

く
児

童
を

一
時

保
護

す
る

一
時
保
護

施
設

、
同
法

第
３

５
条

第
１

０
項

に
基

づ
く

職
員

養
成

施
設
、
同
法

第
６

条
の

３
第

１
項

に
基

づ
く

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業
を
行

う
事
業

所
、

同
条

第
６

項
に

基
づ

く
地

域
子

育
て

支
援

拠
点
事
業

所
、
同

条
第

８
項

に
基

づ
く

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業
を
行

う
事
業

所
、

子
ど
も
・
子

育
て

支
援

法
（

平
成
２

４
年

法
律

第
６
５
号

）
第

５
９
条

第
１

号
に

基
づ

く
利

用
者
支
援

事
業
所

、
平

成
１

１
年

１
月

７
日

児
発

第
１

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

子
育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

の
設

置
に
つ
い

て
」
に

基
づ

   一
時
保

護
施
設

 

職
員
養

成
施
設

 

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業
所

 

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事
業

所
 

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育
事

業
所

 

利
用
者

支
援
事

業
所

 

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠
点

施
設

 

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総
合

支
援
拠

点
 

 

ー
を

含
む

。
）

及
び

大

型
児

童
館

（
「

C
型

児

童
館

」
を

除
く

。
）

と

す
る

。
）
、
同

法
第
１

２

条
の

４
に

基
づ

く
児

童
を

一
時

保
護

す
る

一
時

保
護

施
設

、
同

法

第
３

５
条

第
１

０
項

に
基

づ
く

職
員

養
成

施
設

、
同
法

第
６
条

の

３
第

１
項

に
基

づ
く

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

を
行

う
事
業

所
、

同
条

第
６

項
に

基
づ

く
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
、
同
条

第

８
項

に
基

づ
く

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

を
行

う
事
業

所
、

子
ど

も
・
子

育
て
支

援

法
（

平
成
２

４
年
法

律

第
６

５
号

）
第

５
９

条

第
１

号
に

基
づ

く
利

用
者

支
援

事
業
所

、
平

成
１

１
年

１
月

７
日

児
発

第
１

４
号

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

子
育
て

支
援
の

た

め
の

拠
点

施
設

の
設

置
に

つ
い

て
」
に
基

づ

   一
時
保

護
施
設

 

職
員
養

成
施
設

 

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業
所

 

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事
業

所
 

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育
事

業
所
 

利
用
者

支
援
事

業
所
 

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠
点

施
設
 

（
新
規

）
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く
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

及
び

平
成

※
年

※
月

※
日

雇
児

発
第

※
号

厚
生

労
働
省
雇

用
均
等
・
児

童
家
庭
局

長
通
知
「
市

区
町

村
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
整

備
に
つ
い

て
」
に
基
づ

く
拠
点
 

  (
2
) 

 （
略
）

  

 

（
略
）

 
（

略
）
 

（
略

）
 

(
3
) 

 （
削
除
）
 

          

（
削

除
）
 

 
 

(
3
)
上

記
以

外
の

施
設

で
あ
っ
て

、
当

該
施
設

に
つ

い
て

国
が

当
該

施
設

の
設

置
及

び
運

営
に

つ
い

て
の

基
準

（
略
）

 
 

 

く
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設
 

          

   

(
2
) 

 （
略

）
  

 

（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

(
3
)
平

成
２

０
年

６
月

１
２

日
雇

児
発

第

0
6
1
20
0
6

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児

童

家
庭

局
長

通
知
「
児

童

福
祉

施
設

等
に

お
け

る
応

急
仮

設
施

設
整

備
の

交
付

金
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
に
基

づ

く
応

急
仮

設
施
設
 

 

応
急
仮

設
施
設

 
 

 

(
4
) 

 （
略

）
 

    

（
略
）
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を
定

め
て

お
り

、
か

つ
、
厚

生
労

働
大

臣
が

特
に

整
備

の
必

要
を

認
め
る
も

の
 

 

（
注
）
本

交
付

要
綱

に
お
い

て
、
地

域
子
育

て
支
援

拠
点
事

業
所

と
は
、
平

成
２
６

年
５
月

２
９

日
雇

児
発
０
５

２
９
第

１
８
号

厚
生
労

働
省

雇
用
均

等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

地
域

子
育
て

支
援
拠

点

事
業
の
実

施
に
つ

い
て

」（
以

下
「

地
域
子

育
て
支

援
拠

点
事

業
実
施
要

綱
」
と
い

う
。
）
に

基
づ

く

地
域
子
育

て
支
援

拠
点
事

業
を
行

う
事

業
所
を

い
う
。
な

お
、
開

所
日
数

が
週
３

日
及
び

週
４
日

の

拠
点

事
業

所
に

つ
い

て
は

、
「

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
実

施
要

綱
」

の
４

の
(
２

)
の

④
に

定
め

る
「

地
域

の
子
育

て
拠
点

と
し
て

地
域
の

子
育
て

支
援
活

動
の
展

開
を
図

る
た
め

の
取
組

」
を
行

う

場
合
、
又
は

４
の

(３
)の

④
に

定
め
る
「
地

域
の
子

育
て
力

を
高

め
る

取
組
」
を

行
う
場

合
を

対
象

と
す
る
。

 

 

５
 
３
に

お
い
て

「
施
設

整
備
」

と
は
、

次
の
表

の
種
類

ご
と
に

掲
げ
る

整
備
内

容
を
い

う
。
 

種
類

 
整

備
区

分
 

整
 
備
 

内
 
容

 
新

設
 

（
略

）
 

（
略

）
 

修
理

 
（

略
）
 

（
略

）
 

改
 

 
 

造
 

（
略

）
 

（
略

）
 

拡
 

 
 

張
 

（
略

）
 

（
略

）
 

整
 

 
 

備
 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

  
ー

設
備

等
整

備
 

 
老

朽
民

間
児

童
  

福
祉

施
設

整
備

 
  

（
削
除

）
 

 

（
略

）
 

  

（
略

）
 

  

 

（
削

除
）

 

 

     

（
注

）
児

童
福

祉
法
第

６
条
の

３
第

６
項

に
基

づ
く

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事
業

所
と
は

、
開

所
日
数

 

が
週

３
日

及
び
週

４
日

の
拠

点
事

業
所

に
つ
い

て
は
、
平

成
２

６
年
５

月
２

９
日

雇
児
発

０
５
２
９

 

第
１

８
号

厚
生
労

働
省

雇
用

均
等
・
児

童
家
庭

局
長
通

知
「
地

域
子
育

て
支

援
拠

点
事
業

の
実
施
に

 

つ
い

て
」
の
４

の
②
の

エ
に
定

め
る
「

地
域
の

子
育
て

拠
点
と

し
て
地

域
の

子
育

て
支
援

活
動
の
展

 

開
を

図
る

た
め
の

取
組

」
を

行
う

場
合

、
又
は

４
の
③

の
エ
に

定
め

る
「

地
域

の
子

育
て

力
を

高
 

め
る

取
組

」
を
行

う
場

合
を

対
象

と
す

る
。

 

   ５
 
３
に

お
い
て

「
施

設
整
備

」
と
は

、
次

の
表

の
種

類
ご

と
に

掲
げ

る
整
備
内

容
を
い

う
。

 

種
類

 
整

備
区

分
 

整
 

備
 

内
 
容

 
新

設
 

（
略
）

 
（

略
）

 

修
理

 
（

略
）

 
（

略
）

 

改
 
 
 

造
 

（
略
）

 
（

略
）

 

拡
 
 
 

張
 

（
略
）

 
（

略
）

 

整
 
 
 

備
 

 
ス

プ
リ

ン
ク
ラ

  
ー

設
備

等
整
備

 
 

老
朽

民
間

児
童

  
福

祉
施

設
整

備
 

 

 

応
急
仮

設
施
設

 

整
備
 

（
略
）

 

  

（
略
）

 

 

  

（
略
）
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児
童

相
談

所
一

時

保
護

施
設

に
お

け

る
受

入
体

制
強

化

を
図

る
た

め
の

整

備
 

 

防
犯

対
策

強
化

 
に

係
る

整
備

 
  

 

 

（
略

）
 

     

平
成

※
年

※
月
※

日
雇
児

発
※
第

※
号
厚

生
労

働
省

雇

用
均

等
・
児
童
家

庭
局
長

通
知
「

児
童
養

護
施
設

等
に
お

け
る

防
犯

対
策
強

化
に
係

る
整
備

に
つ

い
て
」
に

よ
り
整

備
を

す
る

こ
と
。
 

 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
事
業
の

種
類
）

 
  

 
  
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
６
 
交

付
金
の

交
付
の

対
象

と
な

る
施

設
整

備
事
業

の
種
類

は
、
以

下
に

よ
る

も
の
と

す
る
。
 

（
１

）
次

の
表

の
①

欄
に

定
め
る

施
設
の

種
類
ご

と
に

、
②

欄
に

定
め

る
設
置

根
拠
等

に
よ
り

③
欄

に
定

め
る

設
置

者
が

設
置

す
る

施
設

に
係

る
事

業
（
（

４
）

に
掲

げ
る

耐
震

化
等

整
備

事
業

を
除
く

。）
 

①
施
設
の

種
類
 

②
設

置
根

拠
等
 

③
設
置
主

体
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

        

(
1
)
 児

童
福

祉
法

に
基
づ

く
施

 
 
 
 

設
等
 

ｱ
 
 
  

 
（
略
）

 

 ｲ
 
児

童
相

談
所
一

時
保
護

施
設

 

   

  

（
略
）

 

 児
童
福

祉
法
第

１
２
条

の
４
 

    

  

（
略

）
 

 都
道

府
県

又
は
指

定

都
市

、
中

核
市

若
し
く

は
市
（
特

別
区
を

含

む
。）

 

 

 

 児
童

相
談

所
一

時

保
護

施
設

に
お

け

る
受

入
体

制
強

化

を
図

る
た

め
の

整

備
 

 

（
新
規

）
 

    

 

 

（
略
）

 

   

  

（
新
規

）
 

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 （
事

業
の

種
類
）

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
６
 
交

付
金
の

交
付
の

対
象
と

な
る
施

設
整

備
事
業

の
種
類

は
、
以

下
に

よ
る

も
の
と

す
る
。

  

（
１

）
次

の
表

の
①
欄

に
定
め

る
施
設

の
種
類

ご
と
に

、
②
欄

に
定
め

る
設

置
根

拠
等
に

よ
り
③

欄

に
定

め
る

設
置

者
が

設
置

す
る

施
設
に

係
る
事

業
（（

４
）

に
掲

げ
る
事

業
を
除

く
。
）

 

 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設

置
主

体
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

        

(
1
)
 児

童
福
祉
法

に
基

づ
く

施
設

等
 

ｱ
 
  

 
（
略

）
 

 ｲ
 
児

童
相
談

所
一

時
保
護

施
設

 

   

  

（
略
）

 

 児
童
福

祉
法
第

１
２
条

の
４

 

    

  

（
略
）

 

 都
道
府

県
又
は

指
定

都
市
、
中

核
市
若

し
く

は
市
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ｳ
 
～

ｸ
 
 

（
略
）
 

 

 

ｹ
 
市

区
町

村
子
ど

も
家
庭

総
合
支
援

拠
点
 

   平
成
※

年
※
月

※
日
児

発
第
※
号

厚

生
省
児

童
家
庭

局
長
通

知
「
市
区

町

村
子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠
点

の
整

備
に
つ

い
て
」

 

   指
定

都
市

、
中
核

市
、

市
町

村
若

し
く
は

一

部
事

務
組

合
 

(
2
)
  

 
（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）
 

(
3
)
  

 
（
削
除

）
 

     

（
削

除
）

 
（

削
除
）

 

(
3
)
  

そ
の
他

施
設
 

   

別
途

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

等
 

 

都
道

府
県

、
指
定

都

市
、
中
核

市
、
市

町
村

 

（
２
）
（

略
）
 

（
３
）
（

略
）
 

（
４
）
次
の

表
の

①
欄

に
定

め
る

施
設
の

種
類
ご

と
に

、
②
欄

に
定
め

る
設
置

根
拠
等

に
よ
り

③

欄
に
定
め

る
設
置

者
が
設

置
す
る

施
設

に
係
る

耐
震
化

等
整
備

事
業

 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設
置
主

体
 

(
1
)児

童
福

祉
法
に

基
づ
く

施
設

  
ｱ
 
児

童
福
祉

施
設
（

助
産

施
設
、
乳

児
院
、
母
子

生

活
支
援
施

設
、
児
童
養

護

施
設
、
児
童
心

理
治
療

施

設
、
児

童
自

立
支
援

施
設

  

（
略
）

 

    

  

（
略

）
 

    

ｳ
 
～
ｸ
 
 
（

略
）

 

  

（
新

規
）
 

   

（
新
規

）
 

   

（
新
規

）
 

   

(
2
)
  

 
（
略
）
 

（
略
）

 
（

略
）

 

(
3
) 

応
急
仮

設
施
設

 
平

成
２

０
年

６
月

１
２

日
雇

児
発

第
 

06
12

00
6

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

「
児

童
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

応
急

仮
設

施
設

整
備

の
交

付
金

の
取

扱
い

に
つ

い

て
」

 

本
表

中
の

施
設

の
種

類
ご

と
に

定
め

ら
れ

て
い
る

設
置
者

 

(
4
)
  

 
（
略
）
 

   

（
略
）

 
（

略
）

 

（
２

）
（

略
）
 

（
３

）
（

略
）
 

（
４

）
次

の
表

の
①

欄
に

定
め

る
施

設
の

種
類

ご
と

に
、

②
欄

に
定

め
る

設
置

根
拠

等
に

よ
り

③
欄

に
定

め
る

設
置

者
が

設
置

す
る
施

設
に
係

る
耐
震

化
等
整

備
事

業
 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等

 
③

設
置
主

体
 

(
1
)児

童
福
祉

法
に
基

づ
く

施
設

  
ｱ
 

児
童

福
祉

施
設

（
助
産

施
設

、
乳

児
院
、
母

子
生

活
支

援
施

設
、
児
童

養
護

施
設

、
情
緒
障

害
児
短

期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

  

（
略
）

 

  

 

 

  

（
略
）
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に
限
る
。

）
 

 ｲ
 
児

童
相
談

所
一
時

保
護

施
設
 

   

  児
童

福
祉

法
第
１

２
条
の

４
 

    

  都
道

府
県

又
は
指

定

都
市

、
中
核

市
若
し

く

は
市

（
特

別
区
を

含

む
。）

 

 

(
2
) 

 
 
（
略
）

 
（

略
）

 
（

略
）
 

  
 
 （

５
）
次

の
表
の

①
欄
に

定
め
る

施
設
の

種
類
ご

と
に
、
②

欄
に

定
め

る
設

置
根
拠

等
に
よ

り
③

欄
に
定
め

る
社
会

福
祉
法

人
そ
の

他
の

地
方
公

共
団
体

以
外
の

設
置
者
（

以
下
「

社
会
福

祉

法
人
等
」
と

い
う

。
）
が

設
置

す
る
施

設
に
係

る
施
設

整
備
事

業
に
対

し
、
都
道
府

県
又

は

指
定
都
市
、
中
核

市
若
し

く
は
市

町
村
が

行
う
補

助
事
業
（
（
６

）
に
掲

げ
る
耐
震

化
等

整

備
事
業
を

除
く
。

）
 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設
置
主

体
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

施
  
 
 

設
等

 

 
 
ｱ
 児

童
福

祉
施

設
 

 ｲ
 
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所
 

 ｳ
 
地
域
子

育
て
支

援
拠
点

事
業
所
 

 

ｴ
 
小
規
模

住
居
型

児
童
養

育
事
業
所
 

 ｵ
 
利
用
者

支
援
事

業
所
 

 

  児
童

福
祉

法
第
３

５
条
第

４
項
 

 児
童

福
祉

法
第
６

条
の
３

第
１
項
 

  児
童

福
祉

法
第
６

条
の
３

第
６
項
 

  児
童

福
祉

法
第
６

条
の
３

第
８
項
 

  子
ど

も
・

子
育
て

支
援
法

第
５
９

条
第

１
号

 

  社
会
福

祉
法
人
、
日

本

赤
十

字
社
（

児
童
厚

生

施
設

を
除

く
。
）
、
公

益
社

団
法

人
、
公
益

財

団
法

人
又

は
都

道
府

県
又

は
指

定
都
市
、
中

核
市

若
し

く
は

市
町

村
が

認
め

た
法
人
 

 

援
施

設
に

限
る
。

）
 

 ｲ
 

児
童

相
談

所
一

時
保
護

施
設
 

   

  

児
童
福

祉
法
第

１
２
条

の
４

 

 

  都
道
府

県
又
は

指
定

都
市
、
中

核
市

若
し

く

は
市
 

 

(
2
) 

 
 
（

略
）

 
（

略
）

 
（

略
）

 

  
 
 （

５
）
次
の
表

の
①
欄

に
定

め
る

施
設
の

種
類

ご
と

に
、
②

欄
に

定
め
る

設
置
根

拠
等
に

よ
り
③

欄
に

定
め

る
社
会

福
祉
法

人
そ
の

他
の

地
方
公

共
団
体

以
外
の

設
置

者
（

以
下
「
社
会

福
祉
法

人
等

」
と
い

う
。
）
が
設

置
す
る

施
設

に
係
る

施
設
整

備
事
業

に
対

し
、
都

道
府
県

又
は
指

定

都
市

、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

が
行

う
補
助

事
業

（
(６

)に
掲

げ
る

事
業
を

除
く

。
）

 

 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等

 
③

設
置
主

体
 

(
1
)
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

施
  
 
 

設
等

 

 
 
ｱ
 児

童
福
祉
施

設
 

 ｲ
 
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所
 

 ｳ
 
地
域
子

育
て
支

援
拠
点

事
業

所
 

 

ｴ
 
小
規
模

住
居
型

児
童
養

育
事

業
所
 

 ｵ
 
利
用
者

支
援
事

業
所
 

  児
童
福

祉
法
第

３
５
条

第
４
項

 

 児
童
福

祉
法
第

６
条
の

３
第
１

項
 

  児
童
福

祉
法
第

６
条
の

３
第
６

項
 

  児
童
福

祉
法
第

６
条
の

３
第
８

項
 

  子
ど
も

・
子
育

て
支
援

法
第
５

９

条
第
１

号
 

  社
会
福

祉
法
人

、
日

本

赤
十
字

社
（

児
童

厚
生

施
設
を

除
く
。
）
、
公

益
社

団
法

人
又

は
公

益
財
団

法
人
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(
2
) 

 
 

（
略
）
 

 

（
略
）

 
（

略
）
 

(
3
)
  

 （
削

除
）
 

 

（
削

除
）

 
（

削
除
）

 

     
(
3
)そ

の
他

の
施
設

 
別

途
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
等
 

 

社
会

福
祉

法
人
、
日

本

赤
十

字
社
、
公

益
社

団

法
人

又
は

公
益
財

団

法
人

 

 

（
注

）
「

都
道

府
県
又

は
指

定
都

市
、
中

核
市

若
し

く
は

市
町
村

が
認
め

た
法
人

」
と
は
、
児
童

自

立
生
活

援
助
事

業
所
に

あ
っ
て

は
児
童

福
祉
法

第
６
条
の

３
第
１

項
、
小

規
模

住
居
型

児
童
養

育
事

業
所

に
あ

っ
て

は
同

法
６

条
の

３
第

８
項

に
基

づ
き

事
業

を
実

施
す

る
都

道
府

県
又

は

指
定
都

市
、
中

核
市

若
し

く
は

市
町
村
が

認
め

た
法
人
を

い
い
、
地

域
子
育

て
支

援
拠
点

事
業

所
に
あ

っ
て
は

同
法
６

条
の
３

第
６

項
、
利
用

者
支

援
事

業
所
に

あ
っ
て

は
子

ど
も
・
子

育
て

支
援
法
（

平
成

２
４

年
法

律
第
６

５
号

）
第

５
９
条

第
１
号

に
基

づ
き

市
町

村
が

認
め
た

事
業

を
実
施

す
る
法

人
を
い

う
。
 

 

（
６
）
次
の
表

の
①

欄
に
定

め
る

施
設

の
種
類

ご
と
に

、
②

欄
に

定
め
る

設
置

根
拠

等
に

よ
り

③
欄

に
定

め
る

社
会

福
祉

法
人

そ
の

他
の

地
方

公
共

団
体

以
外

の
設

置
者

が
設

置
す

る
施

設
に

係

る
耐
震

化
等
整

備
事
業

に
対
し

、
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村

が
行

う
補
助

事
業
 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等
 

③
設
置
主

体
 

(
1
)
 児

童
福
祉
施

設
（

助
産

施
設
、
乳

児
院
、
母
子

生

活
支
援
施

設
、
児
童
養

護

児
童

福
祉

法
第
３

５
条
第

４
項
 

  

社
会
福
祉

法
人
、
日

本

赤
十

字
社
（

児
童
厚

生

施
設

を
除

く
。
）
、
公

 

(
2
) 

 
 
（

略
）

 

 

（
略
）

 
（

略
）

 

(
3
)
  

応
急
仮

設
施
設

 

 

平
成

２
０

年
６

月
１

２
日

雇
児

発

第
 
06
1
20
0
6

号
厚

生
労

働
省

雇

用
均
等
・
児
童

家
庭
局

長
通
知
「

児

童
福

祉
施

設
等

に
お

け
る

応
急

仮

設
施

設
整

備
の

交
付

金
の

取
扱

い

に
つ
い

て
」

 

本
表

中
の

施
設

の
種

類
ご

と
に

定
め

ら
れ

て
い
る

設
置
者

 

(
4
)そ

の
他
の

施
設

 
別

途
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
等

 
社

会
福

祉
法
人

、
日

本

赤
十
字

社
、
公

益
社

団

法
人

又
は

公
益

財
団

法
人

 
 

        

（
６

）
次

の
表

の
①
欄

に
定
め

る
施
設

の
種
類

ご
と
に

、
②
欄

に
定
め

る
設

置
根

拠
等
に

よ
り
③

欄

に
定

め
る

社
会

福
祉

法
人

そ
の

他
の
地

方
公
共

団
体
以

外
の
設

置
者
（
以

下
「
社

会
福
祉

法
人

等
」
と
い

う
。
）
が

設
置

す
る
施

設
に

係
る
耐

震
化
等

整
備
事

業
に
対

し
、
都
道

府
県
又

は
指

定
都

市
、

中
核

市
若

し
く

は
市

町
村
が

行
う
補

助
事
業

 

①
施
設
の

種
類

 
②

設
置
根

拠
等

 
③

設
置
主

体
 

(
1
)
 児

童
福
祉
施

設
（

助
産

施
設

、
乳

児
院
、
母

子
生

活
支

援
施

設
、
児
童

養
護

児
童
福

祉
法
第

３
５
条

第
４
項

 

  

社
会
福

祉
法
人

、
日

本

赤
十
字

社
（

児
童

厚
生

施
設
を

除
く
。
）
、
公
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施
設
、
児
童
心

理
治
療

施

設
、
児

童
自

立
支
援

施
設

に
限
る
。

）
 

 
益

社
団

法
人

又
は

公

益
財

団
法

人
 

  

(
2
) 

婦
人
保

護
施
設
 

売
春

防
止

法
第
３

６
条
 

社
会

福
祉

法
人
 

 （
交
付
金

の
対
象

除
外
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
７
 
交

付
金
は

、
次
に

掲
げ

る
費

用
に

つ
い

て
は
対

象
と
し

な
い
も

の
と

す
る

。
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
（
１
）

～
（
３

）（
略
）

  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
  

 
（
４
）

防
犯
対

策
強
化

整
備
事

業
に
お

け
る
、

防
犯
対

策
強
化

以
外
を

目
的

と
し
た

整
備
に

要
す
 

る
費
用

 

 
（
５
）

そ
の
他

施
設
整

備
費
と

し
て
適

当
と
認

め
ら
れ

な
い
費

用
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

 
 

（
交
付
額

の
算
定

方
法
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
８
 
こ

の
交
付

金
は
、
都

道
府

県
又

は
指
定

都
市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町

村
に

対
し
、
整
備

計
画

に
記
載
さ

れ
た
施

設
整

備
事
業

に
要
す

る
経
費

に
充
て

る
た
め

交
付

す
る

も
の
と

し
、
そ

の
交
付

額
は
次
に

よ
り
算

出
す

る
も
の

と
す
る

。
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 
 
た

だ
し

、
算
出

さ
れ

た
交

付
額
に

1
,0

0
0 

円
未
満

の
端
数

が
生
じ

た
場
合

に
は

、
こ
れ

を
切
り

捨
て
る
も

の
と
す

る
。

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
４

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
 

 
 
（
ア

）（
略
）

  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
、

総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１

－
３
、
別
表

３
、
別

表
４

又
は
別

表
５
に

定
め

る
国

の
負
担
割

合
を
乗

じ
た
額

を
算
出

す
る
。

 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 
 
 （

ウ
）

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

ご
と

に
、
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か

ら
（

４
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か
ら

（
４

）
の

各
々

の
額

を
比

施
設

、
情
緒
障

害
児
短

期

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
に

限
る
。

）
 

 
益

社
団

法
人

又
は

公

益
財
団

法
人
 

  

(
2
) 

婦
人
保

護
施
設

 
売

春
防

止
法
第

３
６
条

 
社

会
福

祉
法
人

 

 
 

（
交

付
金

の
対
象

除
外
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
７
 
交

付
金
は

、
次
に

掲
げ
る

費
用
に

つ
い

て
は
対

象
と
し

な
い
も

の
と

す
る

。
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
（
１
）

～
（
３

）（
略

）
  
 

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
（
４
）

そ
の
他

施
設
整

備
費
と

し
て
適

当
と
認

め
ら
れ

な
い
費

用
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 （
交

付
額

の
算
定

方
法
）

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
８
 
こ

の
交
付

金
は
、
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
、
中

核
市

若
し
く

は
市
町

村
に
対

し
、
整

備
計

画

に
記

載
さ

れ
た
施

設
整
備

事
業
に

要
す

る
経
費

に
充
て

る
た
め

交
付

す
る

も
の
と

し
、
そ
の
交

付

額
は

次
に

よ
り
算

出
す
る

も
の
と

す
る

。
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 
た

だ
し

、
算

出
さ
れ

た
交

付
額

に
1,
0
00
 
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

も
の
と

す
る
。

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
４

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
ア

）（
略

）
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ
）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

２
分

の
１

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い
て

は
３
分

の
１
）

を
乗
じ

た
額
を

算
出
す

る
。
 
  

 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 

 
 
 
 （

ウ
）（

ア
）
に

よ
り
算

出
し
た

額
の
６

の
（
１

）
か

ら
（

４
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計

額
と

、 

 
 

 
 
（
イ

）
に

よ
り
算

出
し

た
額
の

６
の
（
１

）
か
ら
（
４

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合
計
額

と
を
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較
し
て
い

ず
れ
か

少
な
い

方
の
額

を
選
定

し
、
こ

の
額
の

合
計
額

を
交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 

 
 
イ
 

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 
（
ア

）（
略
）

  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
、

総

事
業
費
か

ら
寄
付

金
そ
の

他
の
収

入
額
（

社
会
福

祉
法
人

の
場
合

は
、
寄

付
金
収

入
額
を

除

く
。
）

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
別

表
１

－
１

、
別

表
１

－
２

、
別

表
１
－
３
、
別
表
３

、
別

表
４

又
は

別
表

５
に
定

め
る
国

の
負
担

割
合
を

乗
じ
た

額
を
算

出

す
る
。

  
  

  
 
 
 （

ウ
）

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

ご
と

に
、
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

５
）

及

び
（

６
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

各
々

の
額

と
、

都
道
府
県

又
は
指

定
都

市
、
中

核
市
若

し
く
は

市
町
村
が

社
会

福
祉
施

設
等
に

対
し
て

補
助

し
た

額
を

比
較
し

て
少
な

い
方
の

額
を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を
交

付
額
と

す
る
。

 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

（
略
）
 

 （
国
の
財

政
上
の

特
別
措

置
）

 
  

 
 ９

 
 
次

の
表

の
第

１
欄

に
定

め
る

区
分

ご
と

に
、

第
２

欄
に

定
め

る
対

象
施

設
の

種
類

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

施
設

の
整

備
に

係
る

交
付

金
の

交
付

額
の

算
定

に
あ

っ
て

は
、

次
に

よ
り

算
定

す
る

も
の
と

す
る
。

 

 
 

 
 
た

だ
し

、
対

象
施

設
（

児
童

厚
生

施
設

を
除

く
。

）
が

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（

昭
和

３
７

年
法

律
第

７
３

号
）

第
２

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
帯

に
所

在
す

る
場

合
は

、
別

表
２

「
交

付
基

礎
点

数
表

」
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８
を

乗
じ
て

得
ら
れ

た
点
数

を
加
算

し
、
交

付
基
礎

額
を
算

出
す

る
も

の
と
す

る
。
 

   
（
１

）
次

の
表
の

①
欄

に
掲

げ
る
「

助
産

施
設

」
「

乳
児

院
」
及

び
「

母
子
生

活
支
援

施
設
」
の

整

備
事
業

 

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し
、

交
付
額

と
す
る

。
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
 

イ
 

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 

（
ア

）（
略

）
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

（
イ
）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
交

付
基

礎
額

の
施

設
ご

と
に

、
対

象
経

費
の

実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入
額
（

社
会

福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄

付
金

収
入
額

を
除

く
。
）

を
控

除
し

た
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

に
２

分
の

１
（

児
童
厚

生
施

設
に
つ

い
て

は
３

分
の

１
）

を
乗

じ
た

額
を

算
出

す
る

。
 
  
 

   
 
 
 （

ウ
）（

ア
）
に

よ
り
算

出
し
た

額
の
６

の
（
５

）
及

び
（

６
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計

額
と

、

（
イ

）
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
す

べ
て

の
事

業
の

合
計

額
と

、

都
道

府
県

又
は

指
定

都
市

、
中
核

市
若
し

く
は
市

町
村
が

社
会
福

祉
施

設
等
に

対
し
て

補
助

し
た

額
の

合
計

額
を

比
較

し
て

少
な
い

方
の
額

を
選
定

し
、

交
付

額
と

す
る

。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

ウ
 

（
略
）
 

 
 

（
国

の
財

政
上
の

特
別
措

置
）

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
 

 
 
９
 

 
次
の

表
の

第
１
欄

に
定

め
る
区

分
ご

と
に

、
第
２

欄
に

定
め

る
対
象

施
設

の
種
類

に
掲

げ
ら

れ
て

い
る

施
設

の
整

備
に

係
る

交
付

金
の

交
付

額
の

算
定

に
あ
っ

て
は

、
次

に
よ

り
算

定
す
る

も
の

と
す

る
。
 

 
 

 
 た

だ
し

、
対

象
施

設
（

児
童
厚

生
施

設
を

除
く

。
）

が
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法
（

昭
和

３
７

年
法

律
第

７
３

号
）

第
２

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

帯
に
所

在
す

る
場

合
は

、
別

表
２

「
交

付
基

礎
点

数
表

」
中

Ａ
地

域
基
準

点
数

を
適

用
し

、
そ

の
定
め

る
方

法
に

よ
り
算

出
さ
れ

た
点
数

に
対

し
て
、
０
．
０

８
を

乗
じ

て
得
ら

れ
た
点

数
を
加

算
し
、

交
付

基
礎

額
を
算

出
す
る

も
の
と

す
る

。
 

  
（

１
）
次

の
表

の
①
欄

に
掲
げ

る
「

助
産

施
設
」
「

乳
児
院

」
及

び
「

母
子

生
活

支
援

施
設

」
の

整

備
事

業
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 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
４

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
 

 
 
（
ア

）
 
（

略
）

  
 
  
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１

－
３
、
別
表

３
、
別

表
４

又
は
別

表
５
に

定
め

る
国

の
負
担
割

合
を
乗

じ
た
額

を
算
出

す
る
。

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 

 
 
 
 （

ウ
）

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

ご
と

に
、
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か

ら
（

４
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か
ら

（
４

）
の

各
々

の
額

を
比

較
し
て
い

ず
れ
か

少
な
い

方
の
額

を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を
交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
イ
 

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 
（
ア

）
 
（

略
）

  
 
  
  

 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業
費
か

ら
寄
付

金
そ
の

他
の
収

入
額
（

社
会
福

祉
法
人

の
場
合

は
、
寄

付
金
収

入
額
を

除

く
。
）
を
控

除
し
た

額
と

を
比
較

し
て
少

な
い

方
の
額

に
別
表
１

－
１
、
別

表
１

－
２
、
別

表
１
－
３
、
別
表
３

、
別

表
４

又
は

別
表

５
に
定

め
る
国

の
負
担

割
合

を
乗

じ
た

額
を
算

出

す
る
。

  
  

 

（
ウ
）
工
事
請

負
契

約
等

を
締
結

す
る
単

位
ご

と
に

、
（

ア
）
に

よ
り

算
出
し

た
６
の
（

５
）
及

び
（

６
）
の

額
と

、（
イ
）
に

よ
り
算

出
し
た

６
の
（

５
）
及
び
（

６
）
の
各

々
の
額

と
、
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
、

中
核
市

若
し

く
は

市
町

村
が

社
会

福
祉

施
設

等
に

対
し

て
補

助
し

た
額
を
比

較
し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を
、
交

付
額
と

す
る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

  
 
 （

２
）

次
の

表
の

②
及

び
③

欄
に

掲
げ

る
「

乳
児

院
」

及
び

「
児

童
心

理
治

療
施

設
」

の
整

備
事

業
 

 
 
 
  

ア
 
６

の
（
１

）
か

ら
（

４
）
の

事
業
に

係
る
交

付
額
を

算
出
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
  
 

 ア
 

６
の
（

１
）
か

ら
（
４

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
 

 
 

（
ア

）
 
（

略
）

  
 
  
  

 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

３
分

の
２

(
助

産
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て
は

４
分

の
３
）

を
乗

じ
た

額
を
算

出
す

る
。

 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 （

ウ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
額

の
６
の
（
１

）
か

ら
（

４
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計
額

と
、 

 
 

 
  
（
イ

）
に

よ
り
算

出
し

た
額
の

６
の
（
１

）
か
ら
（
４

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合
計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し
、

交
付
額

と
す
る

。
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

イ
 

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 

 
 

（
ア

）
 
（

略
）

  
 
  
  

 
 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入
額
（

社
会

福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄

付
金

収
入
額

を
除

く
。

）
を

控
除

し
た
額

と
を

比
較

し
て
少

な
い

方
の

額
に

３
分
の

２
(
助

産
施

設
、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

つ
い

て
は

４
分

の
３
）

を
乗
じ

た
額
を

算
出
す

る
。
 
 
  

  

（
ウ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合

計
額

と
、

（
イ

）
に
よ

り
算
出

し
た
額

の
６

の
（
５

）
及
び

（
６
）

の
す

べ
て

の
事
業

の
合
計

額

と
、

都
道
府

県
又

は
指
定

都
市
、

中
核

市
若

し
く

は
市

町
村
が

社
会

福
祉

施
設
等

に
対
し

て

補
助

し
た

額
の
合

計
額
を

比
較
し

て
少

な
い
方

の
額
を

選
定
し

、
交
付

額
と
す

る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

  
 
 
（
２

）
次

の
表

の
②

及
び
③

欄
に

掲
げ

る
「
乳

児
院

」
及
び

「
情

緒
障

害
児
短

期
治

療
施
設

」
の

整
備

事
業

 

 
 
 
  

ア
 
６

の
（
１

）
か
ら

（
４
）

の
事
業

に
係

る
交

付
額

を
算

出
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 

53



 
 
（
ア

）
（
略

）
 
 
  

 
  

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た

交
付
基

礎
額
の

施
設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表
１
－

１
、
別

表
１
－

２
、
別

表
１

－
３
、
別
表

３
、
別

表
４

又
は
別

表
５
に

定
め

る
国

の
負
担
割

合
を
乗

じ
た
額

を
算
出

す
る
。

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 

 
 
 
 （

ウ
）
工
事

請
負
契

約
等

を
締
結

す
る
単

位
ご

と
に

、
（
ア

）
に
よ

り
算
出

し
た
６

の
（

１
）
か

ら
（

４
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か
ら

（
４

）
の

各
々

の
額

を
比

較
し
て
い

ず
れ
か

少
な
い

方
の
額

を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を

交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
  

イ
 
６

の
（
５

）
及

び
（

６
）
の

事
業
に

係
る
交

付
額
を

算
出
す

る
。

  
  

 

（
ア
）
（

略
）

  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業
費
か

ら
寄
付

金
そ
の

他
の
収

入
額
（

社
会
福

祉
法
人

の
場
合

は
、
寄

付
金
収

入
額
を

除

く
。
）
を

控
除
し

た
額
と

を
比
較

し
て
少

な
い
方

の
額
に

別
表
１

－
１
、
別

表
１

－
２
、
別

表
１
－
３
、
別
表
３

、
別

表
４

又
は

別
表

５
に
定

め
る
国

の
負
担

割
合
を

乗
じ
た

額
を
算

出

す
る
。

  
  

 

（
ウ
）
工
事
請

負
契

約
等

を
締
結

す
る
単

位
ご

と
に

、
（

ア
）
に

よ
り
算

出
し
た

６
の
（

５
）
及

び
（

６
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

各
々

の
額

と
、

都
道
府
県

又
は
指

定
都

市
、
中
核

市
若
し

く
は
市

町
村
が

社
会
福

祉
施

設
等

に
対

し
て

補
助

し
た
額
を

比
較
し

て
少

な
い
方

の
額
を

選
定
し

、
こ
の

額
の
合

計
額

を
、

交
付
額

と
す
る

。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。

  

  
 
 （

３
）
次

の
表
の

④
欄

に
掲

げ
る
「

児
童
福

祉
施
設

等
」
の

整
備
事

業
 

 
 
 
  

ア
 
６

の
（
１

）
か

ら
（

４
）
の

事
業
に

係
る
交

付
額
を

算
出
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 

 
 
（
ア

）
（
略

）
 
 
  

 
  
 

 
 

（
ア

）
（
略

）
 
 
  
 
  

  
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

３
分

の
２

を
乗
じ

た
額
を

算
出
す

る
。

  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 
 
 （

ウ
）
（

ア
）
に

よ
り

算
出

し
た
額

の
６

の
（

１
）
か

ら
（

４
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計
額

と
、 

 
 

 
 
（
イ

）
に

よ
り
算

出
し

た
額
の

６
の
（
１

）
か
ら
（
４

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合
計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し
、

交
付
額

と
す
る

。
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
イ
 

６
の
（

５
）
及

び
（
６

）
の
事

業
に
係

る
交
付

額
を
算

出
す
る

。
 
 
  
 

  
 

 （
ア

）
（
略

）
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入
額
（

社
会

福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄

付
金

収
入
額

を
除

く
。
）
を

控
除

し
た
額

と
を
比
較

し
て
少

な
い
方

の
額
に

３
分
の

２
を

乗
じ

た
額

を
算

出
す

る
。
 
 
  

  

（
ウ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合

計
額

と
、

（
イ

）
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

６
の

（
５

）
及

び
（

６
）

の
す

べ
て

の
事

業
の

合
計

額
と

、
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
、

中
核

市
若

し
く

は
市

町
村

が
社

会
福

祉
施

設
等

に
対

し
て

補
助

し
た
額

の
合
計

額
を
比

較
し

て
少
な

い
方
の

額
を
選

定
し

、
交

付
額

と
す

る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。

  

  
 
 （

３
）
次

の
表
の

④
欄
に

掲
げ
る

「
児

童
福

祉
施

設
等

」
の

整
備

事
業

 

 
 
 
  

ア
 
６

の
（
１

）
か
ら

（
４
）

の
事
業

に
係

る
交

付
額

を
算

出
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 

 
 
（
ア

）
（
略

）
 
 
  
 
  

  
  

54



 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

別
表

１
－

１
、
別
表

１
－

２
、
別

表
１

－
３
、
別
表

３
、
別

表
４

又
は
別

表
５
に

定
め

る
国

の
負
担
割

合
を
乗

じ
た
額

を
算
出

す
る
。

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
 

 
 
 
 （

ウ
）

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

ご
と

に
、
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か

ら
（

４
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

１
）

か
ら

（
４

）
の

各
々

の
額

を
比

較
し
て
い

ず
れ
か

少
な
い

方
の
額

を
選

定
し
、

こ
の
額

の
合
計

額
を
交
付

額
と
す

る
。

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
 

 
  

イ
 
６

の
（
５

）
及

び
（

６
）
の

事
業
に

係
る
交

付
額
を

算
出
す

る
。
 

 
 
（
ア

）
（
略

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（
イ
）
（
ア

）
に

よ
り

算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対

象
経
費

の
実
支

出
額
と

、
総

事
業
費
か

ら
寄
付

金
そ
の

他
の
収

入
額
（

社
会
福

祉
法
人

の
場
合

は
、
寄

付
金
収

入
額
を

除

く
。
）
を

控
除
し

た
額
と

を
比
較

し
て
少

な
い
方

の
額
に

別
表
１

－
１
、
別

表
１

－
２
、
別

表
１
－
３
、
別
表
３

、
別

表
４

又
は

別
表

５
に
定

め
る
国

の
負
担

割
合
を

乗
じ
た

額
を
算

出

す
る
。

  
  

 

（
ウ
）
工
事
請

負
契

約
等

を
締
結

す
る
単

位
ご

と
に

、
（

ア
）
に

よ
り

算
出
し

た
６
の
（

５
）
及

び
（

６
）

の
額

と
、
（

イ
）

に
よ

り
算

出
し

た
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

各
々

の
額

と
、

都
道
府
県

又
は
指

定
都

市
、
中
核

市
若
し

く
は
市

町
村
が

社
会
福

祉
施

設
等

に
対

し
て
補

助

し
た
額
を

比
較
し

て
少

な
い
方

の
額
を

選
定
し

、
こ
の

額
の
合

計
額

を
、

交
付
額

と
す
る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
  

  
  

    

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
を

控
除

し
た

額
と

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

３
分

の
２

を
乗
じ

た
額
を

算
出
す

る
。

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
 
  
 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 

 
 
 
 （

ウ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
額

の
６
の
（
１

）
か

ら
（

４
）
の
す

べ
て
の

事
業
の

合
計
額

と
、 

 
 

 
 
（
イ

）
に

よ
り
算

出
し

た
額
の

６
の
（
１

）
か
ら
（
４

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合
計
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
し
、

交
付
額

と
す
る

。
 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
  

イ
 
６

の
（
５

）
及
び

（
６
）

の
事
業

に
係

る
交

付
額

を
算

出
す

る
。

 

 
 

（
ア

）
（
略

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 
（

イ
）
（

ア
）
に
よ

り
算
出

し
た
交

付
基
礎

額
の
施

設
ご
と

に
、
対
象

経
費
の

実
支
出

額
と

、
総

事
業

費
か

ら
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入
額
（

社
会

福
祉

法
人
の

場
合

は
、
寄

付
金

収
入
額

を
除

く
。
）
を

控
除

し
た
額

と
を
比
較

し
て
少

な
い
方

の
額
に

３
分
の

２
を

乗
じ

た
額

を
算

出
す

る
。
 
 
  

  

（
ウ

）
（

ア
）

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
６

の
（

５
）

及
び

（
６

）
の

す
べ

て
の

事
業

の
合

計
額

と
、

（
イ

）
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

６
の

（
５

）
及

び
（

６
）

の
す

べ
て

の
事

業
の

合
計

額
と

、
都

道
府

県
又

は
指

定
都

市
、

中
核

市
若

し
く

は
市

町
村

が
社

会
福

祉
施

設
等

に
対

し
て

補
助

し
た
額

の
合
計

額
を
比

較
し

て
少
な

い
方
の

額
を
選

定
し

、
交

付
額

と
す

る
。
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

ウ
 

ア
及
び

イ
に
よ

り
算
出

し
た
額

を
合
算

し
た
額

を
交
付

額
と
す

る
。
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（
３
）
 

 
（
略

）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  

（
交
付
金

の
概
算

払
）

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
0 

（
略
）

  

 （
交
付
の

条
件
）
 

 
1
1 

（
略
）
 

 
（
１

）（
略

）
 

（
２

）
ア

 
（
略

）
 

 
 

 
イ

 
都
道

府
県

、
指

定
都

市
、
中

核
市

又
は

市
町

村
は
社

会
福
祉

法
人
等

に
対

し
て

こ
の
交

付
金
を
財

源
の
一

部
と
し

て
補
助

金
を

交
付
す

る
場
合

に
は
、
次

の
条
件

を
付
さ

な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。

  
  

（
ア
）

 （
略

）
 

（
イ
）

 （
略

）
 

（
ウ
）

 （
略

）
 

 
 
 
 

 
（
エ
）
事
業

完
了

後
に

消
費

税
及
び

地
方
消

費
税
の

申
告
に

よ
り
こ

の
補
助

金
に
係

る
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

が
確

定
し

た
場

合
（

仕
入

控
除

税
額

が
0
円
の

場
合

を
含
む

。）
は
、
別

紙
７
の

様
式
に

よ
り
速

や
か

に
、
遅

く
と

も
補

助

事
業
の
完

了
日

の
属
す

る
年
度

の
翌
々

年
度

6
月

30
日
ま
で

に
都
道
府

県
知
事

、
指

定
都
市
市

長
、

中
核
市

市
長
又

は
市
町

村
長
に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

１
 
 

区
 

 
 

 
 

分
 

２
 

対
象

施
設
の

種
類

 

①
 
 
 

 
 
 

 
（
略

）
 

（
略

）
 

②
 
 
 

 
 
 

 
（
略

）
 

乳
児

院
 

児
童

心
理

治
療
施

設
 

②
 
 
 

 
 
 

 
（
略

）
 

乳
児

院
 

児
童

心
理

治
療
施

設
 

④
 
 
 

 
 
 

 
（
略

）
 

児
童

福
祉

施
設
等

（
児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー
、

職
員
養

成
施

設
、

そ
の

他
施
設

を
除
く

。）
 

 

（
３

）
 

 
（
略

）
 

 （
交

付
金

の
概
算

払
）

  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
0 

（
略

）
  

 （
交

付
の

条
件
）

 

 
1
1 

（
略

）
 

 
（
１

）（
略

）
 

（
２

）
ア

 
（
略

）
 

イ
 

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
又

は
市

町
村

は
社

会
福

祉
法

人
等

に
対

し
て

こ
の

交
付

金
を

財
源

の
一

部
と

し
て

補
助

金
を

交
付

す
る

場
合

に
は

、
次

の
条

件
を

付
さ

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

  

 
（
ア

）
 
（

略
）

 

（
イ

）
 （

略
）

 

（
ウ

）
 （

略
）

 

 
 

 
 

 
（

エ
）
事

業
完

了
後

に
消
費

税
及
び

地
方
消

費
税
の

申
告
に

よ
り
こ

の
補

助
金
に

係
る
消

費
税

及
び

地
方

消
費
税

に
係
る

仕
入

控
除

税
額

が
確

定
し

た
場

合
は

、
別

紙
７

の
様

式
に

準
じ

て
速

や
か
に

都
道
府

県
知

事
、

指
定

都
市
市

長
、
中

核
市

市
長

又
は

市
町

村
長

に
報

告
し
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
 

 
 な

お
、

事
業

者
が

全
国

的
に

事
業

を
展

開
す

る
組

織
の

一
支

部
（

又
は

一
支

社
、

１
 
 

区
 

 
 

 
 
分

 
２

 
対

象
施

設
の

種
類
 

①
 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
（

略
）

 

②
 
 
 

 
 
 

 
（

略
）

 
乳

児
院

 

情
緒
障

害
児

短
期

治
療
施
設
 

③
 
 

 
 

 
 

 
（

略
）

 
乳

児
院

 

情
緒
障

害
児

短
期

治
療
施
設
 

④
 
 
 

 
 
 

 
（

略
）

 
児

童
福

祉
施
設

等
（
児

童
家
庭

支
援
セ

ン
タ
ー

、
職
員

養
成
施

設
、
応

急
仮

設
施

設
、

そ
の
他

施
設
を

除
く
。
）
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な
お

、
事

業
者

が
全

国
的

に
事

業
を

展
開
す

る
組
織

の
一
支

部
（
又

は
一
支

社
、
一

支
所
等
）
で

あ
っ

て
、
自

ら
消

費
税
及

び
地
方

消
費
税

の
申
告

を
行

わ
ず
、
本

部
（

又

は
本
社

、
本
所

等
）
で

消
費

税
及

び
地

方
消
費

税
の
申

告
を
行

っ
て

い
る

場
合
は

、
本

部
の
課
税

売
上

割
合

等
の

申
告

内
容
に

基
づ
き

報
告
を

行
う
こ

と
。
 
 
  

 
  

 
  

  

ま
た
、
補

助
金

に
か

か
る

仕
入

れ
控

除
税

額
が

あ
る
こ

と
が
確

定
し
た

場
合

に
は

、
当

該
仕
入
控

除
税

額
を

都
道

府
県

、
指
定

都
市
、
中

核
市

又
は
市

町
村
に

返
還

し
な

け
れ

ば
な
ら
な

い
。

 

 ウ
 
（
略

）
 

エ
 
（
略

）
 

オ
 
（
略

）
 

 （
申
請
手

続
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
2 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 

（
変
更
申

請
手
続

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
3 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
 
  

 
 

（
交
付
決

定
ま
で

の
標
準

的
期

間
）

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
4 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

（
状
況
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
5 

（
略
）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
実
績
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
6 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

（
交
付
金

の
返
還

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  
  
 
 
  
 
 

 
1
7 

（
略
）

  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

一
支

所
等

）
で

あ
っ

て
、

自
ら

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
申

告
を

行
わ

ず
、

本
部

（
又

は
本

社
、

本
所

等
）

で
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

を
行

っ
て

い
る

場
合

は
、

本
部

の
課
税

売
上
割

合
等
の

申
告

内
容
に

基
づ
き

報
告
を

行
う

こ
と

。
 
 
  

 
  

 
  

 

ま
た

、
都

道
府

県
知

事
、

指
定

都
市

市
長

、
中

核
市

市
長

又
は

市
町

村
長

に
報

告
が

あ
っ

た
場

合
は

、
当

該
仕

入
控

除
税
額

の
全
部

又
は
一

部
を

都
道

府
県

、
指

定
都
市

、

中
核

市
又

は
市
町

村
に

納
付
さ

せ
る
こ

と
が
あ

る
。

 

 

ウ
 

（
略

）
 

エ
 

（
略

）
 

オ
 

（
略

）
 

 
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

（
申

請
手

続
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
2 

（
略

）
  

 
 
 
  
  

（
変

更
申

請
手
続

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
3 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

（
交

付
決

定
ま
で

の
標
準

的
期
間

）
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
4 

（
略

）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

（
状

況
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
5 

（
略

）
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
実

績
報

告
）

  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
 

 
1
6 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
交

付
金

の
返
還

）
 
 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
1
7 

（
略

）
  

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
 

（
そ

の
他

）
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（
そ
の
他

）
 
 
  

 
  

 
  

 
  

  
 
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  

 
 
  
 
 

 
1
8 

（
略
）

  

 

 
1
8 

（
略

）
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改
 

 
 
 

 
正
 

 
 
 
 

後
 

現
 

 
 
 

 
行
 

別
表

１
－

１
 

算
定

基
準
 

（
耐

震
化

等
整
備

事
業
を

除
く
。

）
 

創
設
、
増

築
、
増

改
築
、

改
築
、

拡
張

及
び
老

朽
民
間

児
童
福

祉
施

設
整

備
 

１
 
区

分
 

２
種
目
 

３
 

 
 
基

準
 

４
 

対
象

経
費
 

５
 

負
担

割
合
 

施
設
整
備
 

 

本
体
工

事
費
 

ア
～

カ
 

（
略
）
 

 キ
 
積

雪
寒

冷
地

域
（

寒
冷
地

手

当
支
給

規
則
（

昭
和

３
９
年

総

理
府
令

第
３
３

号
）
別

表
１

に

掲
げ
る

地
域
（

国
家

公
務
員

の

寒
冷
地

手
当
支

給
地
域

）
と

す

る
。
）
に
所

在
す
る

下
記
に

掲

げ
る
対

象
施
設

の
体
育

施
設

に
あ
っ

て
は
、
１
施

設
当
た

り

3
1
,
07
0点

数
を

基
準
と
す

る
。
 

 
 
た

だ
し

、
地

震
対

策
緊
急

整

備
事
業

計
画
に

基
づ
い

て
実

施
さ
れ

る
事
業

の
う
ち

、
同

法

別
表
第

１
に
掲

げ
る
児

童
福

祉
施
設
（
木

造
施
設

の
改
築

と

し
て
行

う
場
合

）
と

し
て
行

う

場
合
及

び
地
震

防
災
緊

急
事

業
五
箇

年
計
画

に
基
づ

い
て

実
施
さ

れ
る
事

業
の
う

ち
、
同

法
別
表

第
１
に

掲
げ
る

児
童

福
祉
施

設
（

木
造
施

設
の
改

築

と
し
て

行
う
場

合
）
と

し
て

行

（
略

）
 

別
表

１
－

４
の

通
り
 

別
表

１
－

１
 

算
定

基
準
 

（
耐
震

化
等
整

備
事
業

を
除
く

。
）

 

創
設

、
増

築
、
増

改
築
、

改
築
、

拡
張

及
び
老

朽
民
間

児
童
福

祉
施

設
整

備
 

１
 

区
分
 

２
 

種
目

 
３

 
 
基

準
 

４
 
対

象
経

費
 

施
設

整
備

 

 

本
体

工
事

費
 

ア
～

カ
 

（
略
）

 

 キ
 

積
雪

寒
冷

地
域

（
寒

冷
地

手
当

支
 

 
給

規
則

（
昭
和

３
９
年

総
理
府

令
第
 

 
３

３
号

）
別
表

１
に

掲
げ

る
地

域
（

国

家
公
務

員
の
寒

冷
地
手

当
支
給

地

域
）
と

す
る
。

）
に
所

在
す
る

下
記

に
掲
げ

る
対
象

施
設
の

体
育
施

設
に

あ
っ
て

は
、
１

施
設
当

た
り

3
0,

1
7
0

点
数

を
基

準
と

す
る

。
 

 
 

た
だ

し
、

地
震

対
策

緊
急

整
備

事

業
計
画

に
基
づ

い
て
実

施
さ
れ

る
事

業
の
う

ち
、
同

法
別
表

第
１
に

掲
げ

る
児
童

福
祉
施

設
（
木

造
施
設

の
改

築
と
し

て
行
う

場
合
）

と
し
て

行
う

場
合
及

び
地
震

防
災
緊

急
事
業

五
箇

年
計
画

に
基
づ

い
て
実

施
さ
れ

る
事

業
の
う

ち
、
同

法
別
表

第
１
に

掲
げ

る
児
童

福
祉
施

設
（
木

造
施
設

の
改

築
と
し

て
行
う

場
合
）

と
し
て

行
う

場
合
に

は
１
施

設
当
た

り
4
0,

23
0
点

数
を

基
準

と
す
る

。
 

 

（
略
）
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う
場
合

に
は

１
施

設
当
た

り
4

1
,
4
30

点
数
を

基
準

と
す
る

。
 

〈
対
象

施
設
〉

 

 
婦

人
保

護
施
設

、
児
童

養
護
施

設
、
児

童
心

理
治
療

施
設

、
児

童
自
立

支
援
施

設
 

 ク
 
 

 
 

（
略

）
 

 ケ
 
1
拠

点
当

た
り
交

付
基
礎

点

数
を

適
用

す
る
場

合
 

別
表
２

に
掲
げ

る
1拠

点
あ

た
り
交

付
基
礎

点
数
を

標

準
と
す

る
。
 

 

特
殊
附

帯
工
事

費
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 

解
体
撤

去
工
事

費
及
び

仮
設
施

設
整
備

工
事
費
 

（
略

）
 

（
略

）
 

 

 

（
注

）
 

（
略
）

 

    

  〈
対
象

施
設
〉

 

 
婦

人
保

護
施
設

、
児
童

養
護
施

設
、

情
緒
障

害
児
短

期
治
療

施
設

、
児

童

自
立
支

援
施
設

 

 ク
 

 
 

 
 
（

略
）

 

 

（
新
規

）
 

     

特
殊

附
帯

工
事

費
 

 

（
略
）

 
（

略
）

 

解
体

撤
去

工
事

費
及

び
仮
設

施

設
整

備
工

事
費
 

 

（
略
）

 
（

略
）

 

（
注

）
 

（
略
）
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別
表

１
－

２
 
 

 

算
定

基
準
 

（
別

表
１

－
１

、
別
表
１

－
３

、
別

表
３

、
別
表

４
及
び

別
表
５

に
掲

げ
る
整

備
以
外

の
事
業

）
 

１
 
区

分
 

２
種
目
 

３
 

 
 
基

準
 

４
 

対
象

経
費
 

５
 

負
担

割
合
 

施
設
整
備
 

 

本
体
工

事
費
 

（
略

）
 

 

 （
１
）
公

的
機

関
（

都
道

府
県
又
 

は
市

町
村

の
建

築
担
当
課

 

等
）

の
見

積
り
 

 （
２
）
工

事
請
負

業
者
２

社
の
見
 

積
り
を

比
較
し

て
、
低

い
方

の
見
積

り
 

 

（
略

）
 

別
表

１
－

４
の

通
り
 

ス
プ
リ

ン
ク
 

ラ
ー
設

備
等
 

工
事
費
 

(
既
存

施

設
) 

（
略

）
 

（
略

）
 

 

仮
設
施

設
整
備

工
事
費
 

  

（
略

）
 

（
略

）
 

 

 

（
注

）
 

（
略
）

 

 

別
表

１
－

２
 
 

 

算
定

基
準
 

（
別

表
１

－
１

、
別
表

３
、
別

表
４
及

び
別
表

５
に
掲

げ
る
整

備
以

外
の

事
業
）
 

１
 

区
分
 

２
 

種
目

 
３

 
 
基

準
 

４
 
対

象
経

費
 

施
設

整
備

 

 

本
体

工
事

費
 

（
略
）

 

  （
１
）

公
的
機

関
（
都

道
府
県

又
 

は
市
町

村
の
建

築
課

等
）

の
 

見
積
り

 

 （
２
）

工
事
請

負
業
者

の
見
積

 

   

（
略
）

 

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等
 

工
事

費
 

(
既
存

施

設
) 

 

（
略
）

 
（

略
）

 

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
 

  

（
略
）

 
（

略
）

 

（
注

）
 

（
略
）
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別
表

１
－

３
 

算
定

基
準
 

（
防
犯
対

策
強

化
整

備
事
業
）
 

１
 
区

分
 

２
種
目
 

３
 

 
 
基

準
 

４
 

対
象

経
費
 

５
 

負
担

割
合
 

施
設
整
備
 

 

本
体
工

事
費
 

  

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
防

犯
対

策
の

強
化

に
係

る

整
備

に
つ

い
て
は
、
次
の

取
り

扱
い

と
す

る
。
 

 ア
 
門

、
フ
ェ

ン
ス
等

の
外
構

の
 

設
置
、

修
繕
等

 

次
の

い
ず

れ
か

の
低

い
方

の
価

格
を
２

，
０
０

０
（

児
童

厚
生
施

設
に
つ

い
て
は

３
，
０

０
０
）
で

除
し
た

点
数
を

基
準
と

す
る
。

 

 （
１
）
公

的
機

関
（

都
道

府
県
又
 

は
市

町
村

の
建
築

担
当
課
 

等
）

の
見

積
り
 

 （
２
）
工

事
請
負

業
者
２

社
の
見
 

積
り
を

比
較
し

て
、
低

い
方

の
見
積

り
 

  
※

た
だ

し
、
見

積
り
額

に
つ
い
 

て
、
入

所
施
設

は
１
，

０
０
０

，
 

０
０
０

円
未
満

、
入

所
施

設
以
外
 

の
施
設

は
３
０

０
，
０
０

０
円
未
 

満
の
場

合
は
本

事
業
の

対
象
と

 

 
 
防
犯
対

策
の
強

化
に

係
る

整
備
に

必
要

な
工

事
費
又

は
工

事
請

負
費

（
７

に
定

め
る
費

用
を

除
く

。
）
及

び
工

事
事

務
費

（
工

事
施

工
の
た

め
直

接
必

要
な
事

務
に

要
す

る
費
用

で
あ

っ
て

、
旅
費

、

消
耗

品
費

、
通
信

運
搬

費
、

印
刷
製

本
費

及
び

設
計
監

督
料

等
を

い
い
、

そ
の

額
は

、
工
事

費
又

は
工

事
請
負

費
の

２
．

６
％
に

相
当

す
る

額
を
限

度
額

と
す

る
。
以

下
同

じ
。
）
。
 
た

だ
し

、
別

の
補
助

金
等

又
は

こ
の
種

目
と

は
別

の
種
目

に
お

い
て

別
途
交

別
表

１
－

４
の

通
り
 

別
表

１
－

３
 

  

（
新
規

）
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し
な
い

。
 

 イ
 
非

常
通

報
装

置
等

の
設

置
 

次
の
い

ず
れ
か

の
低
い

方
の
価

 

格
を
２

，
０
０

０
（

児
童

厚
生
施
 

設
に
つ

い
て
は

３
，
０

０
０
）
で
 

除
し
た

点
数
と

９
０
０

点
を
比

 

較
し
て

、
い

ず
れ

か
少
な

い
方
の
 

点
数
を

基
準
と

す
る
。

 

 （
１
）
公

的
機

関
（

都
道

府
県
又

は
市

町
村

の
建

築
担

当
課

等
）
の

見
積
り

 

 （
２
）
工

事
請
負

業
者
２

社
の
見

積
り

を
比

較
し

て
、

低
い

方

の
見
積

り
 

  
※

た
だ

し
、
見

積
り
額

に
つ
い
 

て
、
３

０
０
，
０

０
０
円

未
満
の
 

場
合
は

本
事
業

の
対
象

と
し
な

 

い
。
 

  

 

 

付
対

象
と

す
る
費

用
を

除
き

（
以
下

同
じ

。
）

、
工
事

費
又

は
工

事
請
負

費
に

は
、

こ
れ
と

同
等

と
認

め
ら
れ

る
委

託
費

、
分
担

金
及

び
適

当
と
認

め
ら

れ
る

購
入
費

等
を

含
む

（
以
下

同
じ

。
）

。
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別
表

１
－

４
 

次
世
代
育

成
支
援

対
策
施

設
整
備

交
付

金
に
お

け
る
施

設
整
備
 

事
業
の
国

、
都
道

府
県
、

市
区
町

村
、

設
置
主

体
の
負

担
割
合
 

 施
設

の
設

置
主

体
が
都

道
府
県

等
の
場

合
 

区
分
 

国
 

都
道

 

府
県

 

市
区

 

町
村

 

児
童

厚
生

施
設

（
市
区

町
村
が

設
置
す

る
場
合

）
 

１
／

３
 

１
／

３
 

１
／

３
 

児
童

厚
生

施
設

（
都
道

府
県
が

設
置
す

る
場
合

）
 

１
／

３
 

２
／

３
 

－
 

児
童

厚
生

施
設

以
外
（

市
区
町

村
が
設

置
す
る

場

合
）
 

１
／

２
 

１
／

４
 

１
／

４
 

児
童

厚
生

施
設

以
外
（

都
道
府

県
が
設

置
す
る

場

合
）
 

１
／

２
 

１
／

２
 

－
 

 施
設

の
設

置
主

体
が
民

間
（
法

人
等
）

の
場
合

 

区
分
 

国
 

都
道

 

府
県

 

市
区
 

町
村
 

設
置
 

主
体
 

児
童

厚
生

施
設

 

（
市

区
町

村
が

設
置
主

体
に
補

助
す
る

場
合
）

 

１
／
３
 

－
 

１
／

３
 

１
／

３
 

児
童

厚
生

施
設

 

（
都

道
府

県
が

設
置
主

体
に
補

助
す
る

場
合
）

 

１
／
３
 

１
／

３
 

－
 

１
／

３
 

児
童

厚
生

施
設

以
外
 

（
市

区
町

村
が

設
置
主

体
に
補

助
す
る

場
合
）

 

１
／
２
 

－
 

１
／

４
 

１
／

４
 

児
童

厚
生

施
設

以
外
 

（
都

道
府

県
が

設
置
主

体
に
補

助
す
る

場
合
）

 

１
／
２
 

１
／

４
 

－
 

１
／

４
 

 

別
表

１
－

４
 

 

（
新
規

）
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改
 

 
 
 

 
正
 

 
 
 
 

後
 

現
 

 
 
 

 
行
 

 
 

 

別
　

表
　

２

１
人

当
た

り
2
,5

4
0

１
世

帯
当

た
り

3
,0

3
0

１
人

当
た

り
5
1

１
人

当
た

り
3
,0

7
0

１
人

当
た

り
3
3
8

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

１
人

当
た

り
5
1

１
人

当
た

り
2
4

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

1
,8

9
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

１
人

当
た

り
5
4
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
4
4

１
人

当
た

り
4
7
0

１
人

当
た

り
6
7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,0

3
0

１
世

帯
当

た
り

7
,0

1
0

１
世

帯
当

た
り

5
1

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

１
世

帯
当

た
り

3
,8

6
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
世

帯
当

た
り

4
4

１
人

当
た

り
6
7
0

１
人

当
た

り
9
6
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
1
4

１
施

設
当

た
り

1
2
,8

7
2

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,0

1
9

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
2
,7

2
8

１
施

設
当

た
り

9
,8

5
9

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,0

1
9

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
2
,7

2
8

１
施

設
当

た
り

1
9
,3

9
1

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,0

1
9

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
2
,7

2
8

１
施

設
当

た
り

2
5
,8

7
1

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,8

4
4

移
動

型
児

童
館

用
車

両
１

施
設

当
た

り
1
,5

2
1

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

初
度

設
備

相
当

加
算

助
産

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

単
位

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

心
理

療
法

室
整

備
加

算

乳
児

院
本

体

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

（
5
0
0

㎡
以

上
）

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

小
型

児
童

館

（
2
1
7
.6

㎡
以

上
）

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

児
童

厚
生

施
設

本
体

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

児
童

セ
ン

タ
ー

（
3
3
6
,6

㎡
以

上
）

小
型

児
童

館

（
都

市
部

等
用

地
取

得
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

）

（
1
6
3
.2

㎡
以

上
）

別
　

表
　

２

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・
島

根
県

・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
2
,4

7
0

2
,3

6
0

2
,2

4
0

2
,1

2
0

１
世

帯
当

た
り

2
,9

5
0

2
,8

1
0

2
,6

6
0

2
,5

2
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
2
,9

9
0

2
,8

5
0

2
,7

0
0

2
,5

6
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
1
,8

9
0

1
,8

0
0

1
,7

1
0

1
,6

2
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

1
,8

4
0

1
,7

5
0

1
,6

6
0

1
,5

8
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

１
人

当
た

り
5
3
0

5
1
0

4
8
0

4
5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
4
6
0

4
3
0

4
1
0

3
9
0

１
人

当
た

り
6
6
0

6
3
0

6
0
0

5
7
0

１
世

帯
当

た
り

2
,9

5
0

2
,8

1
0

2
,6

6
0

2
,5

2
0

１
世

帯
当

た
り

6
,8

1
0

6
,4

8
0

6
,1

6
0

5
,8

4
0

１
世

帯
当

た
り

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

１
世

帯
当

た
り

3
,7

5
0

3
,5

7
0

3
,3

9
0

3
,2

1
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
世

帯
当

た
り

１
人

当
た

り
6
6
0

6
3
0

6
0
0

5
7
0

１
人

当
た

り
9
4
0

8
9
0

8
5
0

8
0
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

移
動

型
児

童
館

用
車

両
１

施
設

当
た

り
1
,4

7
7

1
2
,4

9
8

小
型

児
童

館

（
2
1
7
.6

㎡
以

上
）

9
9
0

2
,6

4
9

9
9
0

9
9
0

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

4
3

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

5
0

1
4

児
童

厚
生

施
設

本
体

1
,7

9
1

2
,6

4
9

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

児
童

セ
ン

タ
ー

（
3
3
6
,6

㎡
以

上
）

小
型

児
童

館
（
都

市
部

等
用

地
取

得
が

困
難

と
認

め
ら

れ
る

場
合

）

（
1
6
3
.2

㎡
以

上
）

9
,5

7
2

2
,6

4
9

1
8
,8

2
7

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

（
5
0
0

㎡
以

上
）

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

4
3

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

2
5
,1

1
8

単
位

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

心
理

療
法

室
整

備
加

算

3
2
9

乳
児

院
本

体

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数
　

表

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）
2
4

初
度

設
備

相
当

加
算

5
0

助
産

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

65



 
 

 

 

１
人

当
た

り
2
,9

7
0

１
人

当
た

り
5
1

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,6

0
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

１
人

当
た

り
1
,0

9
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
4
4

１
人

当
た

り
6
7
0

１
人

当
た

り
1
8
0

１
世

帯
当

た
り

3
,0

3
0

１
人

当
た

り
3
,5

1
0

１
人

当
た

り
5
1

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,2

5
0

１
施

設
当

た
り

2
4
,1

7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,0

3
0

１
人

当
た

り
1
,4

7
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
4
2

１
人

当
た

り
4
,1

7
0

１
人

当
た

り
5
1

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,9

0
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

１
世

帯
当

た
り

3
,0

3
0

１
人

当
た

り
1
,4

7
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
4
2

１
施

設
当

た
り

9
,5

5
0

１
人

当
た

り
1
,6

3
0

１
人

当
た

り
5
1

１
人

当
た

り
4
,2

2
0

１
人

当
た

り
5
1

１
人

当
た

り
3
,8

5
0

１
人

当
た

り
5
1

１
施

設
当

た
り

7
,8

1
0

１
施

設
当

た
り

7
,8

1
0

１
施

設
当

た
り

7
,8

1
0

１
拠

点
当

た
り

7
,8

1
0

１
世

帯
当

た
り

2
,5

4
0

１
世

帯
当

た
り

5
1

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

１
人

当
た

り
6
7
0

１
人

当
た

り
6
7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

9
0

１
世

帯
当

た
り

5
1

１
施

設
当

た
り

1
5
,7

3
0

（
注

）

４
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

Ａ
型

児
童

館
、

Ｂ
型

児
童

館
及

び
B

型
児

童
館

で
A
型

児
童

館
と

併
設

す
る

場
合

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

６
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

９
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

７
　

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

で
一

時
保

護
委

託
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

整
備

を
す

る
場

合
に

は
、

当
該

本
体

及
び

初
度

設
備

相
当

加
算

（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

８
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
2
7
年

7
月

1
7
日

雇
児

発
0
7
1
7
第

1
2
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

対
応

型
及

び
病

後
児

対
応

型
を

実
施

す
る

た
め

の
保

育
室

等
を

整
備

す
る

場
合

に
限

る
。

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

３
分

の
１

）
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

本
体

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

学
習

室
整

備
加

算

婦
人

保
護

施
設

本
体

心
理

療
法

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

保
育

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

本
体

心
理

療
法

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

職
員

養
成

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

心
理

治
療

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点

利
用

者
支

援
事

業
所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
2
,8

9
0

2
,7

5
0

2
,6

2
0

2
,4

8
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,4

7
0

4
,2

6
0

4
,0

4
0

3
,8

3
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

１
人

当
た

り
1
,0

6
0

1
,0

1
0

9
6
0

9
1
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
6
6
0

6
3
0

6
0
0

5
7
0

１
人

当
た

り
1
8
0

1
7
0

1
6
0

1
5
0

１
世

帯
当

た
り

2
,9

5
0

2
,8

1
0

2
,6

6
0

2
,5

2
0

１
人

当
た

り
3
,4

1
0

3
,2

4
0

3
,0

8
0

2
,9

2
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,1

3
0

3
,9

3
0

3
,7

3
0

3
,5

4
0

１
施

設
当

た
り

2
3
,4

7
0

2
2
,3

6
0

2
1
,2

4
0

2
0
,1

2
0

１
世

帯
当

た
り

2
,9

5
0

2
,8

1
0

2
,6

6
0

2
,5

2
0

１
人

当
た

り
1
,4

3
0

1
,3

6
0

1
,3

0
0

1
,2

3
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
4
,0

5
0

3
,8

6
0

3
,6

7
0

3
,4

7
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

4
,7

6
0

4
,5

3
0

4
,3

1
0

4
,0

8
0

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

１
世

帯
当

た
り

2
,9

5
0

2
,8

1
0

2
,6

6
0

2
,5

2
0

１
人

当
た

り
1
,4

3
0

1
,3

6
0

1
,3

0
0

1
,2

3
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
施

設
当

た
り

9
,2

8
0

8
,8

4
0

8
,3

9
0

7
,9

5
0

１
人

当
た

り
1
,5

9
0

1
,5

2
0

1
,4

4
0

1
,3

7
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
4
,1

0
0

3
,9

1
0

3
,7

1
0

3
,5

2
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
3
,7

4
0

3
,5

6
0

3
,3

8
0

3
,2

1
0

１
人

当
た

り

１
施

設
当

た
り

7
,5

9
0

7
,2

3
0

6
,8

7
0

6
,5

1
0

１
施

設
当

た
り

7
,5

9
0

7
,2

3
0

6
,8

7
0

6
,5

1
0

１
施

設
当

た
り

7
,5

9
0

7
,2

3
0

6
,8

7
0

6
,5

1
0

１
世

帯
当

た
り

2
,4

7
0

2
,3

6
0

2
,2

4
0

2
,1

2
0

１
世

帯
当

た
り

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

１
人

当
た

り
6
6
0

6
3
0

6
0
0

5
7
0

１
人

当
た

り
6
6
0

6
3
0

6
0
0

5
7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,8

8
0

3
,6

9
0

3
,5

1
0

3
,3

2
0

１
世

帯
当

た
り

１
施

設
当

た
り

1
5
,2

8
0

1
4
,5

5
0

1
3
,8

2
0

1
3
,0

9
0

（
注

）

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

３
分

の
１

）
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

４
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

Ａ
型

児
童

館
、

Ｂ
型

児
童

館
及

び
B

型
児

童
館

で
A
型

児
童

館
と

併
設

す
る

場
合

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

６
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

5
0

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

4
1

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

本
体

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

5
0

5
0

5
0

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

８
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（
平

成
2
0
年

6
月

9
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
う

ち
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

を
実

施
す

る
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
Ａ

地
域

基
準

点
数

を
適

用
し

、
さ

ら
に

そ
の

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

学
習

室
整

備
加

算

婦
人

保
護

施
設

本
体

5
0

心
理

療
法

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

保
育

室
整

備
加

算

９
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

初
度

設
備

相
当

加
算

７
　

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

、
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

心
理

療
法

室
整

備
加

算

4
1

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

本
体

心
理

療
法

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

職
員

養
成

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

4
3

心
理

療
法

室
整

備
加

算

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

利
用

者
支

援
事

業
所

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

初
度

設
備

相
当

加
算

5
0

5
0

66



 
 

 

 

単
位

交
付

基
礎

点
数

（
沖

縄
県

）

１
人

当
た

り
4
,6

2
0

１
人

当
た

り
5
2
5

１
人

当
た

り
2
,6

0
0

１
人

当
た

り
7
2

１
人

当
た

り
3
5

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,5

3
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,9

8
0

１
人

当
た

り
7
3
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
6
2

１
人

当
た

り
6
2
0

１
人

当
た

り
9
0
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

4
0

１
世

帯
当

た
り

1
0
,5

2
0

１
世

帯
当

た
り

8
0

１
施

設
当

た
り

2
3
,6

0
0

１
世

帯
当

た
り

5
,7

9
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
世

帯
当

た
り

7
1

１
人

当
た

り
1
,0

1
0

１
人

当
た

り
1
,4

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
2
2

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

５
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
2
7
年

7
月

1
7
日

雇
児

発
0
7
1
7
第

1
2
号

通
知

）
」

に
基

づ
き

、
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

を
実

施
す

る
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
沖

縄
振

興
特

別
措

置
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

４
号

）
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く
事

業
と

し
て

行
う

場
合

） ６
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を

整
備

す
る

場
合

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を

整
備

す
る

場
合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

３
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

４
　

乳
児

院
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

、
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

単
位

沖
縄

県

１
人

当
た

り
4
,4

9
0

１
人

当
た

り
5
1
0

１
人

当
た

り
2
,5

3
0

１
人

当
た

り
7
0

１
人

当
た

り
3
4

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

2
,4

6
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,3

7
0

１
人

当
た

り
7
1
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
6
1

１
人

当
た

り
6
1
0

１
人

当
た

り
8
8
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

3
0

１
世

帯
当

た
り

1
0
,2

2
0

１
世

帯
当

た
り

7
8

１
施

設
当

た
り

2
2
,9

2
0

１
世

帯
当

た
り

5
,6

3
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
世

帯
当

た
り

6
9

１
人

当
た

り
9
9
0

１
人

当
た

り
1
,4

1
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
2
2

（
注

）
１

　
改

築
整

備
に

係
る

初
度

設
備

相
当

加
算

は
、

交
付

基
礎

点
数

の
２

分
の

１
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
沖

縄
振

興
特

別
措

置
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

４
号

）
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く
事

業
と

し
て

行
う

場
合

）

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を

整
備

す
る

場
合

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

６
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

４
　

乳
児

院
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

、
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

心
理

療
法

室
整

備
加

算

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

５
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（
平

成
2
0
年

6
月

9
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
う

ち
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

を
実

施
す

る
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。

３
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

２
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

67



 

 

 

  

１
人

当
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り
2
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3
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１
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当
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り
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１
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１
グ

ル
ー

プ
ケ
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,5

6
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１
施
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,2

9
0

１
人

当
た
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7
4
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
6
0

１
人

当
た

り
6
3
0

１
人

当
た

り
9
2
0

１
世

帯
当

た
り

4
,1

0
0

１
人

当
た

り
4
,7

4
0

１
人

当
た

り
6
9

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,7

4
0

１
施

設
当

た
り

3
2
,7

1
0

１
世

帯
当

た
り

4
,1

0
0

１
人

当
た

り
1
,9

9
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
7

（
注

）

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

以
内

で
厚

生
労

働
大

臣
の

必
要

と
認

め
た

ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
こ

と
。

■
交

付
基

礎
点

数
表

（地
震

防
災

対
策

強
化

地
域

に
お

け
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

に
係

る
国

の
財

政
上

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（昭

和
５

５
年

法
律

第
６

３
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

の
う

ち
、

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（
木

造
施

設
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）及

び
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法

（平
成

７
年

法
律

第
１

１
１

号
）第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

防
災

緊
急

事
業

五
箇

年
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（木
造

の
改

築
と

し
て

行
う

場
合

）と
し

て
行

う
場

合
）

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

心
理

療
法

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を

整
備

す
る

場
合

初
度

設
備

相
当

加
算

乳
児

院
本

体

単
位

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

児
　

童
　

心
　

理
　

治
　

療
　

施
　

設
　

本
　

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3号

）
第

2条
第

2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
06

1
2
0
0
5
号

  
平

成
20

年
6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

４
　

「
病

児
・病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（平
成

2
7年

7
月

17
日

雇
児

発
0
7
17

第
1
2
号

通
知

）」
に

基
づ

き
、

病
児

対
応

型
及

び
病

後
児

対
応

型
を

実
施

す
る

た
め

の
保

育
室

等
を

整
備

す
る

場
合

に
限

る
。

５
　

乳
児

院
、

児
童

心
理

治
療

施
設

で
一

時
保

護
委

託
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

整
備

を
す

る
場

合
に

は
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

６
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈
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・
鳥

取
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・
広

島
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・
熊

本
県

・
鹿

児
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栃
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県
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井
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庫
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歌
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岡

山
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山
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川
県
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知
県
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佐

賀
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長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県
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0
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１
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た
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１
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り
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0
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0

１
人

当
た

り
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0
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7
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

9
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,6

1
0

3
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１
人

当
た

り
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9
0

4
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7
0

3
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5
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,5

8
0

5
,3

2
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5
,0

5
0

4
,7

9
0

１
施

設
当

た
り

3
1
,7

6
0

3
0
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5
0

2
8
,7

4
0
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7
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2
0

１
世

帯
当

た
り

3
,9

9
0

3
,8

0
0

3
,6

1
0

3
,4

2
0

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

1
,8

5
0

1
,7

6
0

1
,6

6
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

（
注

）

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

以
内

で
厚

生
労

働
大

臣
の

必
要

と
認

め
た

ポ
イ

ン
ト

で
あ

る
こ

と
。

５
　

乳
児

院
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

当
該

本
体

及
び

初
度

設
備

相
当

加
算

（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

６
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

6
7

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

5
6

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

初
度

設
備

相
当

加
算

5
9

6
7

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
地

震
防

災
対

策
強

化
地

域
に

お
け

る
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
に

係
る

国
の

財
政

上
の

特
別

措
置

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
５

５
年

法
律

第
６

３
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

の
う

ち
、

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（
木

造
施

設
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）
及

び
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
７

年
法

律
第

１
１

１
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

防
災

緊
急

事
業

五
箇

年
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（
木

造
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）
と

し
て

行
う

場
合

）

乳
児

院
本

体

単
位

４
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（
平

成
2
0
年

6
月

9
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

通
知

）
」

に
基

づ
き

、
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
う

ち
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

を
実

施
す

る
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等
整

備
加

算

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

は
、

Ａ
地

域
基

準
点

数
を

適
用

し
、

さ
ら

に
そ

の
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

点
数

に
対

し
て

、
０

．
０

８
を

乗
じ

て
得

ら
れ

た
点

数
を

加
算

す
る

こ
と

。
（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

心
理

療
法

室
整

備
加

算

3
3

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

心
理

療
法

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）
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初
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設
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算

１
人

当
た

り
1
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１
施

設
当

た
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1
6
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9
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初
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設
備

相
当

加
算

１
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設
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た
り

1
,3

4
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放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
3
,6

0
0

１
施

設
当

た
り

1
3
,0

1
4

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,3

4
6

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
3
,6

0
0

１
施

設
当

た
り

2
5
,5

9
7

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

1
,3

4
6

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り
3
,6

0
0

１
施

設
当

た
り

3
4
,1

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

2
,4

3
4

移
動

型
児

童
館

用
車

両
１

施
設

当
た

り
2
,0

0
8

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

（
5
0
0

㎡
以

上
）

児
童

セ
ン

タ
ー

（
3
3
6
,6

㎡
以

上
）

小
型

児
童

館

都
市

部
等

用
地

取
得

が
困

難
と

認
め

ら
れ

る
場

合

（
1
6
3
.2

㎡
以

上
）

児
童

厚
生

施
設

本
体

小
型

児
童

館

（
2
1
7
.6

㎡
以

上
）

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

を
超

え
る

部
分

）

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
係

る
地

震
防

災
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（
平

成
２

５
年

法
律

第
８

７
号

）
第

１
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
津

波
避

難
対

策
緊

急
事

業
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

、
同

項
第

４
号

に
基

づ
き

政
令

で
定

め
る

施
設

と
し

て
行

う
場

合
）

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

年
齢

延
長

児
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

居
室

等

整
備

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

乳
児

院
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

（
３

０
人

以
下

）

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

単
位

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数

初
度

設
備

相
当

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

母
子

生
活
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援

施
設

本
体

助
産
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設

本
体

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

Ａ
地

域
Ｂ
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域

Ｃ
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京
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島
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4
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初
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設
備
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算

１
世

帯
当

た
り

１
人

当
た

り
8
7
0

8
3
0

7
9
0

7
5
0

１
人

当
た

り
1
,2

4
0

1
,1

8
0

1
,1

2
0

1
,0

6
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

室
設

置
加

算
１

施
設

当
た

り

１
施

設
当

た
り

初
度

設
備

相
当

加
算

１
施

設
当

た
り

移
動

型
児

童
館

用
車

両
１

施
設

当
た

り

初
度

設
備

相
当

加
算

4
3
4

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

助
産

施
設

本
体

3
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小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

6
6

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
係

る
地

震
防

災
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
（
平

成
２

５
年

法
律

第
８

７
号

）
第

１
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
津

波
避

難
対

策
緊

急
事

業
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

、
同

項
第

４
号

に
基

づ
き

政
令

で
定

め
る

施
設

と
し

て
行

う
場

合
）
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人
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短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

5
8

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

母
子

家
庭

等
子

育
て

支
援

室
整

備
加

算

3
,4

9
6

1
8

児
童

厚
生

施
設

本
体

小
型

児
童

館
（

2
1
7
.6

㎡
以

上
）

1
6
,4

9
7

1
,3

0
7

3
3
,1

5
6

2
,3

6
4

1
,9

5
0

3
,4

9
6

児
童

セ
ン

タ
ー

（
3
3
6
,6

㎡
以

上
）

2
4
,8

5
2

1
,3

0
7

小
型

児
童

館

都
市

部
等

用
地

取
得

が
困

難
と

認
め

ら
れ

る
場

合
（

1
6
3
.2

㎡
以

上
）

1
2
,6

3
5

1
,3

0
7

3
,4

9
6

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

（
5
0
0

㎡
以

上
）

69



 

 

 

１
人

当
た

り
3
,9

3
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,0

7
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,7

7
0

１
人

当
た

り
1
,4

4
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
9

１
人

当
た

り
8
9
0

１
人

当
た

り
2
4
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

0
0

１
人

当
た

り
4
,6

3
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,6

1
0

１
施

設
当

た
り

3
1
,9

1
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

0
0

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
6

１
人

当
た

り
5
,5

1
0

１
人

当
た

り
6
7

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,4

6
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,7

7
0

１
世

帯
当

た
り

4
,0

0
0

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り
5
6

１
人

当
た

り
5
,5

8
0

１
人

当
た

り
6
7

１
人

当
た

り
5
,0

8
0

１
人

当
た

り
6
7

１
施

設
当

た
り

1
0
,3

2
0

１
施

設
当

た
り

1
0
,3

2
0

１
施

設
当

た
り

1
0
,3

2
0

１
施

設
当

た
り

1
0
,3

2
0

１
世

帯
当

た
り

3
,3

6
0

１
世

帯
当

た
り

6
7

１
施

設
当

た
り

2
0
,7

7
0

１
人

当
た

り
8
9
0

１
人

当
た

り
8
9
0

１
世

帯
当

た
り

5
,2

7
0

１
世

帯
当

た
り

6
7

１
施

設
当

た
り

2
0
,7

7
0

（
注

）

４
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

Ａ
型

児
童

館
、

Ｂ
型

児
童

館
及

び
B

型
児

童
館

で
A

型
児

童
館

と
併

設
す

る
場

合
は

、
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
交

付
基

礎
点

数
と

す
る

。

６
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

利
用

者
支

援
事

業
所

婦
人

保
護

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

初
度

設
備

相
当

加
算

９
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

学
習

室
整

備
加

算

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

保
育

室
整

備
加

算

初
度

設
備

相
当

加
算

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

初
度

設
備

相
当

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

児
 
童

 心
 
理

 治
 
療

 施
 
設

 本
 
体

初
度

設
備

相
当

加
算

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

児
童

養
護

施
設

本
体

市
 区

 
町

 
村

 
子

 
ど

 
も

 家
 
庭

 総
 
合

 支
 
援

 拠
 
点

  
 

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く

。
）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

３
分

の
１

）
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

７
　

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

で
一

時
保

護
委

託
を

受
け

入
れ

る
た

め
の

整
備

を
す

る
場

合
に

は
、

当
該

本
体

及
び

初
度

設
備

相
当

加
算

（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

８
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
病

児
保

育
事

業
の

実
施

に
つ

い
て

（
平

成
2
7
年

7
月

1
7
日

雇
児

発
0
7
1
7
第

1
2
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

対
応

型
及

び
病

後
児

対
応

型
を

実
施

す
る

た
め

の
保

育
室

等
を

整
備

す
る

場
合

に
限

る
。

１
人

当
た

り
3
,8

2
0

3
,6

4
0

3
,4

6
0

3
,2

7
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,9

0
0

5
,6

2
0

5
,3

4
0

5
,0

6
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,1

7
0

1
9
,2

1
0

1
8
,2

4
0

1
7
,2

8
0

１
人

当
た

り
1
,4

0
0

1
,3

3
0

1
,2

6
0

1
,2

0
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
8
7
0

8
3
0

7
9
0

7
5
0

１
人

当
た

り
2
4
0

2
2
0

2
1
0

2
0
0

１
世

帯
当

た
り

3
,8

9
0

3
,7

0
0

3
,5

2
0

3
,3

3
0

１
人

当
た

り
4
,5

0
0

4
,2

8
0

4
,0

7
0

3
,8

6
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

5
,4

5
0

5
,1

9
0

4
,9

3
0

4
,6

7
0

１
施

設
当

た
り

3
0
,9

9
0

2
9
,5

1
0

2
8
,0

4
0

2
6
,5

6
0

１
世

帯
当

た
り

3
,8

9
0

3
,7

0
0

3
,5

2
0

3
,3

3
0

１
人

当
た

り
1
,8

9
0

1
,8

0
0

1
,7

1
0

1
,6

2
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
5
,3

5
0

5
,0

9
0

4
,8

4
0

4
,5

8
0

１
人

当
た

り

１
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
当

た
り

6
,2

8
0

5
,9

8
0

5
,6

9
0

5
,3

9
0

１
施

設
当

た
り

2
0
,1

7
0

1
9
,2

1
0

1
8
,2

4
0

1
7
,2

8
0

１
世

帯
当

た
り

3
,8

9
0

3
,7

0
0

3
,5

2
0

3
,3

3
0

１
人

当
た

り
1
,8

9
0

1
,8

0
0

1
,7

1
0

1
,6

2
0

初
度

設
備

相
当

加
算

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
5
,4

2
0

5
,1

6
0

4
,9

0
0

4
,6

5
0

１
人

当
た

り

１
人

当
た

り
4
,9

4
0

4
,7

0
0

4
,4

7
0

4
,2

3
0

１
人

当
た

り

１
施

設
当

た
り

1
0
,0

2
0

9
,5

5
0

9
,0

7
0

8
,5

9
0

１
施

設
当

た
り

1
0
,0

2
0

9
,5

5
0

9
,0

7
0

8
,5

9
0

１
施

設
当

た
り

1
0
,0

2
0

9
,5

5
0

9
,0

7
0

8
,5

9
0

１
世

帯
当

た
り

3
,2

7
0

3
,1

1
0

2
,9

6
0

2
,8

0
0

１
世

帯
当

た
り

１
施

設
当

た
り

2
0
,1

7
0

1
9
,2

1
0

1
8
,2

4
0

1
7
,2

8
0

１
人

当
た

り
8
7
0

8
3
0

7
9
0

7
5
0

１
人

当
た

り
8
7
0

8
3
0

7
9
0

7
5
0

１
世

帯
当

た
り

5
,1

2
0

4
,8

8
0

4
,6

3
0

4
,3

9
0

１
世

帯
当

た
り

１
施

設
当

た
り

2
0
,1

7
0

1
9
,2

1
0

1
8
,2

4
0

1
7
,2

8
0

（
注

）

２
　

改
築

整
備

に
係

る
初

度
設

備
相

当
加

算
は

、
交

付
基

礎
点

数
の

２
分

の
１

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

３
分

の
１

）
以

内
で

厚
生

労
働

大
臣

の
必

要
と

認
め

た
ポ

イ
ン

ト
で

あ
る

こ
と

。

４
　

母
子

生
活

支
援

施
設

に
小

規
模

分
園

型
母

子
生

活
支

援
施

設
を

設
置

す
る

場
合

に
は

、
母

子
生

活
支

援
施

設
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

５
　

Ａ
型

児
童

館
、

Ｂ
型

児
童

館
及

び
B

型
児

童
館

で
A
型

児
童

館
と

併
設

す
る

場
合

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

６
　

児
童

養
護

施
設

に
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

を
設

置
す

る
場

合
に

は
、

児
童

養
護

施
設

の
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

児
童

養
護

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

子
育

て
短

期
支

援
事

業
の

た
め

の
居

室
等

整
備

加
算

5
8

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

乳
児

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
ほ

ふ
く
室

又
は

養
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

5
5

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

6
6

９
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

心
理

療
法

室
整

備
加

算

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く

。
）
は

、
Ａ

地
域

基
準

点
数

を
適

用
し

、
さ

ら
に

そ
の

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

心
理

療
法

室
整

備
加

算

保
育

室
整

備
加

算

学
習

室
整

備
加

算

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

5
5

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

6
6

小
規

模
ｸ

ﾞ
ﾙ

ｰ
ﾌ

ﾟ
ｹ

ｱ
整

備
加

算

心
理

療
法

室
整

備
加

算

親
子

生
活

訓
練

室
整

備
加

算

通
所

部
門

整
備

加
算

初
度

設
備

相
当

加
算

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

利
用

者
支

援
事

業
所

８
　

「
病

児
・
病

後
児

保
育

事
業

の
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
」
に

つ
い

て
は

、
「
保

育
対

策
等

促
進

事
業

の
実

施
に

つ
い

て
（
平

成
2
0
年

6
月

9
日

雇
児

発
第

0
6
0
9
0
0
1
号

通
知

）
」
に

基
づ

き
、

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

の
う

ち
病

児
対

応
型

及
び

病
後

児
対

応
型

を
実

施
す

る
た

め
の

保
育

室
等

を
整

備
す

る
場

合
に

限
る

。

婦
人

保
護

施
設

本
体

初
度

設
備

相
当

加
算

6
6

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

３
　

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
基

礎
点

数
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
定

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て

」
（
雇

児
発

第
0
6
1
2
0
0
5
号

  
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
通

知
）
に

よ
る

も
の

と
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

７
　

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
で

一
時

保
護

委
託

を
受

け
入

れ
る

た
め

の
整

備
を

す
る

場
合

に
は

、
当

該
本

体
及

び
初

度
設

備
相

当
加

算
（
一

人
当

た
り

）
の

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

初
度

設
備

相
当

加
算
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■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く
事

業
の

場
合

１
人

当
た

り
9
9

-
-

1
3
1

１
人

当
た

り
1
6
0

2
4
1

-
2
1
2

１
人

当
た

り
9
3

1
2
4

1
2
4

1
2
3

１
世

帯
当

た
り

3
4
1

5
1
2

-
4
5
1

１
施

設
当

た
り

6
8
0

-
-

8
9
8

１
施

設
当

た
り

1
,0

2
4

-
-

1
,3

5
2

１
施

設
当

た
り

1
,3

6
8

-
-

1
,8

0
6

１
人

当
た

り
1
4
5

-
-

1
9
1

１
人

当
た

り
1
6
6

-
2
2
2

2
2
0

１
人

当
た

り
2
0
9

-
-

2
7
5

１
施

設
当

た
り

4
8
5

-
-

-

１
人

当
た

り
8
8

-
-

-

１
人

当
た

り
3
6
4

-
-

4
8
1

１
人

当
た

り
3
2
5

-
-

4
2
9

１
施

設
当

た
り

4
4
5

-
-

5
8
8

１
施

設
当

た
り

4
4
5

-
-

5
8
8

１
施

設
当

た
り

4
4
5

-
-

5
8
8

１
施

設
当

た
り

4
4
5

-
-

5
8
8

１
世

帯
当

た
り

9
3

-
-

1
2
3

１
世

帯
当

た
り

1
9
6

-
-

2
5
9

（
注

）

３
　

Ａ
型

児
童

館
及

び
Ｂ

型
児

童
館

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

児
　

童
　

心
　

理
　

治
　

療
　

施
　

設
　

本
　

体

小
型

児
童

館

児
童

セ
ン

タ
ー

児
童

養
護

施
設

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

職
員

養
成

施
設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

利
用

者
支

援
事

業
所

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

母
子

生
活

支
援

施
設

助
産

施
設

乳
児

院

児
童

厚
生

施
設

本
体

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

自
立

支
援

施
設

■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く
事

業
の

場
合

１
人

当
た

り
9
7

-
-

1
2
8

１
人

当
た

り
1
5
6

2
3
4

-
2
0
6

１
人

当
た

り
9
1

1
2
2

1
22

1
2
1

１
世

帯
当

た
り

3
3
2

4
9
8

-
4
3
8

１
施

設
当

た
り

6
6
1

-
-

8
7
2

１
施

設
当

た
り

9
9
5

-
-

1
,3

1
3

１
施

設
当

た
り

1
,3

2
9

-
-

1
,7

5
5

１
人

当
た

り
1
4
1

-
-

1
8
6

１
人

当
た

り
1
6
2

-
2
16

2
1
4

１
人

当
た

り
2
0
3

-
-

2
6
8

１
施

設
当

た
り

4
7
1

-
-

-

１
人

当
た

り
8
6

-
-

-

１
人

当
た

り
3
5
4

-
-

4
6
8

１
人

当
た

り
3
1
6

-
-

4
1
8

１
施

設
当

た
り

4
3
3

-
-

5
7
1

１
施

設
当

た
り

4
3
3

-
-

5
7
1

１
施

設
当

た
り

4
3
3

-
-

5
7
1

１
世

帯
当

た
り

9
1

-
-

1
2
1

１
世

帯
当

た
り

1
9
1

-
-

2
5
2

（
注

）

３
　

Ａ
型

児
童

館
及

び
Ｂ

型
児

童
館

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

小
型

児
童

館

児
童

セ
ン

タ
ー

児
童

養
護

施
設

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

職
員

養
成

施
設

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

利
用

者
支

援
事

業
所

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

母
子

生
活

支
援

施
設

助
産

施
設

乳
児

院

児
童

厚
生

施
設

本
体

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

自
立

支
援

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
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■
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

交
付

基
礎

点
数

表 単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く
事

業
の

場
合

１
人

当
た

り
1
7
9

-
-

2
3
6

１
人

当
た

り
3
0
0

4
5
1

-
3
9
7

１
人

当
た

り
1
6
6

2
2
2

2
2
2

2
2
0

１
世

帯
当

た
り

6
1
9

9
2
8

-
8
1
7

１
施

設
当

た
り

1
,0

1
5

-
-

1
,3

4
0

１
施

設
当

た
り

1
,5

2
9

-
-

2
,0

1
9

１
施

設
当

た
り

2
,0

4
2

-
-

2
,6

9
6

１
人

当
た

り
2
5
8

-
-

3
4
1

１
人

当
た

り
3
1
2

-
4
1
6

4
1
1

１
人

当
た

り
3
6
7

-
-

4
8
5

１
施

設
当

た
り

8
6
3

-
-

-

１
人

当
た

り
1
6
0

-
-

-

１
人

当
た

り
1
,5

1
7

-
-

2
,0

0
2

１
人

当
た

り
1
,3

4
7

-
-

1
,7

7
8

１
施

設
当

た
り

7
8
8

-
-

1
,0

4
1

１
施

設
当

た
り

7
8
8

-
-

1
,0

4
1

１
施

設
当

た
り

7
8
8

-
-

1
,0

4
1

１
施

設
当

た
り

7
8
8

-
-

1
,0

4
1

１
世

帯
当

た
り

1
7
7

-
-

2
3
3

１
世

帯
当

た
り

3
5
7

-
-

4
7
1

（
注

）

３
　

Ａ
型

児
童

館
及

び
Ｂ

型
児

童
館

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

児
童

厚
生

施
設

本
体

小
型

児
童

館

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

助
産

施
設

乳
児

院

婦
人

保
護

施
設

児
童

セ
ン

タ
ー

児
 童

 心
 理

 治
 療

 施
 設

 本
 体

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

職
員

養
成

施
設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

児
童

養
護

施
設

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

自
立

支
援

施
設

母
子

生
活

支
援

施
設

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

利
用

者
支

援
事

業
所

■
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

交
付

基
礎

点
数

表 単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く
事

業
の

場
合

１
人

当
た

り
1
7
4

-
-

2
3
0

１
人

当
た

り
2
9
2

4
3
8

-
3
8
5

１
人

当
た

り
1
6
2

2
1
6

2
1
6

2
1
4

１
世

帯
当

た
り

6
0
1

9
0
2

-
7
9
4

１
施

設
当

た
り

9
8
6

-
-

1
,3

0
1

１
施

設
当

た
り

1
,4

8
5

-
-

1
,9

6
1

１
施

設
当

た
り

1
,9

8
3

-
-

2
,6

1
8

１
人

当
た

り
2
5
1

-
-

3
3
1

１
人

当
た

り
3
0
3

-
4
0
4

4
0
0

１
人

当
た

り
3
5
7

-
-

4
7
2

１
施

設
当

た
り

8
3
8

-
-

-

１
人

当
た

り
1
5
6

-
-

-

１
人

当
た

り
1
,4

7
3

-
-

1
,9

4
5

１
人

当
た

り
1
,3

0
8

-
-

1
,7

2
6

１
施

設
当

た
り

7
6
6

-
-

1
,0

1
1

１
施

設
当

た
り

7
6
6

-
-

1
,0

1
1

１
施

設
当

た
り

7
6
6

-
-

1
,0

1
1

１
世

帯
当

た
り

1
7
2

-
-

2
2
7

１
世

帯
当

た
り

3
4
7

-
-

4
5
8

（
注

）

３
　

Ａ
型

児
童

館
及

び
Ｂ

型
児

童
館

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
認

め
た

交
付

基
礎

点
数

と
す

る
。

児
童

厚
生

施
設

本
体

小
型

児
童

館

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
本

体

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

助
産

施
設

乳
児

院

婦
人

保
護

施
設

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

児
童

セ
ン

タ
ー

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

職
員

養
成

施
設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

児
童

養
護

施
設

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

児
童

自
立

支
援

施
設

母
子

生
活

支
援

施
設

大
型

児
童

セ
ン

タ
ー

利
用

者
支

援
事

業
所
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標
準

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

3
1
,0

7
0

-

-
4
1
,4

3
0

（
注

）

■
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
　

交
付

基
礎

点
数

表

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

防
災

拠
点

型

1
2
,0

4
0

1
6
,0

5
0

初
度

設
備

相
当

加
算

6
5
5

1
,7

1
1

5
,4

4
0

■
余

裕
教

室
活

用
促

進
事

業
　

交
付

基
礎

点
数

表

（
児

童
厚

生
施

設
以

外
を

整
備

す
る

場
合

）
（
児

童
厚

生
施

設
を

整
備

す
る

場
合

）

1
6
,0

5
0

1
0
,7

0
0

2
,8

5
6

1
,9

0
3

（
注

）

本
体

点
数

（
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
、

利
用

者
支

援
事

業
所

及
び

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
）

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

■
積

雪
寒

冷
地

域
体

育
施

設
　

交
付

基
礎

点
数

表

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

本
体

点
数

（
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
、

利
用

者
支

援
事

業
所

及
び

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
以

外
）

本
体

点
数

初
度

設
備

相
当

加
算

（
注

）
１

　
前

年
度

か
ら

繰
越

を
行

っ
た

事
業

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
に

設
定

さ
れ

た
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。
　

　
　

２
　

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
書

、
利

用
者

支
援

事
業

所
及

び
市

区
　

　
　

　
　

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
に

つ
い

て
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
　

　
　

　
　

地
域

福
祉

の
推

進
等

を
図

る
た

め
の

ス
ペ

ー
ス

（
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
）
の

整
備

に
つ

い
て

」
（
平

成
2
0
年

　
　

　
　

　
6
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
0
8
号

）
の

「
Ⅰ

地
域

に
密

着
し

た
独

自
の

事
業

を
実

施
す

る
た

め
の

地
域

交
流

　
　

　
　

　
ス

ペ
ー

ス
の

整
備

」
に

準
じ

て
行

う
も

の
と

す
る

。

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設

児
童

心
理

治
療

施
設

余
裕

教
室

活
用

促
進

事
業

標
準

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

3
0
,1

7
0

-

-
4
0
,2

3
0

（
注

）

■
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
　

交
付

基
礎

点
数

表

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

防
災

拠
点

型

1
1
,6

9
0

1
5
,5

9
0

初
度

設
備

相
当

加
算

6
3
6

1
,6

6
2

5
,2

9
0

■
余

裕
教

室
活

用
促

進
事

業
　

交
付

基
礎

点
数

表

（
児

童
厚

生
施

設
以

外
を

整
備

す
る

場
合

）
（
児

童
厚

生
施

設
を

整
備

す
る

場
合

）

1
5
,5

9
0

1
0
,3

9
0

2
,7

7
3

1
,8

4
8

（
注

）

■
積

雪
寒

冷
地

域
体

育
施

設
　

交
付

基
礎

点
数

表

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

本
体

点
数

（
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
及

び
利

用
者

支
援

事
業

所
以

外
）

本
体

点
数

初
度

設
備

相
当

加
算

（
注

）
１

　
前

年
度

か
ら

繰
越

を
行

っ
た

事
業

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
に

設
定

さ
れ

た
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。
　

　
　

２
　

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
書

及
び

利
用

者
支

援
事

業
所

に
つ

い
　

　
　

　
　

て
は

、
「
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
地

域
福

祉
の

推
進

等
を

図
る

た
め

の
ス

ペ
　

　
　

　
　

ー
ス

（
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
）
の

整
備

に
つ

い
て

」
（
平

成
2
0
年

6
月

1
2
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
0
8
号

）
の

「
Ⅰ

　
　

　
　

　
地

域
に

密
着

し
た

独
自

の
事

業
を

実
施

す
る

た
め

の
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
の

整
備

」
に

準
じ

て
行

う
も

の
　

　
　

　
　

と
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

、
児

童
養

護
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

余
裕

教
室

活
用

促
進

事
業

本
体

点
数

（
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

、
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

所
及

び
利

用
者

支
援

事
業

所
）

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。
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 ■
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

工
事

費
　

交
付

基
礎

点
数

表

9

1
,5

4
5 6 4

■
屋

内
消

火
栓

設
備

　
交

付
基

礎
点

数
表

基
本

点
数

2
,5

0
5 1

1
3
0

1
9
4

■
自

動
火

災
報

知
設

備
の

感
知

器
と

連
動

し
て

起
動

す
る

火
災

通
報

装
置

　
交

付
基

礎
点

数
表

■
特

殊
附

帯
工

事
　

交
付

基
礎

点
数

表

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

-
-

-

-
-

6
,7

8
0

-
-

9
,8

2
0

-
-

9
,8

2
0

-
-

9
,8

2
0

-
-

9
,8

2
0

1
0
,3

0
0

-
-

1
1
,5

8
0

-
-

-
1
0
,3

0
0

-

-
-

1
0
,1

9
0

（
注

）

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
7
,4

4
0

パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

消
火

栓
設

備
（
1
個

あ
た

り
）

屋
　

内
　

消
　

火
　

栓
　

設
　

備
（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

㎡
当

た
り

加
算

基
準

点
数

屋
内

消
火

栓
箱

設
置

数
に

よ
る

加
算

屋
内

消
火

栓
設

備

自
動

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

と
連

動
し

て
起

動
す

る
火

災
通

報
装

置
（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

基
準

点
数

（
1
施

設
あ

た
り

）
1
0
0

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

7
,4

4
0

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

助
産

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設

助
産

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施

設
、

児
童

心
理

治
療

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

児
童

自
立

生
活

援
助

事
業

所
、

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業

所
、

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

標
準

（
児

童
厚

生
施

設
、

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

、
利

用
者

支
援

事
業

所
、

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
以

外
）

乳
児

院

7
,7

2
0

- - -

乳
児

院
、

児
童

心
理

治
療

施
設子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

7
,4

4
0

-

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
　

（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

児
童

厚
生

施
設

及
び

乳
児

院
以

外

児
童

厚
生

施
設

乳
児

院

消
火

ポ
ン

プ
ユ

ニ
ッ

ト
等

加
算

（
１

施
設

当
た

り
）

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

児
童

厚
生

施
設

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

7
,4

4
0

基
準

点
数

（
１

㎡
当

た
り

）

標
準

利
用

者
支

援
事

業
所

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

5
,1

3
0

■
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

工
事

費
　

交
付

基
礎

点
数

表

9

1
,5

4
5 6 4

■
屋

内
消

火
栓

設
備

　
交

付
基

礎
点

数
表

基
本

点
数

2
,5

0
5 1

1
3
0

1
9
4

■
自

動
火

災
報

知
設

備
の

感
知

器
と

連
動

し
て

起
動

す
る

火
災

通
報

装
置

　
交

付
基

礎
点

数
表

■
特

殊
附

帯
工

事
　

交
付

基
礎

点
数

表

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

津
波

避
難

対
策

緊
急

事
業

計
画

に
基

づ
く

事
業

の
場

合

-
-

-

-
-

6
,5

9
0

-
-

9
,5

5
0

-
-

9
,5

5
0

-
-

9
,5

5
0

1
0
,0

0
0

-
-

1
1
,2

5
0

-
-

-
1
0
,0

0
0

-

-
-

9
,9

0
0

（
注

）

屋
　

内
　

消
　

火
　

栓
　

設
　

備
（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

基
準

点
数

屋
内

消
火

栓
設

備

㎡
当

た
り

加
算

屋
内

消
火

栓
箱

設
置

数
に

よ
る

加
算

パ
ッ

ケ
ー

ジ
型

消
火

栓
設

備
（
1
個

あ
た

り
）

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

7
,2

3
0

基
準

点
数

（
１

㎡
当

た
り

）

標
準

利
用

者
支

援
事

業
所

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

4
,9

9
0

-

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
　

（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

児
童

厚
生

施
設

及
び

乳
児

院
以

外

児
童

厚
生

施
設

乳
児

院

消
火

ポ
ン

プ
ユ

ニ
ッ

ト
等

加
算

（
１

施
設

当
た

り
）

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

児
童

厚
生

施
設

自
動

火
災

報
知

設
備

の
感

知
器

と
連

動
し

て
起

動
す

る
火

災
通

報
装

置
（
既

存
施

設
に

お
け

る
整

備
事

業
）

基
準

点
数

（
1
施

設
当

た
り

）

助
産

施
設

、
乳

児
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
児

童
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

、
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
所

、
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施

設
、

婦
人

保
護

施
設

標
準

（
児

童
厚

生
施

設
、

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
、

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
事

業
所

、
利

用
者

支
援

事
業

所
以

外
）

乳
児

院

7
,5

0
0

- - -

乳
児

院
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

子
育

て
支

援
の

た
め

の
拠

点
施

設
7
,2

3
0

1
0
0

※
創

設
、

増
築

、
増

改
築

、
改

築
、

拡
張

及
び

老
朽

民
間

児
童

福
祉

施
設

整
備

以
外

の
事

業
に

限
る

。

7
,2

3
0

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

助
産

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
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改
 

 
 
 

 
正
 

 
 
 
 

後
 

現
 

 
 
 

 
行
 

別
表

３
 

 １
 

区
分

 
２
 

種
 

目
 

３
 

基
 

 
 

 
準

 
４
 

対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備

 
 

本
体

工

事
費

 
 
 
次

に
掲

げ
る

点
数

と
し

、
 

改
築

及
び

大
規

模
修

繕
等

の
 

工
事

費
に

つ
い

て
は

、
厚

生
 

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
 

点
数

と
す

る
。
 

 
厚

生
労

働
大

臣
が

必
要

と
 

認
め

た
面

積
  

 鉄
筋

 
 

 
 

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
点

数
 

ブ
ロ

ッ
ク

 
 
厚

生
労

働
大

臣

が
必

要
と

認
め

た
点

数
 

木
造

 
 
 
 
厚

生
労

働
大

臣

が
必

要
と

認
め

た
点

数
 

 

  
施

設
整

備
に

必
要

 
な

工
事
費

又
は

工
事

 
請

負
費
及

び
工

事
事

 
務

費
 

別
表

１
－
４
の

 
通
り

 

解
体
撤

去

工
事
費

及

び
仮
設

施

設
整
備

工

事
費
 

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認

め
た

施
設

及
び

額
と

す
る

。
 解

体
撤

去
に

必
要

な

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

及
び

仮
設

施
設

整
備

に
必

要
な

賃
借

料
、

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

 

 

別
表

３
 

 
 １

 
区

分
 

２
 

種
 

目
 

３
 

 
基

 
 

 
 

準
 

４
 

対
象

経
費

 

施
設

整

備
 

 
本
体
工
事
費

 
 
 
次

に
掲

げ
る

点
数

と
し

、
改

築
 

及
び

大
規

模
修

繕
等

の
工

事
費

に
 

つ
い

て
は

、
厚

生
労

働
大

臣
が

必
 

要
と

認
め

た
点

数
と

す
る

。
 

 
厚

生
労

働
大

臣
が

必
要

と
認

め
 

た
面

積
  

 鉄
筋

  
 
 
厚

生
労

働
大

臣
が

必
 

要
と

認
め

た
点

数
 

ブ
ロ

ッ
ク

 
 厚

生
労

働
大

臣
が

必
 

要
と

認
め

た
点

数
 

木
造

 
 
 
 
 厚

生
労

働
大

臣
が

必
 

要
と

認
め

た
点

数
 

     

  
施

設
整

備
に

必
要

な
工

 
事

費
又
は

工
事

請
負

費
及

 
び

工
事
事

務
費
 

解
体

撤
去
工

事

費
及

び
仮
設

施

設
整

備
工
事

費
 

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た

施
設

及
び

額
と

す
る

。
 

解
体

撤
去

に
必

要
な

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

及
び

仮
設

施
設

整
備

に
必

要
な

賃
借

料
、
工
事

費
又

は
工

事

請
負

費
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別
表

４
 

算
定

基
準

 
（

余
裕
教

室
活

用
促

進
事

業
）

 
１
区
分

 
２
 

基
 

準
 

３
 

対
 

象
 

経
 

費
 

４
 
負
担

割
合

 
施

設
整

備
 

 
余

裕
教

室
を

児
童

福

祉
施

設
等

に
改

築
す

る

場
合

は
、

別
表

２
に

掲

げ
る

交
付

基
礎

点
数

１

６
，

０
５

０
点

（
た

だ

し
、

児
童

厚
生

施
設

に

つ
い

て
は

、
１

０
，

７

０
０

点
）

と
す

る
。

な

お
、

初
度

設
備

相
当

を

併
せ

て
整

備
す

る
場

合

は
、
２
，
８

５
６

点
（

た

だ
し

、
児

童
厚

生
施

設

に
つ

い
て

は
、

１
，

９

０
３

点
）

を
加

え
た

も

の
と

す
る

。
 

(
1
)
 
余

裕
教

室
を
社

会
福
祉
施

設

等
に

改
築
（

施
設

の
整

備
と
一

体
的

に
整
備

さ
れ

る
も

の
で
あ

っ
て

、
地
方

厚
生

（
支

）
局
長

が
必

要
と

認
め

た
整

備
を

含

む
。

）
す
る

た
め

に
必

要
な
工

事
費

又
は
工

事
請

負
費

及
び
工

事
事

務
費
 

(
2
)
 
暖
房

設
備

工
事

費
 

 
 
 
 
暖
房

設
備

に
必

要
な

工
事

費

又
は

工
事

請
負

費
 

(
3
)
 
冷
房

設
備

工
事

費
 

 
 
 
 
冷
房

設
備

に
必

要
な

工
事

費

又
は

工
事

請
負

費
 

(
4
)
 
冷
暖

房
設

備
工

事
費
 

 
 
 
 
冷
暖

房
設

備
に

必
要

な
工

事

費
又

は
工

事
請

負
費
 

(
5
)
 
浄
化

槽
設

備
工

事
費
 

 
 
 
 
浄
化

槽
設

備
に

必
要
な
工

事

費
又

は
工

事
請

負
費
 

  

別
表

１
－
４
の

 
通
り
 

 

（
注

）
 
（
略

）
 

  

別
表

４
 

算
定

基
準

 
（

余
裕
教

室
活

用
促

進
事

業
）

 
１
 

区
分

 
２

 
基
 

準
 

３
 

対
 

象
 

経
 

費
 

施
設

整
備

 
 

余
裕

教
室

を
児

童
福

祉
施

設

等
に

改
築

す
る

場
合

は
、
別
表
２

に
掲

げ
る

交
付

基
礎

点
数

１
５

，

５
９

０
点
（
た

だ
し

、
児

童
厚

生

施
設

に
つ

い
て

は
、
１
０

，
３

９

０
点
）
と
す

る
。
な
お
、
初
度

設

備
相

当
を

併
せ

て
整

備
す

る
場

合
は

、
２

，
７

７
３

点
（
た

だ
し

、

児
童

厚
生

施
設

に
つ

い
て

は
、

１
，
８
４

８
点

）
を

加
え

た
も

の

と
す

る
。

 

(
1
)
 
余

裕
教

室
を

社
会

福
祉

施
設

等
に

改
築
（

施
設

の
整

備
と

一
体
的

に
整
備

さ
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

地
方

厚
生

（
支
）
局
長

が
必

要
と

認
め
た

整
備
を

含
む
。
）
す

る
た

め
に

必
要
な

工
事
費

又
は

工
事

請
負

費
及

び
工

事
事

務
費
 

(
2
)
 
暖
房

設
備

工
事

費
 

 
 
 
 
暖
房

設
備

に
必

要
な

工
事

費
又
は

工
事

請
負

費
 

(
3
)
 
冷
房

設
備

工
事

費
 

 
 
 
 
冷
房

設
備

に
必

要
な

工
事

費
又
は

工
事

請
負

費
 

(
4
)
 
冷
暖

房
設

備
工

事
費
 

 
 
 
 
冷
暖

房
設

備
に

必
要

な
工

事
費
又

は
工

事
請

負
費
 

(
5
)
 
浄
化

槽
設

備
工

事
費
 

 
 
 
 浄

化
槽

設
備

に
必

要
な

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費
 

    
（
注

）
 

（
略

）
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別
表

５
 

 
 

算
定

基
準

 
（

耐
震
化

等
整
備

事
業
）

 

増
改

築
、

改
築
及

び
老
朽

民
間
児

童
福

祉
施
設

整
備

 

１
 

区
分

 
２
 

種
 

目
 

３
 

 
基

準
 

４
 

対
象

経
費

 
５

 
負
担

割
合

 

施
設

整
備

 
 

本
体

工

事
費

 
ア

 
定

員
１

人
当

た
り

交
付

基

礎
点

数
を

適
用

す
る

場
合
 

（
ア

）
別

表
６

に
掲

げ
る

定
員

１
人

当
た

り
交

付
基

礎
点

数
に

定
員

を
乗

じ
て

得
た

も
の

を
基

準
と

す
る

。
 

（
イ

）
沖

縄
振

興
特

別
措

置
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

４
号

）
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

沖
縄

振
興

計
 
 

画
（

以
下

「
沖

縄
振

興
計

画
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

く
事

業
と

し
て

行
う

場
合

に
は

別
表

６
に

掲
げ

る
定

員
１

人
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

（
ウ

）
地

震
防

災
対

策
強

化
地

域
に

お
け

る
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
に

係
る

国
の

財
政

上
の

特
別

措
置

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
５

５
年

 
施
設
の
整
備
（

施

設
の

整
備

と
一

体

的
に

整
備

さ
れ

る

も
の

で
あ

っ
て

、
地

方
厚

生
（

支
）
局

長

が
必

要
と

認
め

た

整
備

を
含

む
。
）

に

必
要

な
工

事
費

又

は
工

事
請

負
費
（

７

に
定

め
る

費
用

を

除
く

。
）

及
び

工
事

事
務

費
（
工

事
施

工

の
た

め
直

接
必

要

な
事

務
に

要
す

る

費
用

で
あ

っ
て

、
旅

費
、
消
耗

品
費

、
通

信
運

搬
費

、
印
刷

製

本
費

及
び

設
計

監

督
料

等
を

い
い

、
そ

の
額

は
、
工

事
費

又

は
工

事
請

負
費

の

２
．
６

％
に

相
当

す

別
表

１
－
４
の

 
通
り
 

別
表

５
 

 
 

算
定

基
準

 
（

耐
震

化
等
整

備
事
業

）
 

増
改
築

、
改
築

及
び
老

朽
民
間

児
童
福

祉
施
設

整
備

 

１
 

区
分

 
２
 

種
 

目
 

３
 

 
基

準
 

４
 

対
象

経
費

 

施
設

整
備

 
 

本
体

工

事
費

 
ア

 
定

員
１

人
当

た
り

交
付

基
礎

点

数
を

適
用

す
る

場
合
 

（
ア
）

別
表

６
に

掲
げ

る
定
員

１
人
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

（
イ
）

沖
縄

振
興

特
別

措
置
法

（
平

成

１
４

年
法

律
第

１
４

号
）
第
４

条

第
１

項
に

規
定

す
る

沖
縄

振
興

計
画

（
以

下
「

沖
縄

振
興

計
画

」

と
い

う
。
）

に
基

づ
く

事
業
と

し

て
行

う
場

合
に

は
別

表
６

に
掲

げ
る

定
員

１
人

当
た

り
交

付
基

礎
点

数
に

定
員

を
乗

じ
て

得
た

も
の

を
基

準
と

す
る

。
 

（
ウ
）

地
震

防
災

対
策

強
化
地

域
に
お

け
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

に
係

る
国

の
財

政
上

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（
昭

和
５
５

年

法
律

第
６

３
号
）

第
２

条
に
規

定

す
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画
（

以
下

「
地

震
対

策
緊
急

整

 
施

設
の

整
備

（
施

設
の

整

備
と

一
体

的
に

整
備

さ
れ

る

も
の

で
あ

っ
て

、
地

方
厚

生

（
支

）
局

長
が

必
要

と
認

め

た
整

備
を

含
む

。）
に
必

要
な

工
事

費
又

は
工

事
請

負
費

（
７

に
定

め
る

費
用

を
除

く
。
）
及

び
工

事
事

務
費
（
工

事
施

工
の

た
め

直
接

必
要

な

事
務

に
要

す
る

費
用

で
あ

っ

て
、

旅
費

、
消

耗
品

費
、

通

信
運

搬
費

、
印

刷
製

本
費

及

び
設

計
監

督
料

等
を

い
い

、

そ
の

額
は

、
工

事
費

又
は

工

事
請

負
費

の
２

．
６

％
に

相

当
す

る
額

を
限

度
額

と
す

る
。

以
下

同
じ

。）
 
 

 
た

だ
し

、
別

の
補

助
金

等

又
は

こ
の

種
目

と
は

別
の

種

目
に

お
い

て
別

途
交

付
対

象

と
す

る
費

用
を

除
き

（
以

下

同
じ

。
)、

工
事

費
又

は
工

事
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法
律

第
６

３
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
計

画
（

以
下

「
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
計

画
」

と
い

う
。

）
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

、
同

法
別

表
第

１
に

掲
げ

る
児

童
福

祉
施

設
（

木
造

施
設

の
改

築
と

し
て

行
う

場
合

）
と

し
て

行
う

場
合

に
は

別
表

６
に

掲
げ

る
定

員
１

人
当
 
 

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

（
エ

）
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
７

年
法

律
第

１
１

１
号

）
第

２
条

に
規

定
す

る
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

（
以

下
、

「
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
い

て
実

施
さ

れ
る

事
業

の
う

ち
、

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

児
童

福
祉

施
設

（
木

造
施

設
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）

と
し

て
行

う
場

合
に

は
別

表
６

に
掲

げ
る

定
員

１
人

当
た

る
額

を
限

度
額

と

す
る

。
以
下

同
じ

。）
 
 

た
だ

し
、
別

の
補

助
金

等
又

は
こ

の

種
目

と
は

別
の

種

目
に

お
い

て
別

途

交
付

対
象

と
す

る

費
用

を
除

き
（
以

下

同
じ

。
)、

工
事

費

又
は

工
事

請
負

費

に
は

、
こ
れ

と
同

等

と
認

め
ら

れ
る

委

託
費

、
分
担

金
及

び

適
当

と
認

め
ら

れ

る
購

入
費

等
を

含

む
（

以
下

同
じ

。
）。

 

 
 

 

備
事

業
計

画
」
と

い
う

。
）
に

基

づ
い

て
実

施
さ

れ
る

事
業

の
う

ち
、
同

法
別

表
第

１
に

掲
げ
る

児

童
福

祉
施

設
（
木

造
施

設
の
改

築

と
し

て
行

う
場

合
）
と

し
て
行

う

場
合

に
は

別
表

６
に

掲
げ

る
定

員
１

人
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

（
エ

）
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法
 

（
平

成
７

年
法

律
第

１
１

１
号

）

第
２

条
に

規
定

す
る

地
震

防
災

緊
急

事
業

五
箇

年
計

画
（

以
下

、

「
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画
」

と
い

う
。

）
に

基
づ
い

て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち
、
同

法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

児
童

福
祉

施
設
（

木
造

施
設

の
改

築
と
し

て

行
う

場
合
）

と
し

て
行

う
場
合

に

は
別

表
６

に
掲

げ
る

定
員

１
人

当
た

り
交

付
基

礎
点

数
に

定
員

を
乗

じ
て

得
た

も
の

を
基

準
と

す
る

。
 

イ
 

１
世

帯
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
場

合
 

（
ア
）

別
表

６
に

掲
げ

る
１
世

帯
当
た

り
交

付
基

礎
点

数
に

定
員

（
世

帯
）
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を
基

準

と
す

る
。
 

請
負

費
に

は
、

こ
れ

と
同

等

と
認

め
ら

れ
る

委
託

費
、

分

担
金

及
び

適
当

と
認

め
ら

れ

る
購

入
費

等
を

含
む

（
以

下

同
じ

。
）。
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り
交

付
基

礎
点

数
に

定
員

を
乗

じ
て

得
た

も
の

を
基

準
と

す
る

。
 

イ
 

１
世

帯
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
場

合
 

（
ア

）
別

表
６

に
掲

げ
る

１
世

帯
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
（

世
帯

）
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

（
イ

）
沖

縄
振

興
計

画
に

基
づ

く
事

業
と

し
て

行
う

場
合

に
は

別
表

６
に

掲
げ

る
１

世
帯

当
た

り
交

付
基

礎
 
 

点
数

に
定

員
（

世
帯

）
を

乗
じ

て
得

た
も

の
を

基
準

と
す

る
。
 

ウ
 

一
部

改
築

平
成

２
０

年
６

月
１

２
日

雇
児

発
第

0
6
1
2
0
05

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

に
お

け
る

一
部

改
築

及
び

拡
張

に
係

る
交

付
金

の
算

出
方

法
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

も
の

を
基

準
と

す
る

。
 

エ
 

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

（
イ
）

沖
縄

振
興

計
画

に
基
づ

く
事
業

と
し

て
行

う
場

合
に

は
別

表
６

に
掲

げ
る

１
世

帯
当

た
り

交
付

基
礎

点
数

に
定

員
（
世

帯
）
を

乗

じ
て

得
た

も
の

を
基

準
と

す
る
。
 

ウ
 

一
部

改
築

平
成

２
０

年
６

月
１

２
日

雇
児

発
第

0
6
1
20
0
5
号
厚

生

労
働

省
雇

用
均

等
・
児

童
家
庭

局

長
通

知
「
次

世
代

育
成

支
援
対

策

施
設

整
備

交
付

金
に

お
け

る
一

部
改

築
及

び
拡

張
に

係
る

交
付

金
の

算
出

方
法

の
取

扱
い

に
つ

い
て
」

に
よ

り
算

出
さ

れ
た
も

の

を
基

準
と

す
る

。
 

エ
 

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（

昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号
）
第

２

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
帯

に
所

在
す

る
場

合
は
、

上
記

に
定
め

る

方
法

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

も
の

に
対

し
て

０
．
０

８
を

乗
じ
て

得

た
も

の
を

加
算

す
る

。
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法
（

昭
和

３
７

年
法

律
第

７
３

号
）

第
２

条
第

２
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
帯

に
所

在
す

る
場

合
は

、
上

記
に

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
も

の
に

対
し

て

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
た

も
の

を
加

算
す

る
。
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改
 

 
 
 

 
正
 

 
 
 
 

後
 

現
 

 
 
 

 
行
 

 

 

 

 

 
 

 

別
　

表
　

６
　

　
耐

震
化

等
整

備
事

業

１
人

当
た

り
2
,8

9
0

１
人

当
た

り
4
,3

3
0

１
人

当
た

り
3
,5

6
0

１
世

帯
当

た
り

1
0
,8

5
0

１
人

当
た

り
4
,4

5
0

１
人

当
た

り
5
,7

5
0

１
人

当
た

り
1
,9

9
0

１
人

当
た

り
6
,3

0
0

１
人

当
た

り
1
,9

9
0

１
世

帯
当

た
り

4
,5

1
0

１
世

帯
当

た
り

6
,0

6
0

（
注

）

単
位

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

婦
人

保
護

施
設

本
体

児
童

心
理

治
療

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

児
童

養
護

施
設

本
体

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

単
位

交
付

基
礎

点
数

（沖
縄

県
）

１
人

当
た

り
6,5

00

１
人

当
た

り
4,7

50

１
世

帯
当

た
り

16
,29

0

（注
）

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

　前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、前
年

度
に

設
定

され
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

■
交

付
基

礎
点

数
表

（沖
縄

振
興

特
別

措
置

法
（平

成
１４

年
法

律
第

１４
号

）第
４条

第
１項

に
規

定
す

る
沖

縄
振

興
計

画
に

基
づ

く事
業

と
し

て
行

う場
合

）

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

別
　

表
　

６

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・
島

根
県

・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
2
,8

1
0

2
,6

7
0

2
,5

4
0

2
,4

0
0

１
人

当
た

り
4
,2

1
0

4
,0

1
0

3
,8

1
0

3
,6

1
0

１
人

当
た

り
3
,4

6
0

3
,3

0
0

3
,1

3
0

2
,9

7
0

１
世

帯
当

た
り

1
0
,5

4
0

1
0
,0

4
0

9
,5

4
0

9
,0

4
0

１
人

当
た

り
4
,3

3
0

4
,1

2
0

3
,9

2
0

3
,7

1
0

１
人

当
た

り
5
,5

9
0

5
,3

2
0

5
,0

5
0

4
,7

9
0

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

1
,8

4
0

1
,7

5
0

1
,6

6
0

１
人

当
た

り
6
,1

2
0

5
,8

3
0

5
,5

4
0

5
,2

5
0

１
人

当
た

り
1
,9

4
0

1
,8

4
0

1
,7

5
0

1
,6

6
0

１
世

帯
当

た
り

4
,3

8
0

4
,1

7
0

3
,9

7
0

3
,7

6
0

１
世

帯
当

た
り

5
,8

9
0

5
,6

1
0

5
,3

3
0

5
,0

4
0

（
注

）

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

自
立

支
援

施
設

本
体

児
童

養
護

施
設

本
体

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
は

、
Ａ

地
域

基
準

点
数

を
適

用
し

、
さ

ら
に

そ
の

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

婦
人

保
護

施
設

本
体

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

通
所

部
門

整
備

加
算

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設
本

体

交
 付

 基
 礎

 点
 数

 表

単
位

単
位

沖
縄

県

１
人

当
た

り
6
,3

2
0

１
人

当
た

り
4
,6

2
0

１
世

帯
当

た
り

1
5
,8

2
0

（
注

）

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
沖

縄
振

興
特

別
措

置
法

（
平

成
１

４
年

法
律

第
１

４
号

）
第

４
条

第
１

項
に

規
定

す
る

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く
事

業
と

し
て

行
う

場
合

）

助
産

施
設

本
体

乳
児

院
本

体

母
子

生
活

支
援

施
設

本
体

　
前

年
度

か
ら

繰
越

を
行

っ
た

事
業

に
つ

い
て

は
、

前
年

度
に

設
定

さ
れ

た
交

付
基

礎
点

数
を

適
用

す
る

。

81



 

 

 

 

 

 

１
人

当
た

り
4,

75
0

１
人

当
た

り
7,

67
0

１
人

当
た

り
2,

65
0

（注
）

■
交

付
基

礎
点

数
表

（地
震

防
災

対
策

強
化

地
域

に
お

け
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

に
係

る
国

の
財

政
上

の
特

別
措

置
に

関
す

る
法

律
（昭

和
５

５
年

法
律

第
６

３
号

）第
２

条
第

１
項

に
規

定
す

る
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
計

画
の

う
ち

、
同

法
別

表
第

１
に

掲
げ

る
社

会
福

祉
施

設
（木

造
施

設
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）及

び
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法

（平
成

７
年

法
律

第
１

１
１

号
）第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

防
災

緊
急

事
業

五
箇

年
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（木
造

の
改

築
と

し
て

行
う

場
合

）と
し

て
行

う
場

合
）

単
位

交
　

付
　

基
　

礎
　

点
　

数

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

１
　

　
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

（昭
和

37
年

法
律

第
73

号
）第

2条
第

2項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

（児
童

厚
生

施
設

を
除

く
。

）は
、

上
記

交
付

基
礎

点
数

に
対

し
て

、
０

．
０

８
を

乗
じ

て
得

ら
れ

た
点

数
を

加
算

す
る

。
（小

数
点

以
下

切
捨

て
）

乳
児

院
本

体

児
童

心
理

治
療

施
設

本
体

通
所

部
門

整
備

加
算

■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

１
人

当
た

り
1
2
9

-
-

１
人

当
た

り
2
1
2

3
1
8

-

１
人

当
た

り
1
2
4

1
6
6

1
6
6

１
世

帯
当

た
り

4
5
2

6
7
8

-

１
人

当
た

り
1
8
9

-
-

１
人

当
た

り
2
1
7

-
2
8
9

１
人

当
た

り
2
7
1

-
-

１
世

帯
当

た
り

1
2
4

-
-

１
世

帯
当

た
り

2
6
0

-
-

（
注

）

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

母
子

生
活

支
援

施
設

助
産

施
設

乳
児

院

児
童

養
護

施
設

児
童

自
立

支
援

施
設

１
　

　
豪

雪
地

帯
対

策
特

別
措

置
法

（
昭

和
3
7
年

法
律

第
7
3
号

）
第

2
条

第
2
項

の
規

定
に

基
づ

き
指

定
さ

れ
た

特
別

豪
雪

地
域

に
所

在
す

る
場

合
（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
交

付
基

礎
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基

づ
く

事
業

と
し

て
行

う
場

合

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

、
地

震
防

災
緊

急
事

業
五

箇
年

計
画

に
基

づ
く
事

業
の

場
合

児
童

心
理

治
療

施
設

児
童

相
談

所
一

時
保

護
施

設

Ａ
地

域
Ｂ

地
域

Ｃ
地

域
Ｄ

地
域

青
森

県
・
岩

手
県

・
福

島
県

・
東

京
都

・
富

山
県

・
山

梨
県

・
長

野
県

・
沖

縄
県

北
海

道
・
宮

城
県

・
秋

田
県

・
山

形
県

・
茨

城
県

・
神

奈
川

県
・
新

潟
県

・
石

川
県

・
岐

阜
県

・
静

岡
県

・
三

重
県

・
京

都
府

・
大

阪
府

・
奈

良
県

・
鳥

取
県

・
広

島
県

・
熊

本
県

・
鹿

児
島

県

栃
木

県
・
群

馬
県

・
埼

玉
県

・
千

葉
県

・
福

井
県

・
愛

知
県

・
滋

賀
県

・
兵

庫
県

・
和

歌
山

県
・
島

根
県

・
岡

山
県

・
山

口
県

・
香

川
県

・
高

知
県

・
佐

賀
県

・
長

崎
県

・
宮

崎
県

徳
島

県
・
愛

媛
県

・
福

岡
県

・
大

分
県

１
人

当
た

り
4
,6

2
0

4
,4

0
0

4
,1

8
0

3
,9

6
0

１
人

当
た

り
7
,4

5
0

7
,0

9
0

6
,7

4
0

6
,3

8
0

１
人

当
た

り
2
,5

8
0

2
,4

6
0

2
,3

4
0

2
,2

1
0

（
注

）

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
本

体

通
所

部
門

整
備

加
算

■
交

付
基

礎
点

数
表

（
地

震
防

災
対

策
強

化
地

域
に

お
け

る
地

震
対

策
緊

急
整

備
事

業
に

係
る

国
の

財
政

上
の

特
別

措
置

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
５

５
年

法
律

第
６

３
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

対
策

緊
急

整
備

事
業

計
画

の
う

ち
、

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（
木

造
施

設
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）
及

び
地

震
防

災
対

策
特

別
措

置
法

（
平

成
７

年
法

律
第

１
１

１
号

）
第

２
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
震

防
災

緊
急

事
業

五
箇

年
計

画
に

基
づ

い
て

実
施

さ
れ

る
事

業
の

う
ち

同
法

別
表

第
１

に
掲

げ
る

社
会

福
祉

施
設

（
木

造
の

改
築

と
し

て
行

う
場

合
）
と

し
て

行
う

場
合

）

乳
児

院
本

体

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

は
、

Ａ
地

域
基

準
点

数
を

適
用

し
、

さ
ら

に
そ

の
定

め
る

方
法

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

点
数

に
対

し
て

、
０

．
０

８
を

乗
じ

て
得

ら
れ

た
点

数
を

加
算

す
る

こ
と

。
（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

単
位

■
解

体
撤

去
交

付
基

礎
点

数
表

１
人

当
た

り
1
2
4

-
-

１
人

当
た

り
2
0
2

3
0
3

-

１
人

当
た

り
1
1
9

1
5
9

1
5
9

１
世

帯
当

た
り

4
3
0

6
4
5

-

１
人

当
た

り
1
8
1

-
-

１
人

当
た

り
2
0
7

-
2
7
6

１
人

当
た

り
2
5
9

-
-

１
世

帯
当

た
り

1
1
9

-
-

１
世

帯
当

た
り

2
4
8

-
-

（
注

）

婦
人

保
護

施
設

１
　

豪
雪

地
帯

対
策

特
別

措
置

法
（
昭

和
３

７
年

法
律

第
７

３
号

）
第

２
条

第
２

項
の

規
定

に
基

づ
き

指
定

さ
れ

た
特

別
豪

雪
地

域
に

所
在

す
る

場
合

（
児

童
厚

生
施

設
を

除
く
。

）
は

、
上

記
点

数
に

対
し

て
、

０
．

０
８

を
乗

じ
て

得
ら

れ
た

点
数

を
加

算
す

る
こ

と
。

（
小

数
点

以
下

切
捨

て
）

２
　

前
年

度
か

ら
繰

越
を

行
っ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
前

年
度

に
設

定
さ

れ
た

交
付

基
礎

点
数

を
適

用
す

る
。

乳
児

院

母
子

生
活

支
援

施
設

児
童

養
護

施
設

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設

児
童

自
立

支
援

施
設

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設

単
位

標
準

沖
縄

振
興

計
画

に
基
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別
紙

１

　
様

式
　

１
－

４
　

　
　

児
童

入
所

等
施

設
（
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
を

含
む

）
を

整
備

す
る

場
合

都
道

府
県

・
市

区
町

村
名

：

部
（
局

）
課

名
：

担
当

者
：

連
絡

先
：

１
　

管
内

に
お

け
る

施
設

種
別

ご
と

の
定

員
、

現
員

、
入

所
率

（
単

位
：
人

、
％

）

平
成

　
　

年
度

 ＊
本

年
度

定
員

（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

乳
児

院
（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

母
子

生
活

支
援

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

児
童

養
護

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

児
童

心
理

治
療

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

児
童

自
立

支
援

施
設

（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

婦
人

保
護

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
注

）
定

員
（
暫

定
）
、

現
員

、
入

所
率

に
つ

い
て

は
、

年
間

平
均

入
所

率
を

記
入

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
前

年
度

に
つ

い
て

は
、

数
値

の
確

定
し

て
い

な
い

月
が

あ
る

場
合

に
は

、
確

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

里
親

委
託

率
（
１

の
表

中
（
※

１
）
の

施
設

の
整

備
を

行
う
場

合
）

（
単

位
：
％

）

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

　
　

【
里

親
委

託
率

算
出

方
法

】

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

現
在

）

３
　

そ
の

他
の

状
況

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

人
口

（
人

）
　

（
※

１
）

児
童

数
（
人

）
　

（
※

１
）

虐
待

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

非
行

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

母
子

家
庭

世
帯

数
（
世

帯
）
　

（
※

１
）
（
※

３
）

（
注

）
過

去
３

か
年

度
分

の
状

況
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
１
　

調
査

時
点

に
つ

い
て

は
、

各
年

度
と

も
同

一
月

日
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

備
考

欄
に

調
査

時
点

（
月

日
）
を

記
入

す
る

こ
と

※
２
　

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
3
月

末
現

在
の

数
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
見

込
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
３
　

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
を

整
備

す
る

場
合

に
記

入
す

る
こ

と
。

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
課

施
設

種
別

平
成

　
　

年
度

　
＊

3
年

度
前

の
年

度
平

成
　

　
年

度
　

＊
2年

度
前

の
年

度
平

成
　

　
年

度
　

（
　

　
　

月
末

現
在

）
　

＊
前

年
度

　
　

里
親

委
託

率
（
％

）
＝

（
　

里
親

委
託

児
童

数
　

／
　

児
童

養
護

施
設

入
所

児
童

数
＋

乳
児

院
入

所
児

童
数

＋
里

親
委

託
児

童
数

）
　

×
１
０

０

　
　

　
過

去
３

か
年

度
分

の
里

親
委

託
率

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
３
月

末
日

現
在

、
前

年
度

に
つ

い
て

は
、

数
値

の
確

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

す
る

こ
と

。

別
紙

１
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式
1
-
5
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府
県

・
市

区
町

村
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府
県

交
付

金

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
(

指
定

都
市

等
)

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助
額

所
要

額

A
円

B
（

≦
A

）
円

C
円

D
（

=A
-
C

）
円

Ｅ
円

Ｆ
Ｇ

点
Ｈ

(=
Ｆ

×
Ｇ

)
点

Ｉ
(=

Ｈ
×

8
%)

点

Ｊ
(=

Ｈ
+

Ｉ
)

×
1
,0

0
0

円
Ｋ

円
Ｌ

円
Ｍ

円

自
治

体

　
　

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（
注

）
(1

)
工

事
請

負
契

約
等

を
締

結
す

る
単

位
で

作
成

す
る

こ
と

。

(2
)

交
付

金
算

定
方

法
が

交
付

要
綱

８
に

よ
ら

な
い

整
備

区
分

に
つ

い
て

は
、

各
々

の
算

出
方

法
に

基
づ

き
算

出
し

た
基

準
額

（
対

象
経

費
の

み
）
の

合
計

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
も

の
（
た

だ
し

、
千

円
未

満
は

切
捨

て
。

）を
Ｊ欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

(3
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(4
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(5
)

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と

(6
)

Ｌ
欄

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
の

補
助

相
当

額
（
交

付
金

相
当

の
補

助
及

び
＋

α
）を

計
上

す
る

こ
と

。

(7
)

Ｅ
欄

及
び

J欄
～

Ｌ
欄

の
小

計
及

び
計

の
欄

に
つ

い
て

は
、

内
訳

の
金

額
の

記
入

の
有

無
に

関
係

な
く

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

(8
)

Ｋ
欄

は
、

Ｅ
欄

の
額

と
Ｊ欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

計

平
　

成
　

　
　

　
　

年
　

度
　

次
　

世
　

代
　

育
　

成
　

支
　

援
　

対
　

策
　

施
　

設
　

整
　

備
　

交
　

付
　

金
　

申
　

請
　

額
　

内
　

訳

設
置

者
の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額

施
設

種
別

定
員

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数

別
紙

１

　
様

式
　

１
－

３
　

　
　

児
童

入
所

等
施

設
（
婦

人
相

談
所

一
時

保
護

施
設

、
婦

人
保

護
施

設
を

含
む

）
を

整
備

す
る

場
合

都
道

府
県

・
市

区
町

村
名

：

部
（
局

）
課

名
：

担
当

者
：

連
絡

先
：

１
　

管
内

に
お

け
る

施
設

種
別

ご
と

の
定

員
、

現
員

、
入

所
率

（
単

位
：
人

、
％

）

平
成

　
　

年
度

 ＊
本

年
度

定
員

（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

Ａ
現

員
　

　
Ｂ

入
所

率
　

Ｂ
／

Ａ
定

員
（
暫

定
）
　

乳
児

院
（
※

１
）

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

母
子

生
活

支
援

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

児
童

養
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設
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※

１
）
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）
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）
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）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）
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）
（
　

　
　

　
）

情
緒
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害
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短

期
治

療
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設
（
※

１
）

（
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）
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）
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）
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）
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）

児
童
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立
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援
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設

（
※

１
）
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）
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（
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）
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）

婦
人

保
護

施
設

（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
　

　
　

　
　

）
（
　

　
　

　
）

（
注

）
定

員
（
暫

定
）
、

現
員

、
入

所
率

に
つ

い
て

は
、

年
間

平
均

入
所

率
を

記
入

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
前

年
度

に
つ

い
て

は
、

数
値

の
確

定
し

て
い

な
い

月
が

あ
る

場
合

に
は

、
確

定
し

て
い

る
範

囲
で

記
入

す
る

こ
と

。

２
　

里
親

委
託

率
（
１

の
表

中
（
※

１
）
の

施
設

の
整

備
を

行
う

場
合

）
（
単

位
：
％

）

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

　
　

【
里

親
委

託
率

算
出

方
法

】

（
　

　
　

月
　

　
　

日
　

現
在

）

３
　

そ
の

他
の

状
況

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

平
成

　
　

年
度

人
口

（
人

）
　

（
※

１
）

児
童

数
（
人

）
　

（
※

１
）

虐
待

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

非
行

相
談

件
数

（
件

）
　

（
※

２
）

母
子

家
庭

世
帯

数
（
世

帯
）
　

（
※

１
）
（
※

３
）

（
注

）
過

去
３

か
年

度
分

の
状

況
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
１
　

調
査

時
点

に
つ

い
て

は
、

各
年

度
と

も
同

一
月

日
と

す
る

こ
と

。
ま

た
、

備
考

欄
に

調
査

時
点

（
月

日
）
を

記
入

す
る

こ
と

※
２
　

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
3
月

末
現

在
の

数
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
見

込
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
３
　

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
施

設
、

婦
人

保
護

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
を

整
備

す
る

場
合

に
記

入
す

る
こ

と
。

備
考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
部

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
課

平
成

　
　

年
度

　
＊

3
年

度
前

の
年

度
施

設
種

別
平

成
　

　
年

度
　

＊
2
年

度
前

の
年

度
平

成
　

　
年

度
　

（
　

　
　

月
末

現
在

）
　

＊
前

年
度

　
　

里
親

委
託

率
（
％

）
＝

（
　

里
親

委
託

児
童

数
　

／
　

児
童

養
護

施
設

入
所

児
童

数
＋

乳
児

院
入

所
児

童
数

＋
里

親
委

託
児

童
数

）
　

×
１
０

０

　
　

　
過

去
３

か
年

度
分

の
里

親
委

託
率

を
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
な

お
、

3
年

度
前

の
年

度
、

2
年

度
前

の
年

度
に

つ
い

て
は

、
３

月
末

日
現

在
、

前
年

度
に

つ
い

て
は

、
数

値
の

確
定

し
て

い
る

範
囲

で
記

入
す

る
こ

と
。

別
紙

１
様

式
1-

4

都
道

府
県

・
市

区
町

村
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府
県

交
付

金

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
(

指
定

都
市

等
)

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助
額

所
要

額

A
円

B
（

≦
A

）
円

C
円

D
（

=
A

-
C

）
円

Ｅ
円

Ｆ
Ｇ

点
Ｈ

(=
Ｆ

×
Ｇ

)
点

Ｉ
(=

Ｈ
×

8
%
)

点

Ｊ
(=

Ｈ
+

Ｉ
)
×

1
,0

00 円
Ｋ

円
Ｌ

円
Ｍ

円

自
治

体

　
　

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（
注

）
(1

)
工

事
請

負
契

約
等

を
締

結
す

る
単

位
で

作
成

す
る

こ
と

。

(2
)

交
付

金
算

定
方

法
が

交
付

要
綱

８
に

よ
ら

な
い

整
備

区
分

に
つ

い
て

は
、

各
々

の
算

出
方

法
に

基
づ

き
算

出
し

た
基

準
額

（
対

象
経

費
の

み
）
の

合
計

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
も

の
（
た

だ
し

、
千

円
未

満
は

切
捨

て
。

）
を

Ｊ欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

(3
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(4
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(5
)

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と

(6
)

Ｌ
欄

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
の

補
助

相
当

額
（
交

付
金

相
当

の
補

助
及

び
＋

α
）
を

計
上

す
る

こ
と

。

(7
)

Ｅ
欄

及
び

J欄
～

Ｌ
欄

の
小

計
及

び
計

の
欄

に
つ

い
て

は
、

内
訳

の
金

額
の

記
入

の
有

無
に

関
係

な
く

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

(8
)

Ｋ
欄

は
、

Ｅ
欄

の
額

と
Ｊ欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

平
　

成
　

　
　

　
　

年
　

度
　

次
　

世
　

代
　

育
　

成
　

支
　

援
　

対
　

策
　

施
　

設
　

整
　

備
　

交
　

付
　

金
　

申
　

請
　

額
　

内
　

訳

計

施
設

種
別

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額
設

置
者

の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等

定
員

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数
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平
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年

 
月

 
 

日
第

 
 

 
号

で
交

付
決

定
を

受
け

た
平

成
 

 
年

度
次

世
代

育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

に
係

る
事

業
実

績
に

つ
い

て
は

、
次

の
関

係
書

類
を

添
え

て

報
告

す
る

。
 

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
１

 
精
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別
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の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１

－
２

）
 
 

 
２

 
整

備
計

画
実

績
の

概
要

 
 

 
 

別
紙
の

と
お

り
（

別
紙

２
 

様
式

１
－
２

）
 
 

 
３

 
防

犯
対

策
強

化
計

画
実

績
の

概
要
 

 
 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１

－
３

）
 
 

 
４

 
精

算
額

算
出

内
訳

 
 
 

 
 

 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１
－

４
）

 
 

 
５

 
事

業
実

績
報

告
書

 
 
 

 
 

 
 

別
紙

の
と

お
り

（
別

紙
２

 
様

式
１
－

５
）

 
 

 
６

 
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
市

町
村

及
び

設
置

主
体

の
歳

入
歳

出
決

算
書

 

 
（

見
込

書
）

抄
本

 
 
 
  
  

  
  
（
注

）
前

年
度

か
ら

繰
越

を
行

っ
た

事
業

に
つ

い
て

は
、

「
平

成
 

 
年

度
」

の
後

に
 

 
「

（
平

成
 

 
年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
」

と
明

記
す

る
こ

と
。
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１
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お
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紙
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１

－
４

）
  

 
５

 
都

道
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県
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指
定

都
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核
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主
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の
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入
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つ
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は

、
「

平
成

 
 

年
度

」
の

後
に

 

 
 

「
（

平
成

 
 

年
度

か
ら

の
繰

越
分

）
」

と
明

記
す

る
こ

と
。
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概
要
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
都

道
府
県
・
市
区

町
村

名
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 １
．
防

犯
計

画
の

概
要
 

施
設
 

種
別
 

施
設

名
 

設
置

主

体
 

所
 
在
 

地
 

整
 
備
 

区
 

分
 

対
象

経
費

の
実
支

出
額

（
実

績
額
）
 

交
付
金
 

精
算
額
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

合
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

計
 

 
 

 ２
．
防

犯
計

画
と

実
績
と
の
比

較
及

び
進

捗
状
況
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別
紙

　
２

　
様

式
１

－
４

都
道

府
県

・市
町

村
名

　

　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府
県

交
付

金
交

付
金

交
付

金
差

引
過

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
（

指
定

都
市

等
）

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助
額

所
要

額
交

付
決

定
額

受
入

済
額

△
不

足
額

A
円

B
（

≦
A

）
円

C
円

D
（

=
A

-
C

）
円

Ｅ
円

Ｆ
Ｇ

点
Ｈ

(=
Ｆ

×
Ｇ

)点
Ｉ

(=
Ｈ

×
8
%
)
点

Ｊ
(=

Ｈ
+

Ｉ
)

×
1,

0
00

円
Ｋ

円
Ｌ

円
Ｍ

円
Ｎ

円
Ｏ

円
Ｐ

(=
Ｏ

-
Ｍ

)
円

自
治

体

　
小

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（注
）

(1
)

工
事

請
負

契
約

等
を

締
結

す
る

単
位

で
作

成
す

る
こ

と
。

(2
)

交
付

金
算

定
方

法
が

交
付

要
綱

８
に

よ
ら

な
い

整
備

区
分

に
つ

い
て

は
、

各
々

の
算

出
方

法
に

基
づ

き
算

出
し

た
基

準
額

（対
象

経
費

の
み

）
の

合
計

に
１

／
２

（児
童

厚
生

施
設

に
つ

い
て

は
１

／
３

）
を

乗
じ

た
も

の
（
た

だ
し

、
千

円
未

満
は

切
捨

て
。

）を
I欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

(3
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(4
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(5
)

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と

(6
)

Ｌ
欄

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
の

補
助

相
当

額
（
交

付
金

相
当

の
補

助
及

び
＋

α
）を

計
上

す
る

こ
と

。

(7
)

Ｅ
欄

及
び

J欄
～

Ｌ
欄

の
小

計
及

び
計

の
欄

に
つ

い
て

は
、

内
訳

の
金

額
の

記
入

の
有

無
に

関
係

な
く

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

(8
)

Ｋ
欄

は
、

Ｅ
欄

の
額

と
Ｊ欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

計

平
　

成
　

　
　

　
年

　
度

　
次

　
世

　
代

　
育

　
成

　
支

　
援

　
対

　
策

　
施

　
設

　
整

　
備

　
交

　
付

　
金

　
精

　
算

　
額

　
内

　
訳

設
置

者
の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額

施
設

種
別

定
員

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数

別
紙

　
２

　
様

式
１
－

３

都
道

府
県

・市
町

村
名

　

　

対
象

経
費

の
交

付
金

都
道

府
県

交
付

金
交

付
金

交
付

金
差

引
過

設
置

主
体

実
支

出
差

引
額

選
定

額
豪

雪
地

算
定

額
（
指

定
都

市
等

）

（
予

定
）

額
域

加
算

合
計

基
本

額
補

助
額

所
要

額
交

付
決

定
額

受
入

済
額

△
不

足
額

A
円

B
（

≦
A

）
円

C
円

D
（

=
A

-
C

）
円

Ｅ
円

Ｆ
Ｇ

点
Ｈ

(=
Ｆ

×
Ｇ

)点
Ｉ

(=
Ｈ

×
8
%
)
点

Ｊ
(=

Ｈ
+

Ｉ
)

×
1
,0

0
0

円
Ｋ

円
Ｌ

円
Ｍ

円
Ｎ

円
Ｏ

円
Ｐ

(=
Ｏ

-
Ｍ

)
円

自
治

体

　
小

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

自
治

体
以

外

小
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

計

（
注

）
(1

)
工

事
請

負
契

約
等

を
締

結
す

る
単

位
で

作
成

す
る

こ
と

。

(2
)

交
付

金
算

定
方

法
が

交
付

要
綱

８
に

よ
ら

な
い

整
備

区
分

に
つ

い
て

は
、

各
々

の
算

出
方

法
に

基
づ

き
算

出
し

た
基

準
額

（
対

象
経

費
の

み
）
の

合
計

に
１

／
２

（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
も

の
（
た

だ
し

、
千

円
未

満
は

切
捨

て
。

）
を

I欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

(3
)

算
出

に
あ

た
っ

て
は

、
本

体
、

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

、
そ

の
他

工
事

別
と

し
、

小
計

を
設

け
る

こ
と

。

(4
)

C
欄

に
は

、
移

行
時

特
別

積
立

金
を

含
め

る
こ

と
。

(5
)

Ｅ
欄

に
は

、
Ｂ

欄
の

額
と

Ｄ
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う
の

額
に

１
／

２
（
児

童
厚

生
施

設
に

つ
い

て
は

１
／

３
）
を

乗
じ

た
額

を
記

入
す

る
こ

と

(6
)

Ｌ
欄

に
つ

い
て

は
、

自
治

体
の

補
助

相
当

額
（
交

付
金

相
当

の
補

助
及

び
＋

α
）
を

計
上

す
る

こ
と

。

(7
)

Ｅ
欄

及
び

J欄
～

Ｌ
欄

の
小

計
及

び
計

の
欄

に
つ

い
て

は
、

内
訳

の
金

額
の

記
入

の
有

無
に

関
係

な
く

必
ず

記
入

す
る

こ
と

。

(8
)

Ｋ
欄

は
、

Ｅ
欄

の
額

と
Ｊ欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

ほ
う

の
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

交
付

基
礎

点
数

基
準

点
数

平
　

成
　

　
　

　
年

　
度

　
次

　
世

　
代

　
育

　
成

　
支

　
援

　
対

　
策

　
施

　
設

　
整

　
備

　
交

　
付

　
金

　
精

　
算

　
額

　
内

　
訳

施
設

種
別

交
付

基
礎

点
数

表
に

よ
る

算
定

額
設

置
者

の

総
事

業
費

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

等
定

員

計
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別
紙

 
２

 

 
様

式
 

１
－

５
 

 

事
業

実
績

報
告

書
 

  
１

 
交

付
金

に
お

け
る

実
施

施
設

の
概

要
 

 
（

１
）

施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

 

 
（

２
）

施
設

の
種

類
 

 
（

３
）

設
置

主
体

及
び

経
営

主
体

 

 
（

４
）

入
所

（
利

用
）

定
員

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
 
 
 

現
在

定
員
 

 

  
 
 
 

増
加

定
員
 

 

  
 
 
 

合
計
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

 
（

注
）

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
、

利
用

世
帯

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  
２

 
当

該
交

付
金

に
よ

る
施

設
整

備
に

係
る

事
業

内
容

 

 
（

１
）

施
設

の
規

模
及

び
構

造
 

 
 

 
ア

 
整

備
事

業
（

解
体

撤
去

工
事

費
・

仮
設

施
設

工
事

を
除

く
。

）
 

 
 

 
（

ア
）

敷
地

面
積

 
 

 
 

 
 

 
㎡

 

 
 

 
（

イ
）

敷
地

の
所

有
関

係
（

自
己

所
有

地
、

借
地

、
買

収
（

予
定

）
地

の
別

）
 

 
 

 
（

ウ
）

施
設

整
備

の
区

分
（

創
設

、
拡

張
等

の
別

）
 

 
 

 
（

エ
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

オ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
 

 
 

 
イ

 
解

体
撤

去
工

事
（

既
存

施
設

に
係

る
も

の
）

 

 
 

 
（

ア
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

イ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
 

 
 

 
（

ウ
）

建
築

年
月

日
 

 
 

 
（

エ
）

補
助

金
の

区
分

（
昭

和
○

○
年

度
：

国
庫

・
民

間
・

自
己

資
金

・
そ

の
他

）
 

 
 

 
（

オ
）

処
分

（
取

り
こ

わ
し

）
年

月
日

 

 
 

 
ウ

 
仮

設
施

設
工

事
 

 
 

 
（

ア
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

イ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
 

 

別
紙

 
２

 

 
様

式
 

１
－

４
 

 

事
業

実
績

報
告

書
 

  
１

 
交

付
金

に
お

け
る

実
施

施
設

の
概

要
 

 
（

１
）

施
設

の
名

称
及

び
所

在
地

 

 
（

２
）

施
設

の
種

類
 

 
（

３
）

設
置

主
体

及
び

経
営

主
体

 

 
（

４
）

入
所

（
利

用
）

定
員

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   
  

 
現

在
定

員
 

 

  
  

 
増

加
定

員
 

 

  
 
 
 

合
計
 

 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
  

  
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
  

  
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

人
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
（

世
帯

）
 

 

 
（

注
）

母
子

生
活

支
援

施
設

に
つ

い
て

は
、

利
用

世
帯

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  
２

 
当

該
交

付
金

に
よ

る
施

設
整

備
に

係
る

事
業

内
容

 

 
（

１
）

施
設

の
規

模
及

び
構

造
 

 
 

 
ア

 
整

備
事

業
（

解
体

撤
去

工
事

費
・

仮
設

施
設

工
事

を
除

く
。

）
 

 
 

 
（

ア
）

敷
地

面
積

 
 

 
 

 
 

 
㎡

 

 
 

 
（

イ
）

敷
地

の
所

有
関

係
（

自
己

所
有

地
、

借
地

、
買

収
（

予
定

）
地

の
別

）
 

 
 

 
（

ウ
）

施
設

整
備

の
区

分
（

創
設

、
拡

張
等

の
別

）
 

 
 

 
（

エ
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

オ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
 

 
 

 
イ

 
解

体
撤

去
工

事
（

既
存

施
設

に
係

る
も

の
）

 

 
 

 
（

ア
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

イ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
 

 
 

 
（

ウ
）

建
築

年
月

日
 

 
 

 
（

エ
）

補
助

金
の

区
分

（
昭

和
○

○
年

度
：

国
庫

・
民

間
・

自
己

資
金

・
そ

の
他

）
 

 
 

 
（

オ
）

処
分

（
取

り
こ

わ
し

）
年

月
日

 

 
 

 
ウ

 
仮

設
施

設
工

事
 

 
 

 
（

ア
）

建
物

の
面

積
 

 
建

築
面

積
 

 
 

 
 

㎡
、

延
面

積
 

 
 

 
 

㎡
 

 
 

 
（

イ
）

建
物

の
構

造
（

 
 

 
造

）
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（
２

）
支

出
済

事
業

費
総

額
 

 
 

 
ア

 
主

体
工

事
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
イ

 
工

事
事

務
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
ウ

 
小

計
（

本
体

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 
 
 
 
 
エ

 
特

殊
附

帯
工

事
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

 
オ

 
解

体
撤

去
工

事
費

及
び

 

 
 

 
 

 
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

 

 
 

 
 

 
（

解
体

撤
去

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
（

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
カ

 
そ

の
他

の
工

事
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
  
 
 キ

 
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
ク

 
合

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
（

注
）

 
工

事
費

仕
様

書
、

支
出

済
工

事
費

費
目

別
内

訳
書

、
工

事
事

務
費

費
目

別
内

訳
書

 

 
 

 
 

 
 

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
（

３
）

施
工

期
間

 

 
 

 
ア

 
契

約
年

月
日

 

 
 

 
イ

 
着

工
年

月
日

 

 
 

 
ウ

 
竣

工
年

月
日

 

 
 

 
エ

 
竣

工
後

の
事

業
開

始
年

月
日

 

 
 

 
オ

 
解

体
撤

去
工

事
関

係
 

 
 

 
（

ア
）

着
工

年
月

日
 

 
 

 
（

イ
）

完
了

年
月

日
 

 
 

 
カ

 
仮

設
施

設
工

事
関

係
 

 
 

 
（

ア
）

工
事

期
間

 

 
 

 
（

イ
）

仮
設

施
設

の
使

用
期

間
 

 
（

４
）

そ
の

他
参

考
事

項
 

 
 

（
添

付
書

類
）

 

 
 

 
１

 
請

負
い

の
場

合
は

、
工

事
請

負
契

約
書

の
写

 

 
 

 
 

 
直

営
の

場
合

は
、

支
払

領
収

書
の

写
 

 
 

 
 

 
賃

貸
借

の
場

合
は

、
賃

貸
借

契
約

書
の

写
（

仮
設

施
設

整
備

の
み

）
 

 
 

 
２

 
工

事
完

了
を

確
認

す
る

に
足

る
検

査
済

証
の

写
 

 
 

 
 

 
（

建
築

基
準

法
第

７
条

第
５

項
又

は
第

１
８

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
済

証
）

 

 
 

 
３

 
各

室
ご

と
に

室
名

及
び

面
積

を
明

ら
か

に
し

た
表

 

 
 

 
４

 
建

物
平

面
図

（
建

物
面

積
を

明
記

し
た

も
の

）
及

び
立

面
図

 

 
 

 
５

 
建

物
内

外
主

要
部

分
の

写
真

 

  
  
 
 ６

  
工

事
契

約
金

額
報

告
書

（
別

紙
１

－
６

）
 

（
２

）
支

出
済

事
業

費
総

額
 

 
 

 
ア

 
主

体
工

事
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
イ

 
工

事
事

務
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
ウ

 
小

計
（

本
体

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 
 
 
 
 
エ

 
特

殊
附

帯
工

事
費

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
円

 

 
 

 
オ

 
解

体
撤

去
工

事
費

及
び

 

 
 

 
 

 
仮

設
施

設
整

備
工

事
費

 

 
 

 
 

 
（

解
体

撤
去

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
（

仮
設

施
設

整
備

工
事

費
）

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
カ

 
そ

の
他

の
工

事
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

  
  
 
 
キ

 
地

域
交

流
ス

ペ
ー

ス
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
ク

 
合

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
（

注
）

 
工

事
費

仕
様

書
、

支
出

済
工

事
費

費
目

別
内

訳
書

、
工

事
事

務
費

費
目

別
内

訳
書

 

 
 

 
 

 
 

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
（

３
）

施
工

期
間

 

 
 

 
ア

 
契

約
年

月
日

 

 
 

 
イ

 
着

工
年

月
日

 

 
 

 
ウ

 
竣

工
年

月
日

 

 
 

 
エ

 
竣

工
後

の
事

業
開

始
年

月
日

 

 
 

 
オ

 
解

体
撤

去
工

事
関

係
 

 
 

 
（

ア
）

着
工

年
月

日
 

 
 

 
（

イ
）

完
了

年
月

日
 

 
 

 
カ

 
仮

設
施

設
工

事
関

係
 

 
 

 
（

ア
）

工
事

期
間

 

 
 

 
（

イ
）

仮
設

施
設

の
使

用
期

間
 

 
（

４
）

そ
の

他
参

考
事

項
 

 
 

（
添

付
書

類
）

 

 
 

 
１

 
請

負
い

の
場

合
は

、
工

事
請

負
契

約
書

の
写

 

 
 

 
 

 
直

営
の

場
合

は
、

支
払

領
収

書
の

写
 

 
 

 
 

 
賃

貸
借

の
場

合
は

、
賃

貸
借

契
約

書
の

写
（

仮
設

施
設

整
備

の
み

）
 

 
 

 
２

 
工

事
完

了
を

確
認

す
る

に
足

る
検

査
済

証
の

写
 

 
 

 
 

 
（

建
築

基
準

法
第

７
条

第
５

項
又

は
第

１
８

条
第

１
８

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
済

証
）

 

 
 

 
３

 
各

室
ご

と
に

室
名

及
び

面
積

を
明

ら
か

に
し

た
表

 

 
 

 
４

 
建

物
平

面
図

（
建

物
面

積
を

明
記

し
た

も
の

）
及

び
立

面
図

 

 
 

 
５

 
建

物
内

外
主

要
部

分
の

写
真

 

  
  
 
 
６

 
 
工

事
契

約
金

額
報

告
書

（
別

紙
１

－
５

）
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別
紙
３

～
６

 
（
略

）
 

 
 別

紙
３

～
６

 
（
略

）
 

別
紙

２
 

 
様

式
 

１
－

６
 

  
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
番

 
 

 
 

 
号

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

  
  
 
 
 都

道
府

県
知

事
 

 
  

 
 
指

定
都

市
市

長
 

 
 各

  
中

核
市

市
長

 
 
殿

 

 
  
 
 
 
市

区
町

村
長

 

  
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
会

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
理

事
長

  
○

○
○

○
 

  
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  

施
工

業
者

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
株

式
会

社
 
 
△

△
△

建
設

 

 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
代

表
取

締
役

 
 
△

△
△

△
 

   
  
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
 
 
  
 
 
  
工

事
契

約
金

額
報

告
書

 

   
 発

注
者

（
委

託
者

）
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

会
と

請
負

者
（

受
託

者
）

株
式

会
社

△
△

△
建

設
は

◇
◇

◇
施

設
建

設
工

事
に

係
る

工
事

請
負

契
約

（
設

計
監

理
委

託
契

約
）

を
次

の
と

お
り

締
結

し
施

工
す

る
と

と
も

に
、

交
付

金
に

つ
い

て
も

こ
れ

に
基

づ
き

算
定

し
た

こ
と

を
報

告
す

る
。

 

 

 
 

契
 

約
 

年
 

月
 

日
 

 

金
 

 
 

 
 

額
 

 当
初

○
○

工
事

請
負

契
約

 

 平
成

 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 金
 
 
 
  
 
  

  
 
 
  
 
 
円

 

 ○
○

変
更

（
追

加
）

契
約

 

 平
成

 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 金
 
 
 
  
 
  

  
 
 
  
 
 
円

 

 
 平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 金
 
 
 
  
 
  

  
 
 
  
 
 
円

 

 設
計

監
理

委
託

契
約

 

 平
成

 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 金
 
 
 
  
 
  

  
 
 
  
 
 
円

 

 
 平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

 

 金
 
 
 
  
 
  

  
 
 
  
 
 
円

 

別
紙

２
 

 
様

式
 

１
－

５
 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

  
 
  

  
 
 番

 
 

 
 

 
号

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

  
 
  

  
 
 年

 
  
 
月

  
 
 
日

 

  
  
 
  
都

道
府

県
知

事
 

 
  

  
指

定
都

市
市

長
 

 
 各

 
 
中

核
市

市
長

 
 
殿

 

 
  
 
  

市
区

町
村

長
 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  

社
会

福
祉

法
人

○
○

○
会

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

  
 
  

  
理

事
長

 
 
○

○
○

○
 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  

施
工

業
者

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

 株
式

会
社

  
△

△
△

建
設

 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

  
 
 
代

表
取

締
役

 
 
△

△
△

△
 

   
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
工

事
契

約
金

額
報

告
書

 

   
 発

注
者

（
委

託
者

）
社

会
福

祉
法

人
○

○
○

会
と

請
負

者
（

受
託

者
）

株
式

会
社

△
△

△
建

設
は

◇
◇

◇
施

設
建

設
工

事
に

係
る

工
事

請
負

契
約

（
設

計
監

理
委

託
契

約
）

を
次

の
と

お
り

締
結

し
施

工
す

る
と

と
も

に
、

交
付

金
に

つ
い

て
も

こ
れ

に
基

づ
き

算
定

し
た

こ
と

を
報

告
す

る
。

 

 
 

契
 

約
 

年
 

月
 

日
 

 

金
 

 
 

 
 

額
 

 当
初

○
○

工
事

請
負

契
約

 

 平
成

 
 
 
 
年

 
  

 月
 
 
 
 日

 

 金
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
円

 

 ○
○

変
更

（
追

加
）

契
約

 

 平
成

 
 
 
 
年

 
  

 月
 
 
 
 日

 

 金
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
円

 

 
 平

成
 
 
 
 
年

 
  

 月
 
 
 
 日

 

 金
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
円

 

 設
計

監
理

委
託

契
約
 

 平
成

 
 
 
 
年

 
  

 月
 
 
 
 日

 

 金
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
円

 

 
 平

成
 
 
 
 
年

 
  

 月
 
 
 
 日

 

 金
 
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
円
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別
紙

 
７

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
番

 
 

 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

月
日

 

  
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
都

道
府

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
指

定
都

市
の

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
中

核
市

の
長

 
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

町
村

長
 

  

平
成

 
 

年
度

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
報

告
書

 

 

 
平

成
 

年
 

月
 

日
第

 
 

号
で

交
付

決
定

を
受

け
た

平
成

 
 

年
度

次
世

代
育

成
支

援
対

策

施
設

整
備

交
付

金
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。
 

 
１

 
整

備
計

画
内

に
お

け
る

施
設

の
種

類
及

び
名

称
 

 
２

 
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
 

 
 

第
１

５
条

の
規

定
に

よ
る

確
定

額
又

は
事

業
実

績
報

告
に

よ
る

精
算

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
３

 
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

 

 
 

控
除

税
額

（
要

交
付

金
等

返
還

相
当

額
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
４

 
添

付
書

類
 

 
 

 
記

載
内

容
を

確
認

す
る

た
め

の
書

類
（

確
定

申
告

書
の

写
し

、
課

税
売

上
割

合
等

が
確

認
で

き
 

る
資

料
、

特
定

収
入

の
割

合
を

確
認

で
き

る
資

料
）

を
添

付
す

る
。

 

別
紙

 
７

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
番

 
 

 
 

 
号

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

月
日

 

  
 

 
○

○
厚

生
（

支
）

局
長

 
 

殿
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
都

道
府

県
知

事
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
指

定
都

市
の

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
中

核
市

の
長

 
印

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
市

町
村

長
 

  

平
成

 
 

年
度

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
報

告
書

 

 

 
平

成
 

年
 

月
 

日
第

 
 

号
で

交
付

決
定

を
受

け
た

平
成

 
 

年
度

次
世

代
育

成
支

援
対

策

施
設

整
備

交
付

金
に

係
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
仕

入
控

除
税

額
に

つ
い

て
は

、
次

の
と

お
り

報
告

す
る

。
 

 
１

 
整

備
計

画
内

に
お

け
る

施
設

の
種

類
及

び
名

称
 

 
２

 
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

３
０

年
法

律
第

１
７

９
号

）
 

 
 

第
１

５
条

の
規

定
に

よ
る

確
定

額
又

は
事

業
実

績
報

告
に

よ
る

精
算

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
３

 
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
の

申
告

に
よ

り
確

定
し

た
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

 

 
 

控
除

税
額

（
要

交
付

金
等

返
還

相
当

額
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
金

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
４

 
添

付
書

類
 

 
 

 
３

の
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

仕
入

控
除

税
額

の
積

算
内

訳
等
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